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平成３０年６月１９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２８年（ワ）第３２７４２号 著作権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成３０年１月３０日 

判           決 

 5 

   原         告 Ａ  

 

   原         告 株 式 会 社 一 竹 工 房 

 

   上記２名訴訟代理人弁護士 山 本 隆 司 10 

   同                 植 田 貴 之 

   同                 佐 竹  希 

 

   被       告 株 式 会 社 Ｆ Ｃ Ｆ 

 15 

   同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 額  田  雄 一 郎 

   同                 山 内 真 之 

   同                 井 上 乾 介 

   同                 原 田  亮 

   同                 菅  野  龍 太 郎 20 

主           文 

１ 被告は，原告Ａに対し，別紙「被告配布物目録」１ないし５，７，８，

１０ないし１２記載の各配布物を複製，頒布してはならない。 

２ 被告は，原告株式会社一竹工房に対し，別紙「被告配布物目録」６及び

９記載の各配布物を複製，頒布してはならない。 25 

３ 被告は，原告Ａに対し，「久保田一竹美術館」と題するホームページ（h
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ttp:// 以下省略）の「一竹辻が花染め」（http:// 以下省略）及び「略

歴」（http:// 以下省略）において，別紙「被告ＨＰ目録」記載の各文章

を自動公衆送信又は送信可能化してはならない。 

４ 被告は，原告Ａに対し，１５５５万５１５４円及びこれに対する平成２

８年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 5 

５ 被告は，原告株式会社一竹工房に対し，６８万８１１５円及びこれに対

する平成２８年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。 

６ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

７ 訴訟費用はこれを５分し，その２を原告らの負担とし，その余を被告の10 

負担とする。 

８ この判決は，第４項及び第５項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 主文第１項ないし第３項と同旨 15 

２ 被告は，原告Ａ（以下「原告Ａ」という。）に対し，２７６５万４０３４円

及びこれに対する平成２８年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。 

３ 被告は，原告株式会社一竹工房（以下「原告工房」という。）に対し，１２

５万６７８３円及びこれに対する平成２８年９月１日から支払済みまで年５分20 

の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件は，原告らが，故久保田一竹（以下「故一竹」という。）が開発した「一

竹辻が花」という独自の染色技術を用いた創作着物作品や，その制作工程に関す

る文章及び写真等について著作権及び著作者人格権を有している（具体的には，25 

原告Ａが，後記一竹作品，制作工程写真及び美術館写真の著作権を有するととも



 3 

に，後記制作工程文章及び旧ＨＰコンテンツの著作権及び著作者人格権を有し，

原告工房が，後記工房作品の著作権及び著作者人格権を有する。）ところ，久保

田一竹美術館（以下「一竹美術館」という。）を経営する被告が，同美術館にお

いて販売している商品等に原告らに無断で上記着物作品等を複製等したことによ

り，原告らの著作権（複製権，譲渡権，公衆送信権）及び著作者人格権（同一性5 

保持権等）を侵害したと主張して，①原告Ａにおいて，被告に対し，著作権法１

１２条１項に基づき，別紙「被告配布物目録」１ないし５，７，８，１０ないし

１２記載の各配布物の複製・頒布の差止め，及び被告のウェブサイトにおける別

紙「被告ＨＰ目録」記載の各文章の自動公衆送信等の差止めを求めるとともに，

民法７０９条及び著作権法１１４条１項ないし３項に基づき，損害賠償金２７６10 

５万４０３４円及びこれに対する不法行為後である平成２８年９月１日から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，また，②原告

工房において，被告に対し，著作権法１１２条１項に基づき，別紙「被告配布物

目録」６及び９記載の各配布物の複製・頒布の差止めを求めるとともに，民法７

０９条及び著作権法１１４条１項ないし３項に基づき，損害賠償金１２５万６７15 

８３円及びこれに対する不法行為後である平成２８年９月１日から支払済みまで

民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 前提事実 

以下の事実は，当事者間に争いがないか，各項記載の証拠（枝番を記載しな

い場合はすべての枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認20 

められる。 

(1) 当事者 

ア 原告Ａは，故一竹の長男であり，故一竹が開発した「一竹辻が花」とい

う独自の染色技術を用いた創作着物「辻が花染」の制作者として活動して

いる。 25 

イ 原告工房は，故一竹の死後，「一竹辻が花」の染色技術を継承し，「辻
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が花染」の制作を継続している法人である。 

ウ 被告は，山梨県南都留郡富士河口湖町にて，一竹美術館を運営する法人

である。 

(2) 着物作品等 

ア 着物作品 5 

(ｱ) 一竹作品 

故一竹は，昭和３５年頃から平成１５年頃までの間に，「一竹辻が花」

という独自の染色技術を用いて，別紙「一竹作品目録」（３１，３２，

４０，５４，６１，６２，６９を除く）記載の一品制作物の着物作品６

３点（以下，まとめて「一竹作品」という。）を創作し，その著作権を10 

取得した。 

故一竹は，平成１５年４月２６日に死亡し，同人の法定相続人は，原

告Ａ及び訴外Ｂ（以下「訴外Ｂ」という。）を含む合計８名であったが，

原告Ａ及び訴外Ｂ以外の者は相続放棄をした。そして，原告Ａは，訴外

Ｂとの遺産分割合意により，故一竹が制作した全ての着物作品（一竹作15 

品を含む。）の著作権を単独で相続した。（甲１ないし４） 

(ｲ) 工房作品 

また，故一竹の死後，原告工房の従業員が，別紙「一竹作品目録」３

１，３２，４０，５４，６１，６２，６９記載の着物作品７点（以下，

まとめて「工房作品」という。）を職務上創作したところ，原告工房は，20 

職務上作成する著作物（著作権法１５条１項）として，工房作品の著作

権及び著作者人格権を有している。（弁論の全趣旨） 

イ 制作工程文章 

別紙「制作工程文章目録」記載の一竹作品の制作工程について説明した

各文章（以下，同目録記載の番号に応じて「制作工程文章１」などと表記25 

し，まとめて「制作工程文章」という。）は，訴外株式会社一竹辻が花（以
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下「訴外一竹辻が花」という。）が平成３年に出版した『ヨーロッパ巡回

展帰朝記念 一竹辻が花展』（以下「欧州巡回作品集」という。）の「一

竹辻が花の技法」という頁に掲載され，公表された。（甲５） 

ウ 制作工程写真 

別紙「制作工程写真目録」記載の７点の写真を含む一竹作品の制作工程5 

を被写体とする写真１２点（以下，同目録記載の写真をその番号に応じて

「制作工程写真１」などと表記し，まとめて「制作工程写真」という。）

は，欧州巡回作品集の「一竹辻が花の技法」という頁に掲載され，公表さ

れた。（甲５） 

エ 旧ＨＰコンテンツ 10 

別紙「旧ＨＰコンテンツ目録」記載の「辻が花染」，「久保田一竹と一

竹辻が花染」，「シュヴァリエ章の勲章メッセージ」及び「スミソニアン

よりの感謝状」（以下，同目録記載の番号に応じて「旧ＨＰコンテンツ１」

などと表記し，まとめて「旧ＨＰコンテンツ」という。）は，平成６年頃，

原告工房が当時保有していた一竹美術館のホームページ（http:// 以下省15 

略）（以下「旧ＨＰ」という。）に掲載され，公表された。（甲７） 

オ 美術館写真 

別紙「美術館写真目録」記載の一竹美術館新館の全景及び同美術館蜻蛉

玉ギャラリーをそれぞれ被写体とする写真２点（以下，まとめて「美術館

写真」という。）は，『久保田一竹作品集』（1998 年版）（以下「原告作20 

品集」ということがある。）の「新館『久保田一竹コレクションギャラリ

ー』蜻蛉玉ギャラリー」というページに掲載され，公表された。（甲８） 

(3) 一竹美術館 

ア 平成６年，原告工房が主体となって，一竹美術館を設立した。 

イ 原告工房は，平成１７年までは主力事業である着物製作販売事業の売上25 

が借入を上回っていたが，平成１８年に金融機関から借り増しをする一方，
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着物の売上は減少したため，債務超過となり，平成２２年２月には支払停

止状態となって，同年３月２日，東京地方裁判所に民事再生申立てを行い，

同月８日，同裁判所において再生手続開始決定がされた。（乙２，乙３） 

ウ 民事再生手続の開始により，故一竹の作品が個別に売却され，離散する

ことが危惧されたところ，ロシアの富豪であるＣ（以下「訴外Ｃ」という。）5 

が，その知人である訴外Ｄ（以下「訴外Ｄ」という。）が経営する訴外株

式会社ＩＣＦ（以下「訴外ＩＣＦ」という。）を通じて，故一竹の作品を

一括して取得することを申し出た。これにより，「美術館を展示品の文化

財的価値に理解を有する第三者に売却する」という趣旨の再生計画案が策

定され，同年１０月６日，再生計画が認可された。（乙８，１０） 10 

エ 同年９月２１日，訴外ＩＣＦと原告ら及び原告Ａが代表を務める訴外一

竹辻が花は，原告工房が所有していた一竹美術館の土地，建物，着物作品

等を一括して売却する不動産等売買等契約を締結し，同年１１月８日，土

地，建物について移転登記手続がされた。（甲３２，乙９） 

オ 同年１０月２９日，訴外ＩＣＦと原告工房は，上記不動産等売買等契約15 

に付随する合意として，原告工房が一竹美術館の土地，建物，着物作品を

１か月間だけ賃借することを主たる内容とする附属合意を締結した。（乙

１１） 

カ 平成２４年５月２９日，訴外ＩＣＦは，一竹美術館の土地，建物，着物

作品等の所有権を被告に譲渡し，同日，土地，建物について移転登記され20 

た。（乙２１，甲３２） 

(4) 被告の製作・販売行為等 

ア 作品集『久保田一竹 一竹辻が花』 

被告は，作品集『久保田一竹 一竹辻が花』（以下「被告作品集」とい

う。）に，別紙「被告複製目録」の「被告作品集」欄記載のとおり，一竹25 

作品５１点及び工房作品４点の合計５５点，制作工程文章１ないし７及び
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９，制作工程写真，旧ＨＰコンテンツ１及び２，並びに美術館写真を複製

し（なお，被告は，上記制作工程文章については別紙「原被告作品対比表」

１記載のとおり，上記旧ＨＰコンテンツについては別紙「原被告作品対比

表」２記載のとおり，それぞれ一部改変している。），平成２４年６月か

ら平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，日本語版に5 

つき販売価格２９３０円（税込み。以下同じ。）で３３５９冊，英語版に

つき販売価格２５００円で５４冊を販売した。また，日本語版につき６７

４冊，英語版につき３８冊を無償配布した。（甲９） 

イ 小冊子『ITCHIKU KUBOTA ART MUSEUM』 

被告は，小冊子『ITCHIKU KUBOTA ART MUSEUM』（以下「被告小冊子」と10 

いう。）に，別紙「被告複製目録」の「被告小冊子」欄記載のとおり，一

竹作品合計２２点を複製し，平成２４年６月から平成２８年４月までの間，

一竹美術館のショップにおいて，日本語版につき販売価格５００円で３０

２７冊，英語版１につき販売価格５００円で１７８１冊，英語版２につき

販売価格４００円で４２５冊を販売した。（甲１１） 15 

ウ カレンダー 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告カレンダー」欄記載のとおり，

一竹作品１１点及び工房作品２点の合計１３点をカレンダー（以下「被告

カレンダー」という。）に複製し，平成２４年６月から平成２８年４月ま

での間，一竹美術館のショップにおいて，Ａ４カレンダーにつき販売価格20 

１７００円で１４０５個，卓上カレンダーにつき販売価格１８２０円で２

２８個，ポスターカレンダーにつき販売価格２５００円で１１８個を販売

した。（甲１２） 

エ 絵葉書 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告絵葉書」欄記載のとおり，一竹25 

作品少なくとも１点を絵葉書（以下「被告絵葉書」という。）に複製し，
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平成２４年６月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにお

いて，販売価格１枚１２０円で６万８７８１枚を販売した。（甲１３） 

オ 一筆箋 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告一筆箋」欄記載のとおり，少な

くとも一竹作品５点を一筆箋（以下「被告一筆箋」という。）に複製し，5 

平成２４年６月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにお

いて，販売価格４５０円で７７１７枚を販売した。（甲１４） 

カ クリアファイル 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告クリアファイル」欄記載のとお

り，少なくとも一竹作品２点を１点ずつ２種類のクリアファイル（以下「被10 

告クリアファイル」という。）に複製し，平成２４年６月から平成２８年

４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，Ａ４クリアファイルにつ

き販売価格３５０円で８４８７枚，Ａ５クリアファイルにつき販売価格３

２０円で１０２１枚を販売した。（甲１５） 

キ ハンカチ 15 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告ハンカチ」欄記載のとおり，一

竹作品２点をハンカチ（以下「被告ハンカチ」という。）に複製し，平成

２６年４月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，

販売価格６００円で１７２９枚を販売した。（甲１６） 

ク わさびチューブ 20 

被告は，別紙「被告複製目録」記載の「被告わさびチューブ」欄記載の

とおり，一竹作品１点をわさびチューブ（以下「被告わさびチューブ」と

いう。）に複製し，平成２５年４月から平成２８年４月までの間，一竹美

術館のショップにおいて，販売価格６５０円で９１８本を販売した。（甲

１７） 25 

ケ 石鹸 
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被告は，別紙「被告複製目録」の「被告石鹸」欄記載のとおり，一竹作

品１６点及び工房作品２点の合計１８点を石鹸（以下「被告石鹸」という。）

に複製し，平成２７年３月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のシ

ョップにおいて，販売価格６４８円で１５３９個を販売した。（甲１５，

甲１８） 5 

コ シール 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告シール」欄記載のとおり，工房

作品１点をシール（以下「被告シール」という。）に複製し，平成２７年

９月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップで販売している

ハンカチ（前記キ）に貼付して，配布した。（甲１９） 10 

サ 入場券 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告入場券」欄記載のとおり，一竹

作品１点を入場券（以下「被告入場券」という。）に複製し，平成２４年

１０月から現在まで，美術館入り口において入場者に対して配布しており，

少なくとも２０万枚を製作した。（甲２０） 15 

シ しおり 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告しおり」欄記載のとおり，一竹

作品少なくとも４点を１点ずつしおり（以下「被告しおり」という。）に

複製し，平成２４年７月から現在まで，美術館入り口において入場者に対

して配布しており，少なくとも２万５３００部を製作した。（甲２１） 20 

ス ポスター 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告ポスター」欄記載のとおり，一

竹作品１点をポスター（以下「被告ポスター」という。）に複製し，美術

館入り口近くにおいて，展示している。（甲２２） 

セ パンフレット 25 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告パンフレット」欄記載のとおり，
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一竹作品４点及び工房作品２点の合計６点のうちいずれか１点を，日本語

版，フランス語版，英語版，中国語版，韓国語版，スペイン語版又はロシ

ア語版のパンフレット（以下，まとめて「被告パンフレット」という。）

に複製し，また，旧ＨＰコンテンツ１及び２を，別紙「原被告作品対比表」

３記載のとおり，被告パンフレット中面において，改変して複製し，平成5 

２４年６月から現在まで，美術館入り口において配布しており，少なくと

も１３万６０００部を製作した。（甲２３） 

ソ 特別割引券 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告特別割引券」欄記載のとおり，

一竹作品２点を特別割引券（以下「被告特別割引券」という。）に複製し，10 

また，旧ＨＰコンテンツ２を，別紙「原被告作品対比表」４記載のとおり，

被告特別割引券の中面において，一部改変して複製し，平成２４年５月２

９日から現在まで，一竹美術館周辺の店舗にて配布しており，少なくとも

３４万部を製作した。（甲２４） 

タ 展示案内チラシ 15 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告展示案内チラシ」欄記載のとお

り，一竹作品４点を展示案内チラシ日本語版及び英語版（以下，まとめて

「被告展示案内チラシ」という。）に複製し，平成２４年５月２９日から

現在まで，一竹美術館にて配布しており，少なくとも合計２０万部を製作

した。（甲２５） 20 

チ イベント案内チラシ 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告イベント案内チラシ」欄記載の

とおり，一竹作品２点及び工房作品１点の合計３点をイベント案内チラシ

（以下「被告イベント案内チラシ」という。）に複製し，平成２４年５月

２９日から平成２７年１２月頃まで，美術館にて配布しており，少なくと25 

も２０万部を製作した。（甲２６） 
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ツ Facebook への投稿 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告 Facebook」欄記載のとおり，少

なくとも一竹作品３点及び工房作品１点を複製し，美術館の Facebook ペー

ジ（https:// 以下省略）（以下「被告 Facebook」という。）において，

同欄記載の各投稿日時から平成２８年８月まで，公衆送信した。（甲２７） 5 

テ ホームページへの掲載 

被告は，別紙「被告複製目録」の「被告ＨＰ」欄及び別紙「原被告作品

対比表」５記載のとおり，旧ＨＰコンテンツを複製し，平成２４年５月２

９日から少なくとも平成２８年８月まで，一竹美術館の現在のホームペー

ジ（http:// 以下省略）（以下「被告ＨＰ」という。）の「一竹辻が花染10 

め」（http:// 以下省略）及び「略歴」（http:// 以下省略）に掲載し

て，公衆送信している。（甲２８） 

２ 争点 

(1) 著作権侵害の成否 

ア 著作物性の有無（制作工程写真，美術館写真，制作工程文章及び旧ＨＰ15 

コンテンツについて）（争点１） 

イ 著作権及び著作者人格権の主体（同上）（争点２） 

ウ 複製等の成否（同上）（争点３） 

エ 明示又は黙示による利用許諾の有無（争点４） 

オ 権利濫用の有無（争点５） 20 

カ 著作権法４７条の抗弁の成否（争点６） 

キ 著作権法３２条１項の抗弁の成否（争点７） 

(2) 損害額等（争点８） 

(3) 消滅時効の成否（争点９） 

(4) 差止めの必要性（争点１０） 25 

３ 争点に関する当事者の主張 
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(1) 争点１（著作物性の有無）について 

（原告らの主張） 

ア 制作工程写真の創作性 

いずれの制作工程写真も，その被写体の選択・配置，構図，焦点，背景

等にカメラマンの個性が表れており，創作性がある。被写体の選択一つを5 

とっても，制作工程における被写体として何を選択するかは，選択肢が無

数にある。特定の被写体についても，いかなる配置・構図で撮影するかに

は無数の選択肢がある。 

すなわち，制作工程写真１は，故一竹，制作中の着物全体及び作業スペ

ース全体を被写体として，同氏の左斜め前方向から，また，焦点を同氏及10 

び制作着物に合わせ撮影したもので，被写体の選択・配置，構図，焦点，

背景等にカメラマンの個性が表れており創作性がある。 

制作工程写真２は，故一竹及び製作中の着物生地を被写体として，背景

は作業部屋にし，光を写真の右側から同氏の手元・指先に向けて当てて，

撮影しており被写体の選択・配置，構図，光線，背景等にカメラマンの個15 

性が表れており創作性がある。 

制作工程写真３は，故一竹，同氏の手元及び製作中の着物生地を被写体

として，同氏の正面から光を照射し，背景の作業室部分に影を作る構図で，

撮影しており，被写体の選択・配置，構図，光線，印影の付け方，背景等

にカメラマンの個性が表れており創作性がある。 20 

制作工程写真４は，故一竹及び制作着物を被写体として，背景は作業室

及び作業道具にして，同氏が糸を加えて口で引っ張る瞬間を，同氏の左側

から光を照射して撮影しており，被写体の選択・配置，構図，シャッター

チャンスの捕捉，光線，印影の付け方，背景等にカメラマンの個性が表れ

ており創作性がある。 25 

制作工程写真５は，蒸し箱の前に立つ故一竹及び蒸し箱全体を被写体と
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して，写真右側から自然光を照射して，蒸し箱から湯気が立ち上がる瞬間

を，蒸し箱のやや左側から撮影しており，被写体の選択・配置，構図，シ

ャッターチャンスの捕捉，光線等にカメラマンの個性が表れており創作性

がある。 

制作工程写真６は，水洗い場に立つ故一竹，水洗い場及び制作着物を被5 

写体として，制作着物の水洗いをする瞬間を，同氏の左側から光を照射し，

同氏右側部分に影が形成する構図にて撮影しており，被写体の選択・配置，

構図，シャッターチャンスの捕捉，光線等にカメラマンの個性が表れてお

り創作性がある。 

制作工程写真７は，故一竹の手元及び製作中の着物生地を被写体として，10 

同氏が糸抜きをする瞬間を，同氏の正面から光を当て，同氏の背後に影が

形成する構図にて，同氏のやや右側から撮影しており，被写体の選択・配

置，構図，シャッターチャンスの捕捉，光線，印影の付け方等にカメラマ

ンの個性が表れており創作性がある。 

イ 美術館写真の創作性 15 

いずれの美術館写真も，その被写体の配置，構図，焦点，背景等にカメ

ラマンの個性が表れており創作性がある。被写体の配置・構図一つをとっ

ても，何を選択するかは，選択肢が無数にある。 

すなわち，美術館写真１は，美術館新館（手前に写っている白基調の建

物），美術館新館の背後にある美術館本館，美術館周辺に植えられた樹木20 

を被写体としている。また，撮影の時間帯は，美術館新館の左側から太陽

光が当たり美術館新館の入り口付近が影となる時間帯，撮影時期は，樹木

の葉が赤く色づく秋の季節を選択して行っている。そして，美術館新館の

正面やや左側から撮影をしている。したがって，美術館写真１は，構図，

シャッターチャンスの捕捉，光線，背景等にカメラマンの個性が表れてお25 

り創作性がある。 
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美術館写真２は，美術館内部の蜻蛉玉ギャラリーについて，正面の展示

物や左右壁沿いに並べられた展示物が写り，かつギャラリー全体も写るよ

うな構図で，入り口正面から撮影をしている。また，ギャラリー全体が明

るく見えるよう，光度等も調整している。したがって，美術館写真２は，

構図，光度，背景等にカメラマンの個性が表れており創作性がある。 5 

ウ 制作工程文章の創作性 

一竹作品の制作工程は，複雑雑多な工程からなるところ，制作工程文章

は，原告Ａが，その複雑雑多な工程の中から素人が理解する上で「基本」

となる工程を選択して，原告Ａの知見と考察に基づいて記述したものであ

り，その工程の選択と描写において，原告Ａの個性が表れている。 10 

すなわち，制作工程文章において，原告Ａは，「下絵」，「糸入れ・絞

り」，「色さし」，「防染」，「蒸す」，「水洗い」，「干す」，「糸切

り・糸抜き」という８個の工程のみを抽出している。また，各工程の具体

的説明表現においても，各工程の難易（例えば，「色さし」箇所の，「こ

れが最も難しい。絞り込んであるため模様の位置関係が分かりにくく，「光15 

響」連作のように色の錯綜する絵柄では，構図の細かい部分まで頭に入っ

ていないとこの作業はできない」等），各工程の意義（例えば，「下絵」

箇所の，「青花を使うのは，水蒸気にあてるだけで簡単に筆の線を消すこ

とができるためだが，実際に描き直しはほとんどない。」等），各工程の

注意点（例えば，「糸切り」箇所の，「絵柄や絞りの具合によって力の入20 

れ加減や方向が異なる。糸を抜こうと乱暴に引くと布が裂けることもある

ので，慎重に行う。」等）等について，素人が外部から見ていただけでは

決して表現されることのない内容を記述しており，原告Ａ独自の知見と考

察がなければありえない記述であるから，その表現には原告Ａの個性が表

れている。なお，先代故一竹も，昭和５９年３月頃に，「一竹辻が花」の25 

制作工程を説明する文章を作成しているが（甲４１），当該文章は制作工
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程文章とは全く異なる文章表現となっており，多様な表現方法があること

が明らかである。 

よって，制作工程文章には，創作性がある。 

エ 旧ＨＰコンテンツ 

歴史的事実に基づく記述であっても，いかなる事実を取り上げるのか，5 

またその事実をどのように記述するのかという点において，記述者の個性

が表れる。 

すなわち，旧ＨＰコンテンツのうち，「辻が花染」の項及び「久保田一

竹と一竹辻が花染」の項は，原告Ａが，辻が花染の由来，故一竹と辻が花

染めの出会い，一竹辻が花完成の経緯等について，多々ある歴史的事実（甲10 

４２，４３）や多々ある見解（甲４２）の中から，原告Ａの視点で重要だ

と思う事実や見解を選択した上で，原告Ａなりの表現を用いて説明をした

ものであり，個性が表れている。原告Ａ以外の者が作成した説明文章（甲

４２，４４及び４５）が示すとおり，「一竹辻が花」に関する説明をする

ための表現方法には多種多様なものがある。よって，「辻が花染」及び「久15 

保田一竹と一竹辻が花染」は，両者全体として創作性がある。 

また，「フランス芸術文化勲章シュヴァリエ章勲章メッセージ」の項及

び「スミソニアンよりの感謝状」の項は，誰が翻訳しても同じ表現になる

ものではない。原告Ａが，原文を独自に解釈し，単語を選択し，文章化し，

さらに各文章を繋げることにより日本語に翻訳したものであり，その表現20 

（翻訳文）には個性が表れている。よって，「フランス芸術文化勲章シュ

ヴァリエ章勲章メッセージ」及び「スミソニアンよりの感謝状」は，それ

ぞれ原文の翻訳文として創作性がある。 

（被告の主張） 

ア 制作工程写真が創作性を有さないこと 25 

写真の著作物の創作性は，具体的な撮影方法や現像方法の工夫（角度・
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光度の調節，背景・構図・照明・絞り等）によって判断され，例えば，版

画の原画をできるだけ忠実に再現するために撮影された写真の著作物性が

否定されている。 

そして，制作工程写真は，制作工程を忠実に再現するために撮影される

ものであるところ，現に，制作工程を工程に応じてそれぞれ撮影したもの5 

にとどまり，具体的な撮影方法や現像方法に特段の工夫は見られず，およ

そ創作性はない。 

イ 美術館写真が創作性を有さないこと 

美術館写真は，美術館を忠実に紹介するために撮影されるものであると

ころ，実際の表現も美術館を紹介するために内部を撮影したものであって10 

具体的な撮影方法や現像方法に特段の工夫は見られず，およそ創作性はな

い。 

ウ 制作工程文章が創作性を有さないこと 

一般に，著作物に必要な創作性は，創作者の個性が表れていればよいと

されているが，誰が表現しても同じ表現にならざるを得ない表現やありふ15 

れた表現は著作物性を有さないとされている。 

そして，制作工程文章は，「辻が花染」の制作工程を説明するための文

章であるところ，制作工程自体を正確に説明する文章は，誰が表現しても

同じ表現にならざるを得ないし，制作工程文章の文章表現も，いずれもあ

りふれた表現である。したがって，制作工程文章は，全体として著作物性20 

を有さない。      

エ 旧ＨＰコンテンツが創作性を有さないこと 

(ｱ) 「辻が花染め」と題した文章 

辻が花染めの由来や歴史的経緯について説明した文章であり，辻が花

染めの由来や歴史的経緯を正確に表現しようとすれば，誰が表現したと25 

しても 歴史的事実には触れざるを得ず，同じ表現にならざるを得ない。
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また，表現自体もごくありふれたものである。したがって，全体として

創作性がなく，著作物性を有さない。 

(ｲ) 「久保田一竹と一竹辻が花染め」と題した文章 

先代故一竹が，「辻が花染め」と出会った経緯について説明した文章

であり，東京国立博物館で初めて「辻が花染め」に出会って魅了された5 

こと等，先代故一竹が，「辻が花染め」と出会った経緯を説明しようと

すれば誰が表現したとしても同じ表現にならざるを得ない。また，わず

かにみられる具体的な文章表現も「心血を注ぐ」などごくありふれたも

のである。したがって，全体として創作性がなく，著作物性を有さない。 

(ｳ) 「シュヴァリエ章の勲章メッセージ（和訳文）」 10 

先代久保田一竹の功績の表彰及び勲章の授与を記載した文章であり，

そもそも，原文の著作権者は原告らではない。和訳文が原文を正確に翻

訳したものであれば，誰が翻訳したとしても同じ表現にならざるを得な

い。また，用いられている表現もありふれたものである。そして，和訳

文については原文に対して新たに創作性が付加された範囲のみ保護され15 

ると解されるところ，原文に対して新たに創作性が付加された部分の特

定もなされていない。したがって，全体として創作性がなく，著作物性

を有さない。 

(ｴ) 「スミソニアンよりの感謝状（和訳文）」 

先代久保田一竹の功績の表彰と感謝の意を表した文章であり，原文の20 

著作権者はやはり原告らではない。同様に和訳文が原文を正確に翻訳し

たものであれば，誰が翻訳したとしても大要同じ表現にならざるを得な

い。また，用いられている表現もありふれたものである。そして，原文

に対して新たに創作性が付加された部分の特定もなされていない。した

がって，全体として創作性がなく，著作物性を有さない。 25 

(2) 争点２（著作権及び著作者人格権の主体）について 
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（原告らの主張） 

ア 制作工程文章 

原告Ａは，昭和６０年頃，制作工程文章を作成した。 

制作工程文章は，もともと一竹作品の展示会や展覧会で使用するパネル

や案内状用に，原告Ａが父故一竹のために作成したものであり，他に著作5 

者は存在しないし，訴外一竹辻が花の職務著作の要件も満たさない。欧州

巡回作品集（甲５）奥付の「© ㈱一竹辻が花」との記載は，当該作品集の

編集（作品の選定や順序決め）を行った訴外一竹辻が花が編集著作物に対

する著作権を有していることを示しているにすぎず，各素材（着物，着物

の写真，文書，その他の写真など）に対する著作権者であることを表示す10 

るものではない。したがって，原告Ａが制作工程文章の著作者及び著作権

者であることを否定するものではない。 

イ 制作工程写真 

写真家である訴外Ｅ（以下「訴外Ｅ」という。）は，昭和６０年頃，制

作工程写真を含む一竹作品の撮影工程を被写体とする写真１２点を撮影し15 

た。訴外Ｅは，制作工程写真の著作権を撮影時に原告Ａに譲渡したため，

原告Ａはその著作権を有している（甲６）。 

被告の主張のとおり，制作工程写真は，当時の慣行どおり，原告Ａが訴

外Ｅから著作権を制作当時に買い取ったものである。しかし，やはり当時

の慣行どおり，その書面は作成しなかった。それゆえ，訴外Ｅと原告Ａと20 

の間に著作権譲渡の認識が存在するので，今般の訴訟のために訴外Ｅが当

該譲渡の事実を確認した（甲６）ものである。 

また，被告は，故一竹存命中に制作工程写真の著作権を原告Ａに譲渡す

ることは不自然であると主張するが，制作工程写真の撮影は，原告ＡがＥ

と個人的な関係に基づいて，原告Ａが自己の名義と出捐でＥに依頼したも25 

のであり，その写真の著作権が依頼者である原告Ａに譲渡されることは何
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ら不自然ではない。 

さらに，欧州巡回作品集（甲５）奥付の「© ㈱一竹辻が花」との記載は，

当該作品集の編集（作品の選定や順序決め）を行った訴外一竹辻が花が編

集著作物に対する著作権を有していることを示しているにすぎず，各素材

（着物，着物の写真，文書，その他の写真など）に対する著作権者である5 

ことを表示するものではない。したがって，原告Ａが制作工程写真の著作

権者であることを否定するものではない。 

ウ 旧ＨＰコンテンツ 

原告Ａは，平成３年頃から平成９年頃にかけて，旧ＨＰコンテンツを作

成した。 10 

旧ＨＰコンテンツは，もともと久保田一竹作品の展示会や展覧会で使用

するパネルや案内状用に，原告Ａが父故一竹のために作成したものである。

したがって，職務著作は成立せず，著作者及び著作権者は原告Ａである。

また，旧ＨＰにおける「Itchiku Tsujigahana Co., Ltd」との記載（甲７）は，

旧ＨＰの制作（レイアウト決め）を行った訴外一竹辻が花が編集著作物に15 

対する著作権を有していることを示しているにすぎず，各素材に対する著

作権者であることを表示するものではない。したがって，原告Ａが旧ＨＰ

コンテンツの著作者及び著作権者であることを否定するものではない。 

エ 美術館写真 

訴外Ｅは，平成９年頃，美術館写真を撮影し，美術館写真の著作権を撮20 

影時に原告Ａに譲渡したため，原告Ａはその著作権を有している（甲６）。 

被告は，訴外Ｅの確認書の作成が不自然であると主張するが，制作工程

写真と同様，確認書に何ら不自然な点はない。 

また，欧州巡回作品集（甲５）奥付の「© ㈱一竹辻が花」との記載は，

当該作品集の編集（作品の選定や順序決め）を行った訴外一竹辻が花が編25 

集著作物に対する著作権を有していることを示しているにすぎず，各素材
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に対する著作権者であることを表示するものではない。したがって，原告

Ａが美術館写真の著作権者であることを否定するものではない。 

（被告の主張） 

ア 制作工程文章 

原告Ａが制作工程文章を作成し，著作権及び著作者人格権を保有してい5 

るとの主張は争う。制作工程文章のどこにも「Ａ」との著作権表示はなく，

原告Ａが作成したことを裏付ける客観的事実は何ら示されていない。また，

制作工程文章が掲載されたと主張する「ヨーロッパ巡回展帰朝記念 一竹

辻が花展」（甲５）の作成者は「（株）一竹辻が花」と記載されており，

いずれにしても原告Ａが著作者であることをうかがわせる事情は何もない。10 

さらに，制作工程文章は，①訴外一竹辻が花の発意により作成され，②作

成者が職務上作成し，③訴外一竹辻が花名義で公表されていることから，

職務著作（著作権法１５条１項）に当たり，その著作者は訴外一竹辻が花

であって，原告Ａではない。 

イ 制作工程写真 15 

原告Ａが著作権者であるとの主張は否認する。原告らが，制作工程写真

が公表されたと主張する「ヨーロッパ巡回展帰朝記念 一竹辻が花展」（甲

５）の作成名義は「（株）一竹辻が花」となっており，原告らの著作権表

示はない。原告Ａは，訴外Ｅから制作工程写真の著作権の譲渡を受けてい

ると主張している。しかし，制作工程写真の撮影時は，昭和６０年と約３20 

０年以上前であるところ，確認書は，紛争が顕在化した平成２８年４月に

なって初めて作成されている（甲６）。一般に，写真は買取りが業界の慣

行であることから，訴外Ｅが，制作工程写真撮影時に，既に譲渡している

可能性が高い。さらに，撮影当時は，先代故一竹がまだ存命であり，また

先代故一竹の妻をはじめとする推定相続人がいるにもかかわらず，先代故25 

一竹を撮影した写真の著作権を原告Ａに譲渡することなど不自然極まりな
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い。 

ウ 旧ＨＰコンテンツ 

原告Ａが著作者であるとの主張は否認する。旧ＨＰコンテンツには「Ａ」

との著作権表示は一切なく，原告Ａが作成したことを裏付ける客観的事実

は何ら示されていない。著作権者は「Itchiku Tsujigahana Co.,Ltd」と表5 

示されている（甲７）。原告らの主張する作成経緯が事実であるとした場

合，旧ＨＰコンテンツは職務著作（著作権法１５条１項）の要件を満たす

ことから，原告らが著作者となることはありえない。 

エ 美術館写真 

原告Ａが著作権者であるとの主張は否認する。原告らが，美術館写真が10 

公表されたと主張する「久保田一竹作品集」の奥付の著作権表示は「（株）

一竹辻が花」となっている（甲８）。制作工程写真と同様，美術館写真も

「久保田一竹作品集」に掲載された時点で，著作者である訴外Ｅが，写真

の著作権を譲渡している可能性が高い。美術館写真の撮影は，平成９年と

約２０年以上前であるところ，確認書は，平成２８年４月になって初めて15 

作成されており，不自然である点は制作工程写真と同様である。 

(3) 争点３（複製等の成否）について 

（原告らの主張） 

被告は，前記前提事実(4)記載の製作・販売行為等により，原告らの著作

権（複製権，譲渡権，公衆送信権）及び著作者人格権（同一性保持権，著20 

作権法１１３条６項）を侵害した。 

ア 制作工程文章の同一性 

被告は，被告作品集１３０－１３１頁において，別紙「被告複製目録」

の「被告作品集」欄及び別紙「原被告作品対比表」１記載のとおり，制

作工程文章１ないし７及び９を原告Ａに無断で改変の上複製した。 25 

被告は，被告作品集１３０－１３１頁の制作工程の記述と制作工程文
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章は，創作性のない部分について同一性を有するにすぎないと主張する

が，被告作品集１３０－１３１頁における制作工程の記述は，別紙「原

被告作品対比表」１のとおり，原告Ａが抽出した８個の工程中，「干す」

の工程を除く７個の工程を同様に抽出し，それら７個の工程の説明文を

ほとんどそのまま複製したものである（なお，被告作品集の「水洗い」5 

の項目の記述は，原告Ａが制作工程文章を改変して平成２０年発行の『久

保田一竹作品集』（甲８の改訂版）に掲載したもの（甲４７）をそのま

ま複製したものである。）。また，上記の７個の工程に対する記述も，

原告Ａの知見と考察に基づいて記述したものであるから，原告Ａの個性

が表れている部分である。 10 

よって，被告作品集１３０－１３１頁の制作工程の記述と制作工程文

章は，創作性のある部分について同一性を有する。 

イ 旧ＨＰコンテンツ 

(ｱ) 被告作品集５頁と旧ＨＰコンテンツの同一性 

被告作品集５頁と旧ＨＰコンテンツの共通部分は，別紙「原被告作品15 

対比表」２のとおりであり，両者を対比すれば，大半が同一であること

から，原告Ａによる歴史的事実の選択及びその記述方法において，同一

性が存することは明らかである。 

(ｲ) 被告パンフレットと旧ＨＰコンテンツの同一性 

被告パンフレットと旧ＨＰコンテンツで同一性を有する部分は，別紙20 

「原被告作品対比表」３のとおりであり，両者を対比すれば，大半が同

一であることから，原告Ａによる歴史的事実の選択及びその記述方法に

おいて，同一性が存することは明らかである。 

(ｳ) 被告特別割引券と旧ＨＰコンテンツの同一性 

被告特別割引券と旧ＨＰコンテンツで同一性を有する部分は，別紙「原25 

被告作品対比表」４のとおりであり，両者を対比すれば，大半が同一で
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あることから，原告Ａによる歴史的事実の選択及びその記述方法におい

て，同一性が存することは明らかである。 

(ｴ) 被告ＨＰと旧ＨＰコンテンツ（「辻が花染」）の同一性 

被告ＨＰと旧ＨＰコンテンツ（「辻が花染」）で同一性を有する部分

は，別紙「原被告作品対比表」５のとおりであり，両者を対比すれば，5 

「辻が花染」の記述は完全に同一である。「辻が花染」の記述は，いか

なる事実を取り上げるのか，またその事実をどのように記述するのかと

いう点において記述者の個性が表れている部分であるから，原告Ａによ

る歴史的事実の選択及びその記述方法において，同一性が存することは

明らかである。 10 

(ｵ) 被告ＨＰと旧ＨＰコンテンツ（「フランス芸術文化勲章シュヴァリエ

章勲章メッセージ」と「スミソニアンよりの感謝状」）の同一性 

被告ＨＰと旧ＨＰコンテンツ（「フランス芸術文化勲章シュヴァリエ

章勲章メッセージ」と「スミソニアンよりの感謝状」）の記述は，別紙

「原被告作品対比表」５のとおり，完全に同一であるから，創作性のあ15 

る表現について同一性を有することが明らかである。 

ウ 同一性保持権侵害について 

被告は，制作工程文章及び旧ＨＰコンテンツの各利用について，「通常

の著作者の名誉感情を害することとは到底いえないことから意に反する改

変には当たらない」と主張するが，「意に反する改変」は，「通常の著作20 

者の名誉感情を害する」という客観的基準に基づく判断ではなく，「著作

者の主観的意図に反する」という主観的基準に基づく判断である。被告に

よる改変は，いずれも原告Ａに無断で行われたものであり，被告は，制作

工程文章及び旧ＨＰコンテンツについて原告Ａが有する同一性保持権を侵

害する。 25 

エ 著作権法１１３条６項所定の著作者人格権侵害について 
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前記前提事実(4)ク，ケ記載の被告の行為は，わさび，石鹸という日常品

に，高度の芸術性を認められた一竹作品を縮小してラベルとして貼り付け

るというもので，故一竹の名誉・声望を著しく害する態様であるから，著

作者人格権侵害とみなされる。 

（被告の主張） 5 

ア 制作工程文章 

(ｱ) 言語の著作物の侵害判断 

一般に，著作物に必要な創作性は，創作者の個性が表れていればよい

とされているが，誰が表現しても同じ表現にならざるを得ない表現やあ

りふれた表現は著作物性を有さないとされている。そして，既存の著作10 

物と同一性を有する場合であっても，表現上の創作性がない部分におい

て既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合は，既存の著作物の複

製にも翻案にも当たらないとされている。 

(ｲ) 被告の各利用が創作性のある部分を複製・翻案したものでないこと 

仮に，創作性があるとしても，被告の各利用は，あくまで「辻が花」15 

の各制作工程を説明する部分において同一性を有するにすぎず，それ以

外の部分において同一性を有していない。したがって，被告の各利用は

制作工程文章の創作性のない部分について同一性を有するにすぎず，複

製にも翻案にも当たらない。 

(ｳ) 被告の各利用が同一性保持権を侵害しないこと 20 

被告の各利用は複製にも翻案にも当たらず，また通常の著作者の名誉     

感情を害することとは到底いえないことから意に反する改変（著作権法

２０条１項）に当たらない。 

イ 旧ＨＰコンテンツ 

(ｱ) 被告の各利用が創作性のある部分を複製・翻案したものでないこと 25 

a 被告作品集５頁と旧ＨＰコンテンツの比較 
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被告作品集５頁と旧ＨＰコンテンツは以下の点で同一性を有する。 

①辻が花染が室町時代に栄えた縫締紋の紋様染であること 

②名称の由来が定かでないこと 

③庶民の小袖から始まったといわれていること 

④武家に愛され，高級品として一世を風靡したこと 5 

⑤江戸時代初期に姿を消したこと 

⑥友禅の出現により辻が花染めが衰退したといわれていること 

しかし，これらは辻が花染めに関する歴史的事実であって，およそ

創作性のある表現とはいえない。 

b 被告パンフレットと旧ＨＰコンテンツの比較 10 

被告パンフレットと旧ＨＰコンテンツは，以下の点で同一性を有す

る。 

①２０歳のときに東京国立博物館で「辻が花染め」に魅了されたこ

と 

②「辻が花」の制作に注力したこと 15 

③シベリアでの抑留を経て４０歳から「辻が花」の研究に取り組ん

だこと 

④６０歳で「一竹辻が花」を完成させたこと 

⑤１９７７年から個展を開催したこと 

⑥１９９０年にはフランス政府より勲章を受けていること 20 

⑥１９９３年には文化庁長官賞を受賞していること 

⑦２００３年４月２６日に死去していること 

しかし，これらはいずれも先代故一竹に関する歴史的事実であって，

何ら創作性のある表現ではなく，複製又は翻案には当たらない。   

c 被告特別割引券との比較 25 

被告特別割引券と旧ＨＰコンテンツは以下の点で同一性を有してい
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る。 

①２０歳のときに東京国立博物館で「辻が花染め」に魅了されたこ

と 

②「辻が花」の制作に注力したこと 

③シベリアでの抑留を経て４０歳から「辻が花」の研究に取り組ん5 

だこと， 

④６０歳で「一竹辻が花」を完成させたこと 

⑤１９７７年から古典を開催していること 

しかし，前述のとおり，いずれも先代久保田一竹に関する歴史的事

実であって何ら創作性のある表現ではなく，複製又は翻案には当たら10 

ない。 

d 被告ＨＰとの比較 

被告ＨＰと旧ＨＰコンテンツは以下の点で同一性を有する。 

①辻が花染が室町時代に栄えた縫締紋の紋様染であること 

②名称の由来が定かでないこと 15 

③庶民の小袖から始まったといわれていること 

④武家に愛され，高級品として一世を風靡したこと 

⑤江戸時代初期に姿を消したこと 

⑥友禅の出現により辻が花染めが衰退したといわれていること 

⑦久保田一竹が２０歳のときに「辻が花染め」と出会ったこと 20 

⑧久保田一竹が６０歳のときに完成品を「一竹辻が花」と命名した

こと 

⑨フランス芸術文化勲章シュヴァリエ章勲章メッセージ 

⑩スミソニアンよりの感謝状 

しかし，①ないし⑧は「辻が花染め」や故一竹に関する歴史的事実25 

であって，創作性を有しない。また，原告らは⑨⑩の原文の著作者で
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はなく，和訳には何らの創作性もなく，複製又は翻案には当たらない。 

(ｲ) 被告の各利用が原告Ａの同一性保持権を侵害しないこと 

被告の各利用は複製にも翻案にも当たらず，また通常の著作者の名誉

感情を害するとは到底いえないことから意に反する改変（著作権法２０

条１項）に当たらない。 5 

(4) 争点４（明示又は黙示による利用許諾の有無）について 

（被告の主張） 

ア 一竹作品及び工房作品の利用許諾 

(ｱ) 明示の利用許諾 

原告らは，着物の引渡し日以降に，訴外ＩＣＦが着物を撮影する方法10 

によって，着物の著作物を複製することを許諾し，かつ，美術館の運営

に必要な範囲で利用することを明示的に許諾した。以下，詳述する。 

a 締結に至る事情 

再生計画案（乙８）においても，「買受予定者」（訴外ＩＣＦ）が

「久保田一竹美術館」の名称を継続して使用すること，美術館でのイ15 

ベントの実施や物品の販売（乙８・２頁）など，美術館事業の継続が

明記されている。また，美術館の運営を継続することが買受人の条件

とされていたことは，原告自身が主張するところである。以上から，

美術館の経営権は一体として訴外ＩＣＦに譲渡されたものである。 

そして，本美術館の運営において，入場券やチラシ，ポスター，イ20 

ンターネットにおける着物著作物の利用は，美術館自体の宣伝に必要

不可欠である。また，着物著作物を利用した物品販売は，美術館事業

の副次的な収入源であるとともに，宣伝効果をもたらすものである。

前者の利用のためには，複製権，翻案権，送信可能化権の許諾が必要

であり，後者の利用を行うためには，複製権，翻案権，譲渡権が不可25 

欠である。 
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したがって，美術館事業を全体として譲渡したという締結に至る事

情からして，当事者間において着物の著作権の利用許諾は当然含まれ

ていたものと解すべきである。 

b 契約書の文言  

不動産等売買等契約書（乙９），附属合意書（乙１１）の文言も，5 

以下のとおり，著作物の利用許諾があったことを裏付ける。 

(a) 契約関係が訴外ＩＣＦに承継されていること 

不動産等売買等契約書（乙９）において，原告工房から訴外ＩＣ

Ｆに美術館の運営に必要な契約書類を引き継ぐことが定められてい

る（５条３項）。契約書類の承継は権利関係の承継にほかならず，10 

訴外ＩＣＦが着物の著作物の利用権の承継をすることも当然含まれ

ている。 

(b) 対外的に「一竹辻が花」名称等の使用継続を認めていること 

附属合意書（乙１１）において，原告らは，訴外ＩＣＦに対し，

原告らが有する「一竹辻が花」「一竹」「久保田一竹」等の名称を15 

その目的のために通常必要とする範囲内において無償で使用するこ

とを許諾している（６条）。「一竹辻が花」「一竹」「久保田一竹」

などの単語自体を説明文等に使用することができるのは当然である

から，これらの規定は，訴外ＩＣＦにおいて「一竹辻が花」「一竹」

「久保田一竹」の名称を着物の著作物の複製物等の商品を作成して20 

付する利用方法を前提としている。 

(c) 協力義務があえて明記されていること 

不動産等売買等契約書（乙９）において，原告らと訴外ＩＣＦが

美術館の運営に相互に協力すると定められており（２６条），これ

を受けた付属合意書（乙１１）において，原告らは訴外ＩＣＦが美25 

術館を運営するにあたって適切な協力を行うとされている（４条１



 29 

項）。 

原告らの主張のとおり，着物の展示だけであれば，訴外ＩＣＦは

著作物の原作品の所有者として自由に展示し得るのであって，原告

らの協力は不要である（著作権法４５条１項）。そして，美術館運

営に著作権の利用許諾が不可欠であることに鑑みれば，「協力」に5 

は，美術館の運営に必要な着物の著作物の利用許諾を含むと解すべ

きであり，少なくとも，美術館の運営を困難にする形での著作権や

著作者人格権の行使を行わないことが前提とされているというべき

である。 

(d) 協力内容が具体化されていること 10 

附属合意書（乙１１）において，原告らは訴外ＩＣＦが美術館を

運営するために必要が生じた場合には訴外ＩＣＦの要請に従い，美

術館運営に関する必要な情報や資料等の提供，適切な助言や催し物

への参加その他の協力等を行う（４条２項）とされている。これは，

着物の著作物の宣伝的利用について許諾したことを裏付けるもので15 

ある。また，原告らは，美術館等でのみやげ物その他の物品の販売

などにつき，訴外ＩＣＦからの要請があった場合には，訴外ＩＣＦ

と協議の上，これに全面的に協力をするものとする（５条）。これ

は，着物の著作物の物品利用について許諾したことを裏付けるもの

である。 20 

(e) 利用方法が具体的に指定されていること 

附属合意書（乙１１）において，着物の引渡し日以降に撮影され

た着物の写真の著作権は訴外ＩＣＦの帰属とする（７条）と定めら

れている。これに従い，訴外ＩＣＦは，平成２２年１１月８日の着

物の引き渡し後に，写真家である訴外Ｆに委託して，着物の写真を25 

全て新しく撮影した（甲９・１３５頁）。いうまでもなく，着物の
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写真を撮影することは，着物の著作物を複製する法定利用行為であ

る。したがって，上記文言から，少なくとも，着物の引き渡し日以

降に，訴外ＩＣＦが自ら写真を撮影するという着物の著作物の利用

方法については，明示的に利用許諾を与えている。そして，写真を

撮影する方法による複製のみを許諾し，その写真の複製等の利用を5 

全く許さないとするのでは，写真を撮影する方法による複製を許諾

したことが全く意味をなさない。あえて，写真の著作権が帰属する

ことを確認したのは，当事者間において，訴外ＩＣＦが撮影した写

真を利用する限りにおいては，被写体である着物の著作物を利用す

ることの許諾が含まれているから以外には考えられない。したがっ10 

て，引き渡し後に訴外ＩＣＦが撮影した写真を利用する方法であれ

ば，被写体である着物の著作物を美術館の運営に必要な限度で他の

方法で利用することも許諾したと解すべきである。 

c 小括 

以上から，原告らは訴外ＩＣＦに対し，着物の引き渡し日以降に，15 

訴外ＩＣＦが自ら撮影した着物の著作物については，美術館の運営に

必要な範囲で着物の著作物の利用（宣伝的利用及び物品利用）を許諾

したものである。美術館で販売されている商品は，着物の引渡後に訴

外ＩＣＦが新規に撮影した写真を利用して作成されたものであり，被

告の利用方法は，全て美術館の運営に必要な限度でされている。した20 

がって，被告の利用方法は，原告らからの利用許諾の範囲内であり，

原告らの著作権等の権利を何ら侵害しない。 

(ｲ) 黙示の利用許諾 

原告Ａは，被告に対し，平成２４年及び平成２６年に被告が美術館で

製造・販売している商品の一部に関し，原告Ａの権利を侵害する旨の申25 

入れを行ったが，被告が訴外ＩＣＦの撮影に係る写真を利用して商品を
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作成し美術館で販売していたことについては何らの指摘もしていない。

むしろ，原告らの製造・販売中止の申入れが①原告Ａが撮影した写真の

利用及び②原告工房の事業と直接関連する布製品の製造・販売に限定さ

れていることは，黙示の許諾を与えていたことを裏付ける。したがって，

遅くとも，平成２６年までには，原告らは，被告の利用方法を 黙示的5 

に許諾していたことは明らかである。 

イ 旧ＨＰコンテンツの利用許諾 

被告は，以下のとおり，旧ＨＰコンテンツを被告ＨＰ目録記載の方法で

利用することも対象に含む包括的な許諾を受けている。 

(ｱ) 明示の利用許諾 10 

旧ＨＰコンテンツは，一竹辻が花染めの説明や先代故一竹の略歴など

であり，「美術館運営に要する必要な情報や資料等」（乙１１・４条２

項）に当たることは明らかである。そして，旧ＨＰコンテンツは，美術

館の経営譲渡の際に，訴外ＩＣＦ並びに訴外Ｃに提供された。 

したがって，訴外ＩＣＦ並びに訴外Ｃは，美術館を運営するにあたっ15 

て，旧ＨＰコンテンツを必要な範囲で利用することを包括的に許諾され

たものであり，被告はその訴外Ｃから美術館の運営を委託され，美術館

の運営に必要な範囲で，旧ＨＰコンテンツを，被告ＨＰ目録記載の方法

で被告ＨＰに利用しているにすぎない。したがって，被告の利用は，原

告Ａの旧ＨＰコンテンツに対する著作権（複製権及び公衆送信権）及び20 

著作者人格権（同一性保持権）を何ら侵害しない。 

(ｲ) 黙示の利用許諾 

前記(ｱ)の事実に加え，原告Ａが真に旧ＨＰコンテンツの著作権者であ

るとすれば，原告工房が平成２２年に訴外ＩＣＦに美術館を譲渡した際

に，旧ＨＰコンテンツの利用中止を求めることも自由にできたはずであ25 

る。ところが，原告Ａは，平成２８年に至るまで約６年もの間，訴外Ｉ
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ＣＦ及び被告の旧ＨＰコンテンツの利用に何らの異議を申し立てていな

い。したがって，旧ＨＰコンテンツについて黙示の許諾があった。 

ウ 原告らの主張に対する反論 

原告らは，仮に訴外ＩＣＦへの利用許諾が含まれるとしても被告に移転

することはできないと主張するが，まず，訴外ＩＣＦに対する協力は，美5 

術館の運営に必要な限度での利用の許諾であり，美術館の経営に伴うもの

であるから，当然に美術館の運営の承継者（被告）に対する再許諾の権限

をも含んでいる。また，原告らは平成２２年以降に訴外Ｇ（以下「訴外Ｇ」

という。）と接触し，美術館における着物の利用方法について認識してお

きながら，平成２８年に至るまで，何らの異議を述べておらず，訴外ＩＣ10 

Ｆから被告への利用許諾の移転ないし再許諾を追認しているというべきで

ある。 

（原告らの主張） 

ア 明示の利用許諾について 

(ｱ) 美術館譲渡契約に至る事情について 15 

第１に，再生計画案（乙８）は，再生債務者である原告工房の再生計

画であり，その中に原告工房の資産負債が含まれることがあっても原告

工房が処分権限を保有しない著作権やその使用権が含まれることはあり

得ない。第２に，訴外ＩＣＦは一竹作品の所有権に基づき一竹作品を展

示することができたのだから，原告の許諾が無くとも美術館事業の継続20 

には何らの支障もなく，美術館運営の継続が譲渡の前提となっていたこ

とは許諾の根拠とはならない。第３に，美術館の広告宣伝に係る経費は，

いくらそれが経営に有用であったとしても，美術館所有者であり運営者

である訴外ＩＣＦや被告が負担すべきものであり，運営に一切関与して

いない原告が負担する根拠はどこにもない。したがって，被告の主張に25 

は何らの合理性もない。 
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(ｲ) 契約書の文言について 

a 被告は，不動産等売買等契約書（乙９）において契約関係が訴外Ｉ

ＣＦに承継されている（５条３項）と主張する。しかし，同契約書の

譲渡の対象には，「事業」は含まれていない。すなわち，同契約書１

条１項が規定するとおり，譲渡の対象は，同別紙目録記載の不動産及5 

び動産に限られている。また，そもそも，訴外ＩＣＦ及び被告は，原

告らの許諾がなくても一竹作品の所有権に基づいて，美術館において

展示することができるのであるから，一竹作品等の著作物に対する原

告らからの利用許諾がなくても，美術館の運営は可能である。したが

って，訴外ＩＣＦによる美術館の運営を前提にした契約上の各規定は，10 

一竹作品等の著作物に対する原告らからの利用許諾を推認するもので

はない。また，同契約書５条３項にいう「契約書類」とは，「「本件

建物等」の設計図書，「本件美術館」運営に係る施設の維持・管理等

に関する契約書類」（同項）のことであり，一竹作品の権利に関する

契約書類が含まれないことは文言上明らかである。実際，原告らは，15 

訴外ＩＣＦへの美術館引き渡しの際に，美術館のボイラー，浄化槽メ

ンテナンス，エアコンメンテナンス等の保守関連契約に関する書類を

引き渡したが，着物の著作物の利用に関する書類は一切取り交わして

いない。 

b 被告は，附属合意書（乙１１）において対外的に「一竹辻が花」名20 

称等の使用継続を認めている（６条）と主張するが，同条は，商標の

使用許諾を規定するものであって，著作物の利用許諾を規定するもの

ではない。また，当該規定は，「一竹」等の名称を美術館に使用する

ことを許諾したにすぎず，商品等への使用許諾は別途の合意によって

行うこととしていた（同条ただし書）。 25 

c 被告は，不動産等売買等契約書（乙９）及び附属合意書（乙１１）
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において協力義務があえて明記されている（それぞれ２６条，４条１

項）と主張するが，不動産等売買契約書２６条は，一竹作品等の著作

物について，訴外ＩＣＦの協力要請があった場合に原告らが相当な対

価を条件に許諾することを定めた規定であり，無償・無断で利用する

ことを許諾したものではない。原告らは，相当な対価を条件として使5 

用許諾契約を締結する意思はあったが，訴外ＩＣＦからも被告からも，

その申入れを受けたことはない。 

d 被告は，附属合意書（乙１１）において協力内容が具体化されてい

る（４条２項，５条）と主張するが，一竹作品等の著作物に対する原

告らからの利用許諾がなくても，美術館の運営は可能であるから，訴10 

外ＩＣＦによる美術館の運営を前提にした契約上の各規定は，一竹作

品等の著作物に対する原告らからの利用許諾を推認するものではない

し，また，当該規定は，一竹作品等の著作物を無償・無断で利用でき

ることを許諾したものではない。 

e 被告は，附属合意書（乙１１）において利用方法が具体的に指定さ15 

れている（７条）と主張するが，同条は，「上記引渡日（当日を含む）

以降に撮影される「本件衣装等」の写真等の著作権は甲が有すること

を確認する」として訴外ＩＣＦが撮影した写真の著作権の帰属につい

て規定するのみであり，「美術館の運営に必要な限度で自由に利用す

ること」への許諾については一切規定していない。また，同条ただし20 

書は，訴外ＩＣＦが本件衣装等の引渡日以降の撮影により保有する写

真の著作物に対する「著作権の帰属もしくはその使用などについては，

甲（訴外ＩＣＦ）と乙（原告工房）との間で別途協議して定めること

ができる」と規定しているが，訴外ＩＣＦからも被告からも当該協議

を求められたことはない。訴外ＩＣＦが本件衣装等の引渡日以降の撮25 

影により保有する写真の著作物について，原告らが被告にその利用許
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諾を与えたこともない。 

f なお，不動産等売買契約書（乙９）及び附属合意書（乙１１）の当

事者は，訴外ＩＣＦであって，被告でも訴外Ｃでもない。したがって，

仮に同合意書等に原告らによる一竹作品等の著作物に対する利用許諾

が含まれていたとしても，原告らの同意なく，被告にそれを移転する5 

ことはできない。 

(ｳ) 結論 

以上のとおり，原告工房は，不動産等売買契約書（乙９）及び附属合

意書（乙１１）において，一竹作品等の著作物を「美術館の運営に必要

な限度で自由に利用すること」を被告に対して許諾したとの事実は存在10 

しない。 

イ 黙示の利用許諾 

被告は，原告Ａが「平成２４年及び平成２６年に被告が美術館で製造・

販売している商品に関し，申入れを行って」おり，しかも「原告Ａは，被

告が，訴外ＩＣＦが撮影した写真を利用して商品を作成し，美術館で販売15 

していたことについて何らの指摘もしていない」ことから，これが被告の

利用方法に対する黙示の利用許諾に該当すると主張するが，そもそも，単

に権利主張しなかったという消極的な事実は，黙示の利用許諾を構成しな

い。 

(5) 争点５（権利濫用の有無）について 20 

（被告の主張） 

本件は，原告Ａが美術館の経営に失敗して民事再生申立てを行ったことに

端を発する。買い手が見つからず，一竹作品が競売に付されて離散する直前

に，訴外Ｃが約２億７０００万円を投じて美術館と展示品を一括して購入し

た。その結果，美術館及び一竹作品は離散の憂き目を免れ，さらには原告工25 

房がかろうじて破産，解散を回避したものである。すなわち，原告らは美術
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館及び着物の売却によって十二分に利益を得ている。他方で，訴外Ｃは，関

連会社である Arneb PTE Ltd.（以下「Arneb」という。）を通じ，現在に至

るまで美術館の運営，維持のために私財を投じ，資金援助を継続的に行って

おり（融資契約書（乙２５）），訴外Ｃによる美術館への資金援助は累計約

２億４６７０万円に上っている（送金一覧（乙２６））。これに対して，原5 

告らは，美術館譲渡時の附属合意書（乙１１）において，訴外ＩＣＦの美術

館経営に協力すること（４条１項・２項），物品販売に協力すること（５条）

を約したにもかかわらず，これをあっさり反故にし，本訴において，美術館

の経営活動のために行っている活動の差止めを求め，約３０００万円もの損

害賠償請求を行っている。原告らの行動は，実質的には，利益の二重取りに10 

他ならず，権利の濫用である。 

（原告らの主張） 

第１に，原告らは，美術館及び着物の所有権譲渡の対価として２億５００

０万円（訴外一竹辻が花分２０００万円を含む。）を得ただけであり（乙９），

これにより原告らの著作権の行使が妨げられる理由はない。その金額も，通15 

常の取引で譲渡すれば，優に１０億円を下らない上記資産を，原告工房が経

営難に陥って再生手続に入っていることを奇貨として，わずか２億５０００

万円で買い取ったものである。第２に，訴外Ｃが，平成２５年６月２６日に

Arneb と被告との間に締結した融資契約書に基づいて，美術館に対して２億

４７６０万円の融資を始めたとの事実は，原告らが（訴外ＩＣＦを介して）20 

訴外Ｃに美術館を譲渡した後のことであり，訴外Ｃによる当該資金援助は，

自己の保有する資産（一竹美術館）に対する自己の財布（Arneb）からの投資

であって，原告らとはまったく無関係である。第３に，原告らは，訴外ＩＣ

Ｆ，訴外Ｃ，被告のいずれからも，一竹美術館における一竹作品等の利用に

関して，協力ないし利用許諾の申入れを受けたことは一度もなく，附属合意25 

書において協力を約したことを反故にしたという主張は当たらない。かえっ
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て，信頼関係を破壊したのは，当該附属合意書の当事者である訴外ＩＣＦで

ある。 

以上のとおり，被告の権利濫用の主張には，全く理由がない。 

(6) 争点６（著作権法４７条の抗弁の成否） 

（被告の主張） 5 

ア 著作権法４７条の要件 

著作権法４７条は，美術の著作物等の原作品の所有者など，原作品を展

示する権利を有する者が観覧者のために解説又は紹介のための小冊子を作

成することを認めている。そして，一般に，同条の「小冊子」は，観覧者

のために展示された著作物を解説又は紹介することを目的とする小型のカ10 

タログ，目録又は図録等を意味するものであるとされている。 

イ 被告小冊子，被告パンフレット，被告特別割引券が「小冊子」に該当す

ること 

本件では，訴外Ｃが一竹作品，工房作品の所有権を有し，被告は訴外Ｃ

から許諾を受けて，これらの作品を展示しているものである。そして，被15 

告が作成する被告小冊子，被告パンフレット及び被告特別割引券は，いず

れも観覧者のために展示された著作物を解説又は紹介することを目的とす

る小型のカタログ，目録又は図録であり，それ自体が独立して鑑賞の対象

となるものではない。 

具体的にみると，まず，被告小冊子は「ITCHIKU KUBOTA ART MUSEUM」20 

と題し，一竹作品，工房作品等を含む展示品及び美術館の紹介の冊子であ

る。被告作品集が１３６頁であるのに対し，被告小冊子は２８頁と各段に

少なく，被告小冊子が観賞用の図書として販売されているものと同様の価

値を有するとはいえない。展示品の紹介の方法も実際に展示されている様

子を撮影した写真が主である。 25 

また，被告パンフレット（甲２３の１ないし７）及び被告特別割引券（甲
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２４）は，美術館の所在地や展示内容の紹介が大半を占めており，一竹作

品ないし工房作品の写真はわずかに三つ折表面の２分の１ほど，すなわち

全体の１２分の１を占めるにすぎない。そして，その写真も着物の柄をデ

ザイン的に接写して利用したものであり，鑑賞の対象とはいえない。 

したがって，いずれも著作権法４７条の「小冊子」に該当し，著作権侵5 

害とはならない。 

（原告らの主張） 

被告は，被告小冊子，被告パンフレット及び被告特別割引券が著作権法４

７条の「小冊子」に該当し，一竹作品及び工房作品をこれらに利用すること

が適法であると主張する。 10 

しかし，第１に，被告パンフレット（甲２３）は，一竹作品を単に表紙デ

ザインとして用いるだけであり，掲載作品（例えば，日本語版であれば「華

鳥」）について何らの解説や紹介をしていない。したがって，被告パンフレ

ット（甲２３）は，「著作物を解説又は紹介することを目的」とする小冊子

に該当しない。 15 

第２に，たとえ，観覧者に頒布されるものであっても，紙質，判型，作品

の複製態様等を総合して，複製された作品の鑑賞用の図書として販売されて

いるものと同様の価値を有するものは，同条所定の小冊子に含まれない。被

告小冊子（甲１１）は，各一竹作品の複製態様からして，観賞用の図書とし

て販売されている被告作品集（甲９）と同様の価値を有するから，「小冊子」20 

に該当しない。すなわち，被告小冊子は，一竹作品２２点を上質な紙にオー

ルカラーで掲載している。また，２２点のうち４点（２頁目，５頁目，８頁

目及び裏表紙）は１頁サイズ，１点（２０頁目）は２／３頁サイズ，１点（１

９頁目）は１／３頁サイズとなっており，一見して一竹作品の細部を鮮明に

鑑賞することができる。実際，その掲載態様は，作品の観賞用の図書として25 

販売されている被告作品集（甲９）のそれと何ら変わりがない。したがって，
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被告パンフレット（甲２３）は，「小冊子」に該当しない。 

第３に，観覧する者であるか否かにかかわらず多数人に配布されるものは

「小冊子」に含まれない。ところが，日本語版以外の被告パンフレットは，

被告ＨＰ上にアップロードされており（甲４６），観覧する者であるか否か

にかかわらず多数人に配布されているから，やはり「小冊子」には該当しな5 

い。また，被告特別割引券（甲２４）は，観覧の有無にかかわらず，美術館

外（例えば，美術館近くのレストラン「紅葉亭」（甲２４））で多数人に配

布されているものであるから，やはり「小冊子」に該当しない。 

(7) 争点７（著作権法３２条１項の抗弁の成否） 

（被告の主張） 10 

ア 著作権法３２条１項の要件 

著作権法３２条１項は，公正な慣行に合致し，かつ，報道，批評，研究

その他の引用の目的上正当な範囲である引用については，権利制限規定の

対象としている。同条の引用該当性につき，従来の判例及び裁判例は「明

瞭区別性」及び「主従関係」という２要件によって判断していた（最判昭15 

和５５年３月２８日民集３４巻３号２４４頁。以下「２要件説」という。）。

他方，近時の裁判例の主流は，条文に即して，引用が「公正な慣行に合致」

し，「引用の目的上正当な範囲内」にあるかによって判断している。具体

的には，利用の目的，方法，態様，利用される著作物の種類や性質，著作

権者に及ぼす影響の有無・程度を総合的に考慮して，引用該当性を判断し20 

ている（以下「総合考慮説」という。）。 

被告小冊子，被告パンフレット，被告特別割引券，被告展示案内チラシ，

被告イベント案内チラシ，被告 Facebook への投稿は，以下のとおり，いず

れの立場からも「引用」に該当するものである。 

イ 被告小冊子，被告パンフレット，被告特別割引券，被告展示案内チラシ，25 

被告イベント案内チラシ，被告 Facebook への投稿が「引用」に該当する
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こと 

(ｱ) ２要件説 

a 明瞭区別性 

被告の各利用は，言語の著作物である説明文と美術の著作物である

一竹作品を組み合わせたものであり，明瞭に区別できる。 5 

b 主従関係 

被告小冊子，被告パンフレット及び被告特別割引券はいずれも美術

館及び展示品を紹介するものであり，一竹作品の画像はあくまでその

説明のために利用されている。被告展示案内チラシや被告イベント案

内チラシ及び被告 Facebook への投稿も，同様に美術館での展示やイベ10 

ントを告知することが主なのであって，画像の利用はこれを補足する

ために利用されているにすぎない。 

c 小括 

したがって，２要件説の下では被告の各利用は引用として適法であ

る。 15 

(ｲ) 総合考慮説 

被告の利用方法は，観覧者に対して美術館での展示品の解説を行う目

的（被告小冊子，被告パンフレット，被告特別割引券）あるいは美術館

の展示又はイベントの告知を行う目的（被告展示案内チラシ，被告イベ

ント案内チラシ，被告 Facebook への投稿）で作成されている。上記のと20 

おり，美術の著作物等の展示による複製が権利制限の対象となっている

趣旨からすれば，展示品の解説を行い，また美術館の展示の告知を行な

う目的は「引用の目的上正当な範囲」にあるといえる。そして，利用の

方法，態様についてみると，いずれの利用方法も一竹作品・工房作品を

大幅に縮小し，また解像度を下げて利用しているものであり，独立して25 

鑑賞の対象や取引の対象となり得る品質を備えていない。 
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また，著作権者に及ぼす影響の有無・程度についてみると，そもそも，

着物の展示は，所有者である訴外Ｃの許諾を得た被告がそもそも適法に

行い得るものである。そして，被告の各利用方法は，美術館の展示品を

解説する限度や美術館の展示やイベントを告知する限度で作成されてお

り，独立して鑑賞の対象や取引の対象となるような品質を備えていない5 

以上，原告らの権利に影響を及ぼすことはほぼないといえる。したがっ

て，被告の利用方法によって原告らに及ぼす影響は皆無である。 

以上から，いわゆる総合考慮説の立場からも，被告の各利用は引用と

して適法である。 

（原告らの主張） 10 

被告は，被告小冊子，被告パンフレット，被告特別割引券，被告展示案内

チラシ，被告イベント案内チラシ及び被告 Facebook への投稿が，「引用」（３

２条）に該当するから適法であると主張する。 

しかし，第１に，被告小冊子（甲１１）には，一竹作品を引用する被告の

主張ないし著作物は存在しない。被告小冊子（甲１１）は，単に一竹作品を15 

制限的ではあるが，鑑賞させる目的で作成されたものであることが明らかで

ある。 

第２に，被告パンフレット（甲２３），被告特別割引券，被告展示案内チ

ラシ（甲２５），被告イベント案内チラシ（甲２６），被告 Facebook（甲２

７）への投稿は，いずれも専ら美術館への顧客吸引が目的である。一竹作品20 

を引用する被告の主張ないし著作物は，そこには存在しないから，被告パン

フレット（甲２３）等の目的ではあり得ない。 

したがって，上記のいずれの利用も，著作権法３２条１項に規定する引用

には該当しない。 

(8) 争点８（損害額等）について 25 

（原告らの主張） 
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被告は，故意又は過失により，前記著作権及び著作者人格権侵害行為を行

い，原告らは，これにより損害を被った。 

原告らは，主位的に，①被告作品集及び被告小冊子について，著作権法１

１４条１項に基づく損害額を主張し，②被告カレンダー，被告絵葉書，被告

一筆箋，被告クリアファイル，被告ハンカチ，被告わさびチューブ及び被告5 

石鹸について，著作権法１１４条２項に基づく損害額を主張し，③被告シー

ル，被告入場券，被告しおり，被告ポスター，被告パンフレット，被告特別

割引券，被告展示案内チラシ，被告イベント案内チラシ，被告 Facebook 及び

被告ＨＰについて，著作権法１１４条３項に基づく損害額を主張する。 

また，原告らは，仮に上記①又は②が認められない場合に備えて，予備的10 

に，被告作品集，被告小冊子，被告カレンダー，被告絵葉書，被告一筆箋，

被告クリアファイル，被告ハンカチ，被告わさびチューブ及び被告石鹸につ

いて，著作権法１１４条３項に基づく損害額を主張する。 

詳細は，別紙「損害額に関する当事者の主張」の「原告らの主張」欄記載

のとおり。 15 

（被告の主張） 

 争う。上記①及び②の製品について，著作権法１１４条１項又は同条２項

は適用されず，または，これらに基づく推定は覆滅される。 

したがって，被告は，売上の１％を基礎として，全品目を著作権法１１４

条３項に基づき算定した額を主位的主張とし，使用料規程を基礎として著作20 

権法１１４条３項に基づき全品目を算定した額を第１順位の予備的主張とし，

さらに，原告らが主張する被告小冊子，被告カレンダー，被告絵葉書，被告

一筆箋，被告クリアファイル，被告ハンカチ，被告わさびチューブ，被告石

鹸について，著作権法１１４条２項の適用がある場合に，実利益額に基づい

た算定額を第２順位の予備的主張とする。 25 

詳細は，別紙「損害額に関する当事者の主張」の「被告の主張」欄記載の
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とおり。 

(9) 争点９（消滅時効の成否） 

（被告の主張） 

原告Ａは，平成２４年に，被告の担当者である訴外Ｇに対し，一竹美術館

で被告が販売している商品について，販売中止の申入れを行なっている。そ5 

うすると，遅くとも平成２４年には，原告Ａは一竹作品の各利用方法につい

て知っていたことは明らかである。したがって，平成２８年３月２８日の被

告への通知から３年前の平成２５年３月２８日以前の損害賠償請求権につい

ては，全て消滅時効が完成している。 

（原告らの主張） 10 

原告Ａは，平成２４年に，被告に対して，商品販売中止の申入れを行って

いない。そもそも，原告Ａは，平成２６年４月に訴外Ｇからモスクワでの展

示会で原告らの写真を無断使用している事実を発見するまで，訴外Ｃないし

被告が原告らの著作物を無断使用しているとは夢想だにしなかった。それ以

降，訴外Ｃないし被告の侵害に注意するようになり，また対策を原告代理人15 

に相談するに至ったものである。よって，本件で，損害賠償請求権について

消滅時効が成立する余地はない。 

(10) 争点１０（差止めの必要性） 

（原告らの主張） 

被告は，現在に至るまで，被告入場券，被告しおり，被告パンフレット，20 

被告特別割引券，被告展示案内チラシ，及び被告ＨＰについて侵害行為を継

続しているから，差止めの必要性がある。 

（被告の主張） 

争う。 

第３ 争点に対する判断 25 

１ 争点１（著作物性の有無）について 
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(1) 制作工程写真及び美術館写真の著作物性について 

ア 制作工程写真について 

制作工程写真は，別紙「制作工程写真目録」記載のとおり，故一竹によ

る「辻が花染」の制作工程の各場面を撮影したものであるところ，これら

制作工程写真の目的は，その性質上，いずれも制作工程の一場面を忠実に5 

撮影することにあり，そのため，被写体の選択，構図の設定，被写体と光

線との関係等といった写真の表現上の諸要素はいずれも限られたものとな

らざるを得ず，誰が撮影しても同じように撮影されるべきものであって，

撮影者の個性が表れないものというべきである。したがって，制作工程写

真は，いずれも著作物とは認められない。これに反する原告らの主張は採10 

用できない。 

イ 美術館写真について 

美術館写真は，別紙「美術館写真目録」記載のとおり，一竹美術館の外

観又は内部を撮影したものであるところ，これら美術館写真の目的は，そ

の性質上，いずれも一竹美術館の外観又は内部を忠実に撮影することにあ15 

り，そのため，被写体の選択，構図の設定，被写体と光線との関係等とい

った写真の表現上の諸要素はいずれも限られたものとならざるを得ず，誰

が撮影しても同じように撮影されるべきものであって，撮影者の個性が表

れないものである。したがって，美術館写真は，いずれも著作物とは認め

られない。これに反する原告らの主張は採用できない。 20 

(2) 制作工程文章の著作物性について 

制作工程文章は，別紙「制作工程文章目録」記載のとおり，「辻が花染」

の各制作工程を説明したものである。その目的は，各制作工程を説明するこ

とにあるため，表現上一定の制約はあるものの，制作工程文章が，同様に「辻

が花染」の制作工程について説明した故一竹作成の文章（甲４１）とも異な25 

っていることに照らしても，各制作工程文章の具体的表現は，その作成者の
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経験を踏まえた独自のものとなっており，作成者の個性が表現されていると

いえるから，制作工程文章は全体として創作性があり，著作物と認められる。

これに反する被告の主張は採用できない。 

(3) 旧ＨＰコンテンツの著作物性について 

旧ＨＰコンテンツは，別紙「旧ＨＰコンテンツ目録」記載のとおりであり，5 

旧ＨＰコンテンツ１は「辻が花染」の歴史的説明，旧ＨＰコンテンツ２は故

一竹と「辻が花染」との関わり，旧ＨＰコンテンツ３はフランス芸術文化勲

章シュヴァリエ章勲章メッセージの和訳，旧ＨＰコンテンツ４はスミソニア

ン国立自然史博物館からの感謝状の和訳である。旧ＨＰコンテンツ１及び２

はいずれも歴史的事実に関する記述ではあるものの，その事実の取捨選択，10 

表現の仕方には様々なものがあり得，その具体的表現には筆者の個性が表れ

ているといえるから，創作性があり，著作物と認められる。また，旧ＨＰコ

ンテンツ３及び４はいずれも仏語ないし英語の翻訳であるが，翻訳の表現に

は幅があり，用語の選択や訳し方等その具体的表現に翻訳者の個性が表れて

いるといえるから，創作性があり，著作物と認められる。これに反する被告15 

の主張は採用できない。 

２ 争点２（著作権及び著作者人格権の主体）について 

(1) 制作工程文章の著作権及び著作者人格権の主体 

制作工程文章は，故一竹が開発した「一竹辻が花」という独自の染色技術

を用いた着物の制作工程を説明したものであり，その性質上，「一竹辻が花」20 

の技法に精通した者が作成したものと考えられること，前記前提事実(2)イの

とおり，制作工程文章は，訴外一竹辻が花が平成３年に出版した欧州巡回作

品集（甲５）に掲載されているところ，訴外一竹辻が花の代表は原告Ａが務

めていたこと（甲５０），以上の事実からすれば，制作工程文章は原告Ａが

作成したものであり，原告Ａが著作権及び著作者人格権を有しているものと25 

認められる。 
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これに対して，被告は，欧州巡回作品集の奥付の著作権表示が訴外一竹辻

が花であり，原告Ａが著作者であることを示す客観的証拠はないこと，訴外

一竹辻が花の職務著作に当たることなどを主張するが，奥付の著作権表示が

訴外一竹辻が花であるとしても，それは編集著作物としての欧州巡回作品集

の著作権者を表示しているにすぎないと考えられるし，また，個々の著作物5 

に原告Ａが著作権者であることを示す表示等がなくても，原告Ａが自己の著

作物にかかる表示を常に行っていたといった事情を認めるに足りる証拠もな

いから特に不自然ではなく，上記認定に反する証拠はない。また，訴外一竹

辻が花の職務著作に当たることを認めるに足りる証拠もない。よって，被告

の主張は採用できない。 10 

(2) 旧ＨＰコンテンツの著作権及び著作者人格権の主体 

旧ＨＰコンテンツは，前記前提事実(2)エのとおり，原告工房が一竹美術館

を運営していた時に作成され，同美術館のホームページ（旧ＨＰ）に掲載さ

れたものであること，また，特に旧ＨＰコンテンツ１及び２については，「辻

が花染」，あるいは故一竹と「辻が花染」との関わりを理解している者が作15 

成したものと考えられることからすれば，旧ＨＰコンテンツは原告Ａが作成

したものであり，原告Ａが著作権及び著作者人格権を有しているものと認め

られる。 

これに対して，被告は，原告Ａが作成したことを裏付ける客観的事実は何

ら示されていないこと，旧ＨＰには著作権者として「Itchiku Tsujigahana 20 

Co.,Ltd」と表示されていること，原告らの主張する作成経緯が事実であると

した場合，旧ＨＰコンテンツは職務著作（著作権法１５条１項）の要件を満

たすことを主張するが，上記のとおり，旧ＨＰコンテンツは原告Ａが作成し

たものと合理的に推認できるし，「Itchiku Tsujigahana Co.,Ltd」との表示

は，旧ＨＰの各ページのレイアウトを含む編集著作物に対する著作権者を示25 

すもので，必ずしも個々の文章等の著作権者を示すものではないと考えられ
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る。また，訴外一竹辻が花の職務著作に当たることを認めるに足りる証拠は

ない。よって，被告の主張は採用できない。 

３ 争点３（複製等の成否）について 

(1) 制作工程文章について 

被告作品集の制作工程に関する文章と制作工程文章の表現上の本質的な特5 

徴の同一性について検討する。 

複製とは，印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により有形的に再

製することをいうところ（著作権法２条１項１５号参照），著作物の複製と

は，既存の著作物に依拠し，これと同一のものを作成し，又は，具体的表現

に修正，増減，変更等を加えても，新たに思想又は感情を創作的に表現する10 

ことなく，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し，これに接する者が

既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作

成する行為をいうものと解すべきである。また，翻案とは，既存の著作物に

依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表

現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現する15 

ことにより，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接

感得することができる別の著作物を創作する行為をいうものと解すべきであ

る（最高裁判所平成１１年（受）第９２２号同１３年６月２８日第一小法廷

判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。 

被告作品集１３０－１３１頁（甲９）と制作工程文章を別紙「原被告作品20 

対比表」記載１のとおり比較対照すると，被告作品集１３０－１３１頁の制

作工程に関する各文章は，制作工程文章１ないし７及び９の各文章と全く同

一か，又はほとんど同一であり，一部改変され，相違点はあるものの，全体

として制作工程文章の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。

よって，被告は被告作品集１３０－１３１頁において制作工程文章１ないし25 

７及び９を複製ないし翻案したものと認められ，複製権ないし翻案権を侵害
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する。そして，上記改変は著作者の意に反する改変といえるから，同一性保

持権を侵害する。 

これに対して，被告は，両各文章は創作性のない部分について同一性を有

するにすぎず，複製にも翻案にも当たらないと主張するが，上記のとおり，

制作工程文章の創作的部分において同一性が認められるから，被告の主張は5 

採用できない。 

(2) 旧ＨＰコンテンツについて 

ア 被告作品集５頁の文章と旧ＨＰコンテンツ１及び２との表現上の本質的

な特徴の同一性について検討する。 

被告作品集５頁（甲９）と旧ＨＰコンテンツ１及び２を別紙「原被告作10 

品対比表」記載２のとおり比較対照すると，被告作品集５頁の「「辻が花」

とは室町時代に・・・される説が有力です。」との部分は，「名称」が「名

前」とされ，「忽然と」が付加されたほかは，旧ＨＰコンテンツ１と全く

同一である。また，被告作品集５頁の「一竹は，辻が花との初めての・・・

３１歳で無事復員。」との部分は，旧ＨＰコンテンツ２の一部分を要約し15 

たもので，一部改変されているものの，その表現上の本質的特徴を直接感

得することができる。そうすると，被告作品集５頁の上記各部分はそれぞ

れ旧ＨＰコンテンツ１及び２を複製ないし翻案したものと認められ，複製

権ないし翻案権を侵害する。そして，上記改変は著作者の意に反する改変

といえるから，同一性保持権を侵害する。 20 

イ 被告パンフレットと旧ＨＰコンテンツ１及び２との表現上の本質的な特

徴の同一性について検討する。 

被告パンフレット日本語版（甲２３の１）と旧ＨＰコンテンツ１及び２

を別紙「原被告作品対比表」記載３のとおり比較対照すると，被告パンフ

レットの「辻が花染め」との表題及び文章は，旧ＨＰコンテンツ１とほと25 

んど同一であり，一部改変しているものの，その表現上の本質的特徴を直
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接感得することができる。また，被告パンフレットの「久保田一竹と一竹

辻が花」との表題及び文章は，旧ＨＰコンテンツ２を一部改変しつつ要約

したもので，その表現上の本質的特徴を直接感得することができる。そう

すると，被告パンフレットの上記各文章はそれぞれ旧ＨＰコンテンツ１な

いし２を翻案したものと認められ，翻案権を侵害する。そして，上記改変5 

は著作者の意に反する改変といえるから，同一性保持権を侵害する。 

ウ 被告特別割引券と旧ＨＰコンテンツ２との表現上の本質的な特徴の同一

性について検討する。 

被告特別割引券（甲２４）と旧ＨＰコンテンツ２を別紙「原被告作品対

比表」記載４のとおり比較対照すると，被告特別割引券の「久保田一竹と10 

一竹辻が花」との表題及び文章は，旧ＨＰコンテンツ２をわずかに改変し

ながら要約したもので，その表現上の本質的特徴を直接感得することがで

きる。そうすると，被告特別割引券の上記文章は旧ＨＰコンテンツ２を翻

案したものと認められ，翻案権を侵害する。そして，上記改変は著作者の

意に反する改変といえるから，同一性保持権を侵害する。 15 

エ 被告ＨＰと旧ＨＰコンテンツ１，３及び４との表現上の本質的な特徴の

同一性について検討する。 

被告ＨＰ（甲２８）と旧ＨＰコンテンツ１，３及び４を別紙「原被告作

品対比表」記載５のとおり比較対照すると，被告ＨＰの「一竹辻が花染め」

とのページに記載されている文章は，「【辻が花染め】とは，」の後の文20 

章が旧ＨＰコンテンツ１と全く同一である。また，被告ＨＰの「略歴」に

おける「フランス芸術文化勲章シュヴァリエ章勲章メッセージ」との表題

及び文章は旧ＨＰコンテンツ３と，同ページの「スミソニアンよりの感謝

状」との表題及び文章は旧ＨＰコンテンツ４と，それぞれ全く同一である。

そうすると，被告ＨＰの上記各文章は，旧ＨＰコンテンツ１，３ないし４25 

をそれぞれ複製したものと認められ，複製権及び公衆送信権を侵害する。
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なお，改変はされていないから，同一性保持権の侵害は認められない。 

オ 被告の主張について 

被告は，被告作品集，被告パンフレット，被告特別割引券，被告ＨＰの

各文章との同一性がある部分は創作性のある表現ではないから，複製にも

翻案にも当たらないと主張するが，前記のとおり，被告作品集等の各文章5 

とは創作性のある表現について同一性があると認められるから，被告の主

張は採用できない。 

(3) 著作権法１１３条６項所定の著作者人格権侵害について 

なお，原告Ａは，前記前提事実(4)ク，ケ記載の被告の行為が，わさび・石

鹸という日常品に一竹作品を縮小してラベルとして貼り付けるというもので，10 

故一竹の名誉・声望を害するから，著作者人格権侵害とみなされる旨主張す

るが，原告Ａは，一竹作品の著作者ではなく，著作者人格権を有しないから，

上記主張は採用できない。 

４ 争点４（明示又は黙示による利用許諾の有無）について 

(1) 一竹作品及び工房作品の利用許諾の有無 15 

ア 明示の利用許諾の有無 

(ｱ) 被告は，原告工房の再生計画案（乙８），原告工房及び訴外一竹辻が

花と被告との不動産等売買等契約書（乙９），及び附属合意書（乙１１）

の内容に照らし，原告らは，着物（一竹作品及び工房作品）の引渡し日

以降に，訴外ＩＣＦが着物を撮影する方法によって，着物の著作物を複20 

製することを許諾し，かつ，美術館の運営に必要な範囲で利用すること

を明示的に許諾したと主張する。 

(ｲ) しかしながら，そもそも上記再生計画案において一竹美術館（土地，

建物及び展示作品）の買受予定者とされ，実際に不動産等売買等契約書

及び附属合意書の締結の主体となったのは訴外ＩＣＦであるところ，仮25 

に同契約書等により，一竹作品及び工房作品の著作権について利用許諾
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がされていたとしても，訴外ＩＣＦから一竹美術館を買い受けた被告が

当然に利用許諾を受けることにはならない。 

(ｳ) また，被告が根拠として主張する原告工房の再生計画案（乙８）の計

画内容，並びに不動産等売買等契約書（乙９）及び附属合意書（乙１１）

の条項を検討しても，原告らが，訴外ＩＣＦに対して，一竹作品及び工5 

房作品の著作権について明示的に利用許諾したことを認めるに足りない。

その理由は以下のとおりである。 

a 再生計画案（乙８）では，展示作品を含む一竹美術館の買受予定者

（訴外ＩＣＦ）が「久保田一竹美術館」の名称を継続使用し，同美術

館でのイベントの実施や物品販売等について再生債務者である原告工10 

房と緊密な連携を保ちながら同美術館の運営を行っていくことを予定

している旨の記載があり，訴外ＩＣＦが原告工房と連携しながら一竹

美術館を継続して運営していく予定であったことが認められるものの，

そのことから直ちに一竹美術館の展示作品の著作権について訴外ＩＣ

Ｆへの利用許諾が予定されていたものとはいえない。 15 

b また，不動産等売買等契約書（乙９）５条３項は，原告工房が訴外

ＩＣＦに対し，美術館運営に係る施設の維持・管理等に関する契約書

類等を引き渡すこと等について規定したもので，美術館の展示作品の

著作権利用については何ら規定していない。 

c 附属合意書（乙１１）６条は，原告工房が，訴外ＩＣＦが一竹美術20 

館の運営をする場合には，原告工房の有する「一竹辻が花」等の登録

商標を通常必要とする範囲内において無償使用することを承諾する旨

の規定であるところ，これは登録商標の使用許諾に関する規定であっ

て，美術館の展示作品の著作権利用については何ら規定していない。 

d 不動産等売買等契約書（乙９）２６条は，一竹美術館の運営への協25 

力など同契約に定めのない事項については，訴外ＩＣＦと原告ら及び
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訴外一竹辻が花が相互に誠意をもって協議する旨を，また，附属合意

書（乙１１）４条１項は，訴外ＩＣＦが一竹美術館を運営する場合に

は，訴外ＩＣＦと原告工房は，相手方の要請に基づき，誠意をもって

適切な協力を行う旨を，それぞれ規定するところ，これらは一竹美術

館の運営協力について誠意をもって協議することや，相手方の要請に5 

基づいて適切な協力を行うことを規定するのみで，美術館の展示作品

の著作権利用については何ら規定していない。 

e 附属合意書（乙１１）４条２項は，原告工房は，訴外ＩＣＦが一竹

美術館を運営するために必要が生じた場合には，原告工房の要請に従

い，誠意をもって美術館運営に必要な情報や資料等の提供，適切な助10 

言や催し物等への参加その他の協力等を行う旨を，また，同５条は，

原告工房は一竹美術館等での土産物その他の物品販売等について訴外

ＩＣＦから要請があった場合には，訴外ＩＣＦと協議の上，全面的に

協力する旨を，それぞれ規定し，協力内容を具体的に定めているもの

の，やはり美術館の展示作品の著作権利用については何ら規定してい15 

ない。 

f 附属合意書（乙１１）７条は，訴外ＩＣＦと原告工房は，展示作品

の引渡日（当日を含む。）以降に撮影される展示作品の写真等の著作

権は訴外ＩＣＦが有することを確認する旨，及びその著作権の帰属又

はその利用については訴外ＩＣＦと原告工房との間で別途協議して定20 

めることができる旨を規定しており，展示作品の写真の著作権の帰属

及びその利用について定めているが，展示作品自体の著作権の帰属及

びその利用については何ら規定していない。 

(ｴ) 結局，原告らが，被告に対し，一竹作品及び工房作品の著作権を美術

館の運営に必要な範囲で利用することについて明示的に利用許諾してい25 

るものとは認めるに足りる証拠はないから，被告の主張は採用できない。 
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イ 黙示の利用許諾の有無 

被告は，原告Ａが被告に対し，平成２４年及び平成２６年に被告が美術

館で製造・販売している商品の一部に関し，原告Ａの権利を侵害する旨の

申入れを行っているが，その際に，被告が訴外ＩＣＦの撮影に係る写真を

利用して商品を作成し美術館で販売していたことについては何らの指摘も5 

しておらず，むしろ，申入れが，①原告Ａが撮影した写真の利用及び②原

告工房の事業と直接関連する布製品の製造・販売に限定されていることか

ら，遅くとも平成２６年までには，原告らは，被告の利用方法を黙示的に

許諾していたと主張する。 

しかしながら，単に権利行使をしていなかったことからただちに黙示的10 

な許諾があったものと認めることはできず，そのほか原告らが積極的に被

告の行為を容認していたといった事情を認めるに足りる証拠はないから，

原告らが被告による著作権利用を黙示的に許諾していたことを認めるに足

りず，被告の主張は採用できない。 

(2) 旧ＨＰコンテンツの利用許諾の有無 15 

ア 明示の利用許諾の有無 

被告は，旧ＨＰコンテンツは，一竹辻が花染めの説明や先代故一竹の略

歴などであり，「美術館運営に要する必要な情報や資料等」（乙１１・４

条２項）に当たり，美術館の経営譲渡の際に，訴外ＩＣＦ並びに訴外Ｃに

提供された旨主張する。 20 

しかしながら，仮に，旧ＨＰコンテンツが附属合意書（乙１１）４条２

項の「美術館運営に要する必要な情報や資料等」に当たるとしても，前記(1)

アのとおり，同条項は，当該資料等の提供等の協力について規定するのみ

で，当該資料等の著作権利用については何ら規定していない。また，同条

項は，協力等の具体的な内容・範囲等は，その都度，訴外ＩＣＦと原告工25 

房との間で別途，協議して定めるとする旨規定するところ，協議により旧
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ＨＰコンテンツの著作権利用について訴外ＩＣＦと原告工房との間で合意

されたといった事情も認められない。 

したがって，上記附属合意書の条項は被告の主張を裏付けるものとはい

えず，そのほか旧ＨＰコンテンツの明示的な利用許諾があったことを認め

るに足りる証拠はないから，被告の主張は採用できない。 5 

イ 黙示の利用許諾の有無 

被告は，原告Ａが真に旧ＨＰコンテンツの著作権者であるとすれば，原

告工房が平成２２年に訴外ＩＣＦに美術館を譲渡した際に，旧ＨＰコンテ

ンツの利用中止を求めることも自由にできたはずであるが，平成２８年に

至るまで約６年間，訴外ＩＣＦ及び被告の旧ＨＰコンテンツの利用に何ら10 

の異議を申し立てていないことから，旧ＨＰコンテンツについて黙示の許

諾があったと主張する。 

しかしながら，前記(1)イと同様，単に権利行使をしていなかったことか

らただちに黙示的な利用許諾があったものと認めることはできず，そのほ

か原告らが黙示的に利用許諾していたことを認めるに足りる証拠はないか15 

ら，被告の主張は採用できない。 

５ 争点５（権利濫用の有無）について 

被告は，要旨，原告らは訴外Ｃによる美術館と展示品等の一括購入により十

二分に利益を受けているところ，訴外Ｃが継続的に美術館への資金援助を行う

一方，原告らは，付属合意書（乙１１）において約した美術館経営等への協力20 

を行わず，著作権侵害を主張して本訴による差止請求及び損害賠償請求を行っ

ているから，本訴請求は，利益の実質的な二重取りであり，権利濫用に当たる

旨主張する。 

しかしながら，不動産等売買等契約書（乙９）及び附属合意書（乙１１）に

より売買の対象とされたのは一竹美術館の土地建物と展示作品の所有権であり，25 

これに著作権は含まれておらず，また，前記４(1)ア(ｳ)のとおり，その利用許
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諾もなされていない。そして，上記売買の後，訴外Ｃの経済的出捐で一竹美術

館の維持・運営が行われており，それにより一竹作品等の離散が防止されてい

る面があるとしても，そのことから直ちに，原告らが有している着物作品等の

著作権及び著作者人格権の権利行使が制限されることにはならない。原告らが

著作権侵害に基づいて本訴請求を行うことが利益の実質的な二重取りであると5 

の指摘は当たらず，そのほか原告らの権利行使が権利濫用に当たるものと認め

るに足りる証拠はない。 

したがって，被告の主張は採用できない。 

６ 争点６（著作権法４７条の抗弁の成否）について 

被告は，被告小冊子，被告パンフレット及び被告特別割引券が著作権法４７10 

条の「小冊子」に当たると主張する。 

そこで検討するに，著作権法４７条の「小冊子」とは，観覧者のために展示

作品を解説又は紹介することを目的とする小型のカタログ，目録又は図録等を

いい，観覧者に頒布されるものであっても，紙質，装丁，版型，展示作品の複

製規模や複製態様，展示作品の複製部分と解説・資料部分の割合等を総合考慮15 

して，観賞用の画集や写真集等と同視し得るものは「小冊子」に当たらないと

解するのが相当である。また，同条における「小冊子」は，あくまでも「観覧

者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」ものであ

ることを前提としているから，著作物の解説又は紹介以外を主目的とするもの

や，実際に作品を観覧する者以外に配布されるものは，「小冊子」に当たらな20 

いと解するのが相当である。 

これを本件についてみるに，被告小冊子（甲１１）は，Ａ４程度の大きさの

上質紙に，一竹作品２２点を印刷しているところ，そのうち４点は１頁サイズ，

１点は２／３頁サイズ，１点は１／３頁サイズとなっており，一竹作品の細部

を鮮明に鑑賞できるものとなっている一方，解説部分は小さな文字で，わずか25 

に記載されているだけであり，観賞用の作品集である被告作品集（甲９）と比
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較しても，着物作品の掲載の仕方が似ている。また，被告小冊子には，一竹作

品のほかにも，一竹美術館の外観や敷地，着物作品以外の展示品等も掲載され

ており，全体として一竹美術館自体を紹介する要素が強いものと認められる。

そうすると，被告小冊子は観賞用の作品集と同視し得る上，著作物の解説又は

紹介以外を主目的とするものといえるから，著作権法４７条の「小冊子」には5 

当たらない。 

また，被告パンフレット（甲２３）は，一竹作品を表紙デザインとして使用

しているところ，作品についての解説や紹介は一切記載されていない。また，

証拠（甲４６）によれば，被告パンフレットのうち日本語以外のものについて

は，被告ＨＰ上にアップロードされているものと認められ，実際に作品を観覧10 

する者以外に配布されている。そうすると，被告パンフレットは，「観覧者の

ためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」ものではない

から，著作権法４７条の「小冊子」には当たらない。 

さらに，被告特別割引券（甲２４）は，割引券という性質上，実際に作品を

観覧する者か否かにかかわらず，美術館外部で多数人に配布されるものであり，15 

その「お取り扱い店印」欄の記載によれば，現実にも美術館周辺の飲食店等に

おいて配布されているものと認められる。そうすると，「観覧者のためにこれ

らの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」ものではないから，著作

権法４７条の「小冊子」には当たらない。 

したがって，被告の上記主張はいずれも採用できない。 20 

７ 争点７（著作権法３２条１項の抗弁の成否）について 

被告は，被告小冊子（甲１１），被告パンフレット（甲２３），被告特別割

引券（甲２４），被告展示案内チラシ（甲２５），被告イベント案内チラシ（甲

２６）及び被告 Facebook への投稿（甲２７）における一竹作品等の複製は，

著作権法３２条１項の「引用」に当たると主張する。 25 

そこで検討するに，著作権法３２条１項所定の適法な引用と認められるため
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には，①引用されるのが公表された著作物であること，②引用であること，③

公正な慣行に合致すること，④報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な

範囲内で行われること，が必要である。 

これを本件についてみるに，被告小冊子，被告パンフレット，被告特別割引

券，被告展示案内チラシ，被告イベント案内チラシ及び被告 Facebook は，い5 

ずれも一竹美術館の顧客誘引目的に作成されたものであるところ，それらにお

ける一竹作品等の利用は，一竹美術館に顧客を誘引するために，一竹作品が美

術館の展示品であることを示すもので，それ自体が主たる内容として用いられ

ているものである。旧ＨＰコンテンツの利用も，それ自体を主たる内容として

掲載するものである。そうすると，これらはいずれも，そもそも引用に当たら10 

ないか，少なくとも公正な慣行に合致し，引用の目的上正当な範囲内で行われ

ているものとは認められないから，著作権法３２条１項の「引用」に当たらな

い。 

したがって，被告の主張はいずれも採用できない。 

８ 争点８（損害額等）について 15 

以上のとおり，制作工程写真及び美術館写真を除く部分について，被告によ

る原告らの著作権（複製権，譲渡権，公衆送信権）及び著作者人格権（同一性

保持権）侵害が認められる（被告わさびチューブ及び被告石鹸についての著作

者人格権侵害を除く。）ところ，既に説示したところに照らせば，被告にはこ

の点につき少なくとも過失があったと認められる。そこで，以下，原告らの損20 

害額について検討する。 

(1) 被告作品集 

ア 著作権法１１４条１項の適用の有無 

原告らは，被告作品集の販売に係る損害額について原告作品集の利益額

に基づき１１４条１項の適用があると主張するのに対し，被告はこれを争25 

うため，以下検討する。 
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(ｱ) 原告作品集の販売主体及び原告らの販売能力 

原告作品集の奥付には「🄫1998 ㈱一竹辻が花」と記載され，原告作

品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおいて販売されていることが認

められる（甲８，２９）ところ，訴外一竹辻が花（昭和５９年５月８日

に「株式会社オピューレンス」から商号変更）は平成２２年まで原告Ａ5 

が代表者を務めていた会社であり（甲５０の１及び２），原告工房も含

めて実質的には原告Ａらの経営によるものと認められ，その販売主体は

実質的には原告らとみることができる。また，原告作品集の制作には，

故一竹を引き継いで「辻が花染」を制作する原告Ａの関与が大きいもの

と考えられることも併せ考慮すれば，原告らには原告作品集の販売能力10 

があると認められる。 

これに対し，被告は，そもそも原告らが原告作品集を販売しておらず，

販売能力がないから，被告作品集への１１４条１項の適用の基礎を欠く

と主張するが，上記説示に照らして採用できない（なお，被告は，原告

作品集の奥付に「制作（株）便利堂」と記載されていること（甲８）も15 

指摘するが，この点は販売能力とは関係がない。）。 

(ｲ) 原告作品集と被告作品集の代替性 

原告作品集と被告作品集は，その大部分において，着物作品（部分を

含む。）を１頁に大きく配置して紹介するとともに，観賞の対象とする

ものであり，そのほかの部分においても，故一竹の略歴，制作工程の説20 

明，美術館の紹介が記載されており，内容は類似するものと認められる

（甲９，５１）。また，上記内容の共通性に照らして，着物作品の観賞

を主としつつ，故一竹と「辻が花染」について理解を深めるという利用

目的・利用態様も基本的には同一であると認められる。そうすると，後

記のとおり，販売ルートの違いはあるものの，両作品集には代替性が認25 

められる。被告は，内容，利用目的・利用態様及び販売ルートの相違か
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ら，原告作品集と被告作品集には代替性がないと主張するが，上記説示

に照らして採用できない。 

(ｳ) 以上からすれば，被告作品集の販売に係る損害額について原告作品集

の利益額に基づき著作権法１１４条１項の適用があるというべきである。 

イ 原告らが販売することができないとする事情（推定覆滅事情） 5 

被告は，販売市場の相違，被告の営業努力，被告作品集の顧客吸引力に

より，被告作品集の譲渡数量の全数について販売することができないとす

る事情があると主張する。 

そこで検討するに，原告作品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおい

てインターネット上で販売されている（甲２９）のに対し，被告作品集は10 

一竹美術館のショップ内で販売されており（前記前提事実(4)ア），顧客層

に一定の違いがあると考えられること，また，被告作品集は，美術館のシ

ョップにおいてまさに一竹作品等を観賞した者に対して販売されているこ

とにより，販売態様の異なる原告作品集とは顧客誘引力に違いがあると考

えられること，以上の事情を踏まえると，被告作品集の３０％については，15 

原告らが販売することができないとする事情があったと認めるのが相当で

ある。 

ウ 損害額 

以上を前提に損害額を算定する。 

(ｱ) 逸失利益 20 

a 譲渡数量 

前記前提事実(4)アのとおり，被告は，原告作品集を，平成２４年

６月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，

日本語版につき３３５９冊，英語版につき５４冊を販売し，また，日

本語版につき６７４冊，英語版につき３８冊を無償配布した（合計４25 

１２５冊）。 
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b １冊あたりの原告らの利益額 

証拠（甲２９，３０）によれば，原告作品集は，１冊３５００円で

販売され，製造原価は１冊あたり１４９９円（小数点以下切り捨て。

以下同じ。）と認められるから，一冊あたりの限界利益額は，２００

１円（３５００円－１４９９円）と認められる。 5 

c 逸失利益 

よって，平成２８年４月までに原告らに発生した逸失利益は，著作

権法１１４条１項に基づき，５７７万７８８７円（４１２５冊×０．

７×２００１円）と推定される（推定覆滅後）。 

このうち，原告Ａの逸失利益は，被告作品集に掲載されている原告10 

らの著作物計５７点（一竹作品５１点，工房作品４点，制作工程文章

１点，旧ＨＰコンテンツ１点）中，原告Ａが著作権を有する著作物が

５３点であるから，著作物数で按分し，５３７万２４２１円である。 

原告工房の逸失利益は，被告作品集に掲載されている原告らの著作

物５７点中，原告工房が著作権を有する著作物が４点であるから，著15 

作物数で按分し，４０万５４６５円である。 

(ｲ) 購入費用 

証拠（甲９）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，本

訴において侵害を立証するため，被告作品集を３０００円で購入したも

のと認められるから，同額の損害が発生した。 20 

(ｳ) 慰謝料 

前記前提事実(4)ア，前記３(1)及び同(2)アのとおり，被告は，制作工

程文章（１ないし７及び９）及び旧ＨＰコンテンツ（１及び２）を一部

改変して被告作品集に掲載しており，これは原告Ａの意に反する改変と

いえるから，同一性保持権の侵害に当たる。その改変の内容，程度に照25 

らし，原告Ａが受けた精神的苦痛を慰謝するのに必要な金額は，制作工
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程文章及び旧ＨＰコンテンツにつきそれぞれ５万円の合計１０万円と認

めるのが相当である。 

(ｴ) 合計 

以上より，被告による被告作品集の販売により，原告Ａに５４７万５

４２１円，原告工房に４０万５４６５円の損害が発生した。 5 

(2) 被告小冊子 

ア 著作権法１１４条１項の適用の有無 

(ｱ) 原告作品集の販売主体及び原告らの販売能力 

原告作品集の販売主体が原告らであること，原告らに販売能力がある

ことは，前記(1)ア(ｱ)のとおりである。 10 

(ｲ) 原告作品集と被告小冊子の代替性 

被告小冊子は，一竹美術館を紹介することを主たる目的とした冊子と

認められるが，一竹作品２２点を掲載しており，それ自体を観賞するこ

とができるから，原告作品集と一定の代替性があるものと認められる。

後記のとおり，被告が主張する内容，利用目的・態様，販売ルート等の15 

相違は，原告らが販売することができないとする事情として考慮すべき

ものである。 

(ｳ) 以上からすれば，被告小冊子の販売に係る損害額について原告作品集

の利益額に基づき著作権法１１４条１項の適用があるというべきである。 

イ 原告らが販売することができないとする事情（推定覆滅事情） 20 

被告は，販売市場の相違，被告の営業努力，被告作品集の顧客吸引力に

より，被告作品集の譲渡数量の全数について販売することができないとす

る事情があると主張する。 

そこで検討するに，原告作品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおい

てインターネット上において３５００円で販売されているのに対し，被告25 

小冊子は一竹美術館のショップ内において５００円で販売され，また一部



 62 

は旅行代理店やホテル等において（弁論の全趣旨）無料配布されており，

顧客層や販売価格に相当の違いがあること，また，被告小冊子は原告作品

集の５分の１程度の頁数であることに加え，一竹作品のほかにも，一竹美

術館の外観や敷地，着物作品以外の展示品等も掲載されており，全体とし

て一竹美術館自体を紹介する要素が強く，作品集とは内容・性格がかなり5 

異なるものと認められること（甲１１），原告自身も寄与率を１５％と主

張していること，以上の事情を踏まえると，被告小冊子の９０％について

は，原告らが販売することができないとする事情があったと認めるのが相

当である。 

ウ 損害額 10 

以上を前提に損害額を算定する。 

(ｱ) 逸失利益 

a 譲渡数量 

前記前提事実(4)イのとおり，被告は，被告小冊子を，平成２４年

６月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，15 

日本語版につき３０２７冊，英語版１につき１７８１冊，英語版２に

つき４２５冊の合計５２３３冊を販売した。 

b １冊あたりの原告らの利益額 

前記(1)ウ(ｱ)b のとおり，一冊あたりの限界利益額は，２００１円

と認められる。 20 

c 逸失利益 

よって，平成２８年４月までに原告らに発生した逸失利益は，著作

権法１１４条１項に基づき，１０４万７１２３円（５２３３冊×０．

１×２００１円）と推定される（推定覆滅後）。 

(ｲ) 権利侵害による支出 25 

証拠（甲１１）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，
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本訴において侵害を立証するため，被告小冊子１冊を５００円で購入し

たものと認められるから，同額の損害が発生した。 

(ｳ) 合計 

以上より，被告による被告小冊子の販売により，原告Ａに１０４万７

６２３円の損害が発生した。 5 

(3) 被告絵葉書，被告一筆箋及び被告ハンカチ 

ア 著作権１１４条２項の適用の有無 

著作権者に，侵害者による著作権侵害行為がなかったならば利益が得ら

れたであろうという事情が存在する場合には，著作権法１１４条２項の適

用が認められると解すべきであり，著作権者と侵害者の販売経路等に相違10 

が存在するなどの諸事情は，推定された損害額を覆滅する事情として考慮

されるとするのが相当である（知財高裁平成２５年２月１日特別部判決参

照）。 

証拠（甲２９）によれば，原告らは，訴外一竹辻が花のウェブサイトに

おいて，スカーフ，ハンカチ，袱紗，パーティバッグ，小物入れ及び絵葉15 

書を販売していることが認められる。 

そうすると，被告絵葉書，被告一筆箋及び被告ハンカチについては，上

記原告らの販売商品との代替性が認められ，被告による著作権侵害行為が

なかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものといえ

るから，著作権法１１４条２項の適用が認められる。一方で，被告カレン20 

ダー，被告クリアファイル，被告わさびチューブ及び被告石鹸については，

上記原告らの販売商品とはおよそ異なるものであり，被告による著作権侵

害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するも

のとはいえないから，著作権法１１４条２項の適用は認められない。 

イ 推定覆滅事情 25 

被告は，販売ルート，外観の相違から，原告らの商品と被告の商品との
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間には代替性がなく，被告の得た利益全部について損害の推定が覆滅され

ると主張する。 

そこで検討するに，原告らの商品は，訴外一竹辻が花のウェブサイトに

おいて，絵葉書につき５００円（８枚又は６枚セット），ハンカチにつき

１８００円で販売されているのに対し，被告の商品は，一竹美術館のショ5 

ップにおいて，被告絵葉書につき１２０円（１枚），被告ハンカチにつき

６００円，被告一筆箋につき４５０円で販売されており，顧客層及び販売

価格に一定の相違があること，ハンカチについては原告らの商品と被告の

商品はデザイン，外観に相当の違いがあると認められること（甲１６，２

９），原告らは一筆箋を販売していないこと，被告の商品は美術館のショ10 

ップにおいてまさに一竹作品等を観賞した者に対して販売されていること

により，販売態様の異なる原告の商品とは顧客誘引力に違いがあると考え

られること，以上の事情を踏まえると，被告絵葉書，被告一筆箋，被告ハ

ンカチの販売により得た利益の３０％については，原告らの損害であると

の推定が覆滅するものと認めるのが相当である。 15 

以上を前提に損害額を算定する。 

ウ 被告絵葉書 

(ｱ) 逸失利益 

前記前提事実(4)エのとおり，被告は，平成２４年６月から平成２８年

４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，被告絵葉書を販売価格20 

１枚１２０円で６万８７８１枚販売した。 

被告絵葉書１枚あたりの限界利益は９６円である（争いのない事実）。 

そうすると，平成２８年４月までの原告Ａの逸失利益は，著作権法１

１４条２項に基づき，４６２万２０８３円（６万８７８１枚×９６円×

０．７）と推定される（推定覆滅後）。 25 

(ｲ) 購入費用 
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証拠（甲１３）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，

本訴において侵害を立証するために，被告絵葉書１枚を１２０円で購入

し，同額の損害を被ったことが認められる。 

(ｳ) 合計 

以上より，被告による被告絵葉書の販売により，原告Ａに４６２万２5 

２０３円の損害が発生した。 

エ 被告一筆箋 

(ｱ) 逸失利益 

前記前提事実(4)オのとおり，被告は，平成２４年６月から平成２８年

４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，被告一筆箋を販売価格10 

４５０円で７７１７枚販売した。 

証拠（乙３０）によれば，被告一筆箋の仕入額は２１５．２４円であ

ると認められるから，一枚あたりの限界利益額は２３４．７６円（４５

０円－２１５．２４円）である。 

そうすると，平成２８年４月までの原告Ａの逸失利益は，著作権法１15 

１４条２項に基づき，１２６万８１５０円（７７１７枚×２３４．７６

円×０．７）と推定される（推定覆滅後）。 

(ｲ) 購入費用 

証拠（甲１４）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，

本訴において侵害を立証するために，被告一筆箋１枚を４５０円で購入20 

したため，同額の損害が発生したことが認められる。 

(ｳ) 合計 

以上より，被告による被告一筆箋の販売により，原告Ａに合計１２６

万８６００円の損害が発生した。 

オ 被告ハンカチ 25 

(ｱ) 逸失利益 
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前記前提事実(4)キのとおり，被告は，平成２６年４月から平成２８年

４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，被告ハンカチを販売価

格６００円で１７２９枚販売した。 

証拠（乙３２）によれば，被告ハンカチの仕入額は４７２．２３円で

あると認められるから，一枚あたりの限界利益額は１２７．７７円（６5 

００円－４７２．２３円）である。 

そうすると，平成２８年４月までの原告Ａの逸失利益は，著作権法１

１４条２項に基づき，１５万４６４０円（１７２９枚×１２７．７７円

×０．７）と推定される（推定覆滅後）。 

(ｲ) 購入費用 10 

証拠（甲１６）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，

本訴において侵害を立証するために，被告ハンカチ１枚を６００円で購

入したため，同額の損害が発生したことが認められる。 

(ｳ) 合計 

以上より，被告による被告ハンカチの販売により，原告Ａに合計１５15 

万５２４０円の損害が発生した。 

(4) その他の被告商品 

ア 使用料相当額 

前記(1)ないし(3)以外の被告商品の販売等に係る損害については，著作

権法１１４条３項に基づき算定する。同項の「受けるべき金銭の額に相当20 

する額」については，東京美術倶楽部の使用料規程（甲３１）（以下，単

に「規程」という。）が美術の著作物及び言語の著作物の使用料の額を定

めていること（１条参照）に照らし，同規程に基づいて算定するのが相当

である。 

これに対して被告は，売上の１％が使用料相当額であると主張するが，25 

何ら根拠のない主張であるから採用できない。 
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また，被告は，東京美術倶楽部の管理委託契約約款（乙３５）（以下，

単に「約款」という。）８条１項によれば，手数料は利用料の２割の範囲

内で定められるとされていることから，仮に同団体の料率を適用する場合

には，手数料として２０％が控除されるべきであると主張する。しかしな

がら，約款８条１項（「委託者が受託者に支払う報酬は，受託者が収受し5 

た使用料の２０％以内で受託者が定めた率とする。」）は，著作権者であ

る委託者が東京美術倶楽部に著作物の利用許諾の取次を委任した場合の報

酬を定めるものである（同約款１条参照）から，単に同倶楽部の使用料規

程を参照して使用料相当額を算定する場合には，控除する必要のないもの

である。よって，被告の主張は採用できない。 10 

以上を前提に，被告が販売する各商品について検討する。 

イ 被告カレンダー 

(ｱ) 逸失利益 

a 美術の著作物１点をカレンダーに使用する場合の使用料は，「販売

価格×制作部数×７～１０％×（該当作品数÷全体収録作品数）」で15 

ある（規程３条２（８）③）。使用料率については，中間値の８．５％

とするのが相当である。 

b 前記前提事実(4)ウのとおり，被告は，一竹作品１１点及び工房作

品２点の合計１３点を被告カレンダーに複製し，平成２４年６月から

平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，Ａ４カレ20 

ンダーにつき販売価格１７００円，卓上カレンダーにつき販売価格１

８２０円，ポスターカレンダーにつき販売価格２５００円で販売した。

制作部数については，それぞれ１７７０部，８００部，１５０部と認

められる（甲１０）。 

c 以上を踏まえた使用料相当額の算定は以下のとおりであり，著作権25 

法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 
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(a) Ａ４カレンダー 

原告Ａにつき２１万６４１６円（１７００円×１７７０部×８．

５％×（１１÷１３）） 

原告工房につき３万９３４８円（１７００円×１７７０部×８．

５％×（２÷１３）） 5 

(b) 卓上カレンダー 

原告Ａにつき１０万４７２０円（１８２０円×８００部×８．５％

×（１１÷１３）） 

原告工房につき１万９０４０円（１８２０円×８００部×８．５％

×（２÷１３）） 10 

(c) ポスターカレンダー 

原告Ａにつき２万６９７１円（２５００円×１５０部×８．５％

×（１１÷１３）） 

原告工房につき４９０３円（２５００円×１５０部×８．５％×

（２÷１３）） 15 

(d) 合計 

原告Ａにつき３４万８１０７円 

原告工房につき６万３２９１円 

(ｲ) 購入費用 

証拠（甲１２）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，20 

本訴において侵害を立証するため，被告カレンダー（Ａ４カレンダー）

１部を１７００円で購入したものと認められるから，同額の損害が発生

した。 

(ｳ) 合計 

以上より，被告による被告カレンダーの製作販売により，原告Ａに３25 

４万９８０７円，原告工房に６万３２９１円の損害が発生した。 
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ウ 被告クリアファイル 

(ｱ) 逸失利益 

a 美術の著作物１点をクリアファイルに使用する場合の使用料は，「販

売価格×制作部数×５～８％」である（規程３条２（８）②）。使用

料率については，中間値の６．５％とするのが相当である。 5 

b 前記前提事実(4)カのとおり，被告は，少なくとも一竹作品２点を

１点ずつ２種類の被告クリアファイルに複製し，平成２４年６月から

平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，Ａ４クリ

アファイルにつき販売価格３５０円で，Ａ５クリアファイルにつき販

売価格３２０円で販売した。制作部数は，Ａ４クリアファイルについ10 

ては少なくとも８９５８部（被告が販売した８４８７部及び平成２８

年４月時点の在庫数４７１部の合計），Ａ５クリアファイルについて

は２０００部と認められる（甲１０）。 

c 以上を踏まえた使用料相当額の算定は以下のとおりであり，著作権

法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 15 

(a) Ａ４クリアファイル 

２０万３７９４円（３５０円×８９５８部×６．５％） 

(b) Ａ５クリアファイル 

４万１６００円（３２０円×２０００部×６．５％） 

(c) 合計 20 

２４万５３９４円 

(ｲ) 購入費用 

証拠（甲１５）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ａは，被告による侵

害行為を特定し，本訴において侵害を立証するため，被告クリアファイ

ル（Ａ４版）１部を３５０円で購入したものと認められるから，同額の25 

損害が発生した。 
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(ｳ) 合計 

以上より，被告による被告クリアファイルの製作販売により，原告Ａ

に２４万５７４４円の損害が発生した。 

エ 被告わさびチューブ 

(ｱ) 逸失利益 5 

a わさびチューブは「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポチ

袋等及びこれらに類するもの」といえるから（被告も特に争わない。），

美術の著作物１点をわさびチューブに使用する場合の使用料は，「販

売価格×制作部数×５～８％」である（３条２（８）②）。使用料率

については，中間値の６．５％とするのが相当である。 10 

b 前記前提事実(4)クのとおり，被告は，一竹作品１点を被告わさび

チューブに複製し，平成２５年４月から平成２８年４月までの間，一

竹美術館のショップにおいて，販売価格６５０円で販売した。制作部

数については，１２５０個と認められる（甲１０）。 

c 以上を踏まえた使用料相当額の算定は以下のとおりであり，著作権15 

法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

５万２８１２円（６５０円×１２５０個×６．５％） 

(ｲ) 購入費用 

証拠（甲１７）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，

本訴において侵害を立証するため，被告わさびチューブ１本を６５０円20 

で購入したものと認められるから，同額の損害が発生した。 

(ｳ) 慰謝料 

原告Ａは，被告の著作権法１１３条６項該当行為により，原告Ａには

少なくとも１０万円の精神的損害が発生したと主張するが，前記３(3)

のとおり，原告Ａは著作者ではなく著作者人格権を有しないから，原告25 

Ａの上記主張はその前提を欠き採用できない。 
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(ｴ) 合計 

以上より，被告による被告わさびチューブの製作販売により，原告Ａ

に５万３４６２円の損害が発生した。 

オ 被告石鹸 

(ｱ) 逸失利益 5 

a 石鹸は「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポチ袋等及びこ

れらに類するもの」といえるから（被告も特に争わない。），美術の

著作物１点を石鹸に使用する場合の使用料は，「販売価格×制作部数

×５～８％」である（規程３条２（８）②）。使用料率については，

中間値の６．５％とするのが相当である。 10 

b 前記前提事実(4)ケのとおり，被告は，一竹作品１６点及び工房作

品２点の合計１８点を被告石鹸に複製し，平成２７年３月から平成２

８年４月までの間，一竹美術館のショップにおいて，販売価格６４８

円で１５３９個を販売した。制作部数については，１８００個（１８

種類×１００個）と認められ（甲１０，１５，１８），一竹作品を利15 

用した石鹸は１６種類で合計１６００個，工房作品を利用した石鹸は

２種類で合計２００個と推認される。 

c 以上を踏まえた使用料相当額の算定は以下のとおりであり，著作権

法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

原告Ａにつき６万７３９２円（６４８円×１６００個×６．５％） 20 

原告工房につき８４２４円（６４８円×２００個×６．５％） 

(ｲ) 購入費用 

証拠（甲１８）によれば，原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，

本訴において侵害を立証するため，被告石鹸１個を６４８円で購入した

ものと認められるから，同額の損害が発生した。 25 

(ｳ) 慰謝料 
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原告らは，原告らにはそれぞれ少なくとも１０万円の精神的損害が発

生したと主張するが，前記エ(ｳ)と同様，原告らの主張は採用できない。 

(ｴ) 合計 

以上より，被告による被告石鹸の製作販売により，原告Ａに６万８０

４０円，原告工房に８４２４円の損害が発生した。 5 

カ 被告シール 

シールは「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポチ袋等及びこれ

に類するもの」といえるから（被告も特に争わない。），美術の著作物１

点をシールに使用する場合の使用料は，「販売価格×制作部数×５～８％」

であるが，最低保証使用料は５０００円である（規程３条２（８）②）。 10 

前記前提事実(4)コのとおり，被告は，工房作品１点を被告シールに複製

し，平成２７年９月から平成２８年４月までの間，一竹美術館のショップ

で販売している被告ハンカチに貼付して，配布した。 

そうすると，販売価格はないため，上記算定式に基づく使用料は０円と

なり，使用料相当額は，最低保証使用料の５０００円であり，著作権法１15 

１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

以上より，被告による被告シールの製作配布により，原告工房に５００

０円の損害が発生した 

キ 被告入場券 

美術の著作物１点を入場券に使用する場合の使用料は，３／４頁以上の20 

場合，３万部までが８５００円であり，３万部を超える場合には５０００

部毎に８００円が追加される（規程３条２（７）①）。 

前記前提事実(4)サ及び証拠（甲２０）によれば，被告は，一竹作品１点

を被告入場券に３／４頁以上の大きさで複製し，平成２４年１０月から現

在まで，美術館入り口において入場者に対して配布しており，少なくとも25 

２０万枚を製作した。 
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そうすると，使用料相当額は，３万５７００円（８５００円＋８００円

×１７万部÷５０００部）であり，著作権法１１４条３項に基づき同額が

損害額となる。 

以上より，被告による被告入場券の製作配布により，原告Ａに３万５７

００円の損害が発生した。 5 

ク 被告しおり 

しおりは「入場券・チラシ・リーフレット・パンフレット等」に類する

ものといえるから，美術の著作物１点をしおりに使用する場合の使用料は，

３／４頁以上の場合，３万部までが８５００円である（規程３条２（７）

①）。 10 

前記前提事実(4)シ及び証拠（甲２１）によれば，被告は，一竹作品少な

くとも４点を１点ずつ被告しおりに３／４頁以上の大きさで複製し，平成

２４年７月から現在まで，美術館入り口において入場者に対して配布して

おり，少なくとも２万５３００部を製作した。 

そうすると，一竹作品４点の使用料相当額は，８５００円であり，著作15 

権法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

以上より，被告による被告しおりの製作配布により，原告Ａに８５００

円の損害が発生した。 

ケ 被告ポスター 

美術の著作物１点を告知用ポスターに使用する場合，Ｂ２（515 ㎜×72820 

mm）超Ｂ０(1030mm×1456mm)以下の場合，１０００部までは３万７５００

円である（規程３条２（７）②）。 

前記前提事実(4)ス及び証拠（甲２２）によれば，被告は，一竹作品１点

をＢ２超Ｂ０以下の大きさの被告ポスターに複製し，美術館入り口近くに

おいて，展示している。 25 

そうすると，一竹作品の使用料相当額は，３万７５００円であり，著作
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権法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

以上より，被告による被告ポスターの製作展示により，原告Ａに３万７

５００円の損害が発生した。 

コ 被告パンフレット 

(ｱ) 算定式 5 

美術の著作物１点をパンフレットに使用する場合の使用料は，１／２

頁以上の場合，３万部までが５１００円であり，３万部を超える場合に

は５０００部毎に８００円が加算される（規程３条２（７）①）。 

言語の著作物を展覧会の広報宣伝等に用いる場合の使用料は，「２０

００円×（総文字数÷２００字（小数点以下切上げ））」である（３条10 

３（７））。 

(ｲ) 前記前提事実(4)セ及び証拠（甲２３）によれば，被告は，一竹作品

４点及び工房作品２点の合計６点のうちいずれか１点を被告パンフレッ

トに各１／２頁の大きさで複製し，また，旧ＨＰコンテンツ１及び２（総

文字数９０６字）を被告パンフレットに改変して複製し，平成２４年６15 

月から現在まで，美術館入り口において配布しており，少なくとも１３

万６０００部を製作した。 

(ｳ) 以上を踏まえた使用料相当額の算定は以下のとおりである。 

a 一竹作品及び工房作品の使用料相当額 

２万２７００円（５１００円＋８００円×２２（≒１０万６０００20 

部÷５０００部）） 

被告パンフレット７種のうち，一竹作品を利用したパンフレットは

５種，工房作品を利用したパンフレットは２種であるから，一竹作品

の使用料相当額は１万６２１４円（２万２７００円×５÷７），工房

作品の使用料相当額は６４８５円（２万２７００円×２÷７）である。 25 

b 旧ＨＰコンテンツの使用料相当額 
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１万円（２０００円×５（≒９０６÷２００字）） 

c 小計 

よって，原告Ａの使用料相当額は合計２万６２１４円，原告工房の

使用料相当額は合計６４８５円であり，著作権法１１４条３項に基づ

き同額が損害額となる。 5 

(ｴ) 慰謝料 

前記前提事実(4)セ及び前記３(2)イのとおり，被告は，旧ＨＰコンテ

ンツ１及び２を一部改変して被告パンフレットに掲載しており，これは

原告Ａの意に反する改変といえ，同一性保持権の侵害に当たる。その改

変の内容，程度に照らし，原告Ａが受けた精神的苦痛を慰謝するのに必10 

要な金額は５万円と認めるのが相当である。 

(ｵ) 合計 

以上より，被告による被告パンフレットの製作配布により，原告Ａに

合計７万６２１４円，原告工房に６４８５円の損害が発生した。 

サ 被告特別割引券 15 

(ｱ) 算定式 

美術の著作物１点を特別割引券に使用する場合の使用料は，３／４頁

以上の場合，３万部までが８５００円，１／２頁以上の場合，３万部ま

でが５１００円であり，いずれも３万部を超える場合には５０００部毎

に８００円が加算される（規程３条２（７）①）。 20 

言語の著作物を展覧会の広報宣伝等に用いる場合の使用料は，「２０

００円×（総文字数÷２００字（小数点以下切上げ））」である（３条

３（７））。 

(ｲ) 前記前提事実(4)ソ及び証拠（甲２４）のとおり，被告は，一竹作品

２点を被告特別割引券に１頁程度の大きさと１／２頁程度の大きさで１25 

点ずつ複製し，また，旧ＨＰコンテンツ２（総文字数７３７字）を被告
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特別割引券に一部改変して複製し，平成２４年５月２９日から現在まで，

一竹美術館周辺の店舗にて配布しており，少なくとも３４万部を製作し

た。 

(ｳ) 以上を踏まえた使用料相当額の算定は以下のとおりである。 

a 一竹作品の使用料 5 

１１万２８００円（（８５００円＋５１００円）＋（８００円＋８

００円）×３１万部÷５０００部） 

b 旧ＨＰコンテンツの使用料 

８０００円（２０００円×４（≒７３７÷２００字））である。 

c 小計 10 

よって，原告Ａの使用料相当額は，合計１２万０８００円であり，

著作権法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

(ｴ) 慰謝料 

前記前提事実(4)ソ及び前記３(2)ウのとおり，被告は，旧ＨＰコンテ

ンツ２を一部改変して被告特別割引券に掲載しており，これは原告Ａの15 

意に反する改変といえ，同一性保持権の侵害に当たる。その改変の内容，

程度に照らし，原告Ａが受けた精神的苦痛を慰謝するのに必要な金額は

５万円と認めるのが相当である。 

(ｵ) 合計 

以上より，被告による被告特別割引券の製作配布により，原告Ａに合20 

計１７万０８００円の損害が発生した。 

シ 被告展示案内チラシ 

美術の著作物１点をチラシに使用する場合の使用料は，１／４頁未満の

の場合，３万部までが３４００円であり，３万部を超える場合には５００

０部毎に８００円が加算される（規程３条２（７）①）。 25 

前記前提事実(4)タ及び証拠（甲２５）のとおり，被告は，一竹作品４点
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を被告展示案内チラシにいずれも１／４頁未満の大きさで複製し，平成２

４年５月２９日から現在まで，一竹美術館にて配布しており，少なくとも

合計２０万部を製作した。 

そうすると，使用料相当額は，一竹作品１点あたり，３万０６００円（３

４００円＋８００円×１７万部÷５０００部）であり，一竹作品４点では，5 

１２万２４００円であり，著作権法１１４条３項に基づき同額が損害額と

なる。 

以上より，被告による被告展示案内チラシの製作配布により，原告Ａに

１２万２４００円の損害が発生した。 

ス 被告イベント案内チラシ 10 

美術の著作物１点をチラシに使用する場合の使用料は，３／４頁以上の

場合，３万部までが８５００円であり，３万部を超える場合には５０００

部毎に８００円が加算される（規程３条２（７）①）。 

前記前提事実(4)チ及び証拠（甲２６）のとおり，被告は，一竹作品２点

及び工房作品１点の合計３点をいずれも３／４頁以上の大きさで被告イベ15 

ント案内チラシに複製し，平成２４年５月２９日から平成２７年１２月頃

まで，美術館にて配布しており，少なくとも２０万部を製作した。 

そうすると，使用料相当額は，一竹作品１点あたり，３万５７００円（８

５００円＋８００円×１７万部÷５０００部）である。被告イベント案内

チラシでは，一竹作品が２点，工房作品が１点使用されているから，一竹20 

作品及び工房作品の使用料相当額は，それぞれ７万１４００円及び３万５

７００円であり，著作権法１１４条３項に基づき同額が損害額となる。 

以上より，被告によるイベント案内チラシの製作配布により，原告Ａに

７万１４００円，原告工房に３万５７００円の損害が発生した。 

セ 被告 Facebook への投稿 25 

美術の著作物をコンピューター・ネットワークにより利用する場合の使
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用料は，１か月までが 7,500 円であり，２か月目以降が 3,750 円／月であ

る（規程３条２（５））。 

前記前提事実(4)ツのとおり，被告は，被告 Facebook に，一竹作品「春

陽」を平成２７年１月１１日から平成２８年８月まで２０か月間，一竹作

品「頭」を平成２７年３月２６日から平成２８年８月まで１８か月間，一5 

竹作品「華鳥」を平成２７年１２月１０日から平成２８年８月まで９か月

間，工房作品「垂れ桜姫」を平成２７年５月３日から平成２８年８月まで

１６か月間，それぞれ掲載した。 

そうすると，一竹作品の使用料相当額はそれぞれ７万８７５０円，７万

１２５０円，３万７５００円の合計１８万７５００円であり，工房作品の10 

使用料相当額は６万３７５０円であり，著作権法１１４条３項に基づき同

額が損害額となる。 

以上より，被告による被告 Facebook への投稿により，原告Ａに合計１８

万７５００円，原告工房に６万３７５０円の損害が発生した。 

ソ 被告ＨＰへの掲載 15 

言語の著作物をコンピューター・ネットワークにおいて利用する場合の

使用料は，１か月あたり「２０００円×（総文字数÷２００字（小数点以

下切上げ））」であり，２か月目以降は当該使用料の５０％である（規程

３条３（５））。 

前記前提事実(4)テ及び証拠（甲２８）のとおり，被告は，旧ＨＰコンテ20 

ンツ１，３及び４（総文字数４９１字）を複製し，平成２４年５月２９日

から少なくとも平成２８年８月まで（５２か月），被告ＨＰに掲載して，

公衆送信している。 

旧ＨＰコンテンツの１月あたりの使用料相当額は，１か月目は６０００

円（２０００円×３（≒４９１字÷２００字））で，２か月目以降は３０25 

００円であり，使用料相当額の合計は１５万９０００円（６０００円＋３
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０００円×５１か月）であり，著作権法１１４条３項に基づき同額が損害

額となる。 

なお，前記３(2)エのとおり，同一性保持権の侵害は認められない。 

以上より，被告による被告ＨＰへの掲載により，原告Ａに合計１５万９

０００円の損害が発生した。 5 

(5) 弁護士費用 

原告らの各損害合計額その他諸般の事情を考慮すると，弁護士費用として

は，原告Ａにつき１４０万円，原告工房につき１０万円が相当である。 

(6) 損害額合計 

以上を合計すると，原告Ａにつき合計１５５５万５１５４円，原告工房に10 

つき合計６８万８１１５円の損害が発生した。 

９ 争点９（消滅時効の成否）について 

被告は，原告Ａは，平成２４年に，被告の担当者である訴外Ｇに対し，一竹

美術館で被告が販売している商品について，販売中止の申入れを行なっており，

遅くとも平成２４年には，一竹作品の各利用方法について知っていたから，平15 

成２８年３月２８日の被告への通知から３年前の平成２５年３月２８日以前の

損害賠償請求権については時効消滅している旨主張する。 

しかしながら，原告Ａが平成２４年に訴外Ｇに一竹美術館で被告が販売する

商品について販売中止の申入れを行ったことを認めるに足りる証拠はなく，そ

のほか，原告らが，平成２５年３月２８日以前に，原告らの著作権が侵害され20 

たことを知っていたと認めるに足りる証拠はないから，被告の主張する上記時

効消滅は認めることができない。 

１０ 争点１０（差止めの必要性）について 

前記のとおり，被告が，別紙被告配布物目録記載の配布物や別紙被告ＨＰ目

録記載のホームページに係る著作権侵害及び著作者人格権侵害の成立を全面的25 

に争っていること等に照らせば，主文第１項ないし第３項掲記の差止めを命じ
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る必要性が認められる。 

第４ 結論 

以上によれば，原告らの請求は，主文第１項ないし第５項の限度で理由がある

からこれらを認容し，その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する

こととして，主文のとおり判決する。 5 

東京地方裁判所民事第４７部 

 

裁判長裁判官    沖 中 康 人 

 

 10 

裁判官    髙 櫻 慎 平 

 

 

 

 15 

裁判長裁判官    沖 中 康 人 
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（別紙）損害額に関する当事者の主張 

 

（原告らの主張） 

１ 主位的主張 

(1) 著作権法 114 条 1 項に基づく損害（被告作品集，被告小冊子） 5 

ア 114 条 1 項の適用があること 

(ｱ) 原告らの販売能力について 

被告は，原告作品集を制作販売したのは，原告らではなく，訴外一竹

辻が花や訴外株式会社便利堂（以下「訴外便利堂」という。）であると

して，同項の適用を否定する。しかし，まず，便利堂は印刷会社であり，10 

原告作品集を印刷製本したにすぎない。原告らが原告作品集の印刷製本

を印刷会社に依頼することは，原告らに制作能力がないことを意味しな

い。したがって，そのことは原告らに販売能力がないことを意味しない。

また，原告らが訴外一竹辻が花を販売名義人にしていることは，原告ら

に販売能力がないことを意味しない。販売自体は，いくらでも専門の業15 

者を使って，または自社のＨＰを使って可能であるからである。 

原告作品集や被告作品集のような著作物の販売能力を規定するのは，

企画制作能力と，製造・販売についての知識経験である。その企画制作

能力としては，この作品分野における作品の選択眼と編集能力である。

原告作品集において作品の選択眼と編集能力を持っているのは，訴外一20 

竹辻が花の代表者（当時）でも原告工房の代表者でもある原告Ａである

（甲５０）。また，この作品分野における印刷委託先及び販売について

知識経験を有するのは，原告Ａである。訴外一竹辻が花は，原告工房と

は別法人ではあるものの，両者ともに原告Ａが代表者を務めていた法人

であり（甲５０），実質的には原告工房と同様に原告Ａの屋号にすぎな25 

い。原告らは，従来から着物や商品の制作は原告工房名義とし，制作し
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た着物や商品の販売は訴外一竹辻が花名義とするという，名義上の棲み

分けをしていたため，原告作品集についても訴外一竹辻が花名義で販売

したにすぎない。以上のとおり，原告らが原告作品集を制作・販売する

潜在的能力を有することは明かである。 

したがって，原告らは，原告作品集を販売する能力を有しており，本5 

件には１１４条１項が適用される。 

(ｲ) 被告作品集との代替性について 

a 原告作品集の内容について 

原告作品集全体（甲５１）から，被告作品集が原告作品集に対して

代替性を有することは明かである。 10 

b 利用の目的・態様について 

両作品集は，いずれも，一竹作品及び工房作品を多数掲載すること

により，これらの作品の世界観を読者に伝えるものである。それぞれ

の作品掲載数も，原告作品集が５１作品であるのに対して，被告作品

集も５５作品でありほぼ同数である。しかも，原告作品集は３５００15 

円で販売されているのに対し（甲２９），被告作品集は３０００円で

販売されており（甲１０），価格帯もほぼ同じである。したがって，

両作品集における一竹作品及び工房作品の利用目的及び態様は，ほぼ

同一である。 

c 販売ルートについて 20 

原告作品集も被告作品集も，一竹作品及び工房作品の世界観に魅了

された全ての者を対象に，何らの制限なく販売されているのだから，

販売顧客層は同一である。被告は，原告作品集と被告作品集の販売方

法の違いを指摘するが，それは両作品集の代替性を否定することには

ならない。例えば，一竹辻が花のＨＰ上で原告作品集を購入予定だっ25 

た者が，一竹美術館において原告作品集の代わりに被告作品集を購入
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することも十分にあり得る。 

(ｳ) 著作権者が販売することができないとする事情について 

被告は，美術館の来館者増加によって，被告作品集の販売が増加した

ことを何ら立証していない。また，被告作品集の表紙（甲９）の装丁も，

一竹作品である「極光」（一竹作品目録４８）の一部をそのまま利用し5 

ただけであり，被告自身は何らの工夫もしていない。むしろ，購入者は，

一目で一竹作品が表紙に利用されていることを認識できるのだから，一

竹作品自体が専ら被告著作物の売上に寄与していることは明らかである。 

イ 被告作品集の制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 10 

平成 24 年 10 月から平成 28 年 4 月までの被告作品集の譲渡数量は，日

本語版については，有償譲渡が 3,359 部，無償譲渡が 674 部，英語版に

ついては有償譲渡が 54 部，無償譲渡が 38 部であり，合計 4,125 部であ

る。 

また，原告らは，被告作品集と代替性を有するものとして，現在，訴15 

外一竹辻が花名義で，一竹作品，制作工程文章，制作工程写真，旧ＨＰ

コンテンツ並びに美術館写真を掲載した原告作品集（甲８）を販売して

いるが（甲２９），原告作品集は，1,000 冊毎 1,499,400 円（一冊あた

り 1,499 円）で業者に発注して制作し（甲３０），一冊あたり 3,500 円

で販売しているから（甲２９），一冊あたりの限界利益は，2,001 円（＝20 

3500 円－1,499 円）である。 

したがって，平成 28 年 4 月までに原告らに発生した逸失利益は，8,2

54,125 円（＝4,125 部×2,001 円）である。 

このうち原告Ａに発生した逸失利益は，被告作品集に掲載されている

著作物計 57 点（一竹作品 51 点，工房作品 4 点，制作工程文章 1 点，旧25 

ＨＰコンテンツ 1 点）中，原告Ａが著作権を有する著作物は 53 点（上記
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57 点から，工房作品「波」，「渦」，「天祥」及び「薀」の 4 点を除い

たもの）であるから，著作物数で按分して，7,674,888 円（＝8,254,125

円÷57×53）である。 

また，原告工房に発生した逸失利益は，被告作品集に掲載されている

著作物 57 点中，原告工房が著作権を有する著作物は 4 点（「波」，「渦」，5 

「天祥」，「薀」）であるから，著作物数で按分して，579,236 円（＝8,

254,125 円÷57×4）である。 

(ｲ) 侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立

証するために，一竹美術館において被告作品集を購入した（甲９）。よ10 

って，購入費用 3,000 円（甲１０）について，損害が発生した。 

(ｳ) 慰謝料 

原告Ａは，被告が制作工程文章及び旧ＨＰコンテンツについて原告Ａ

の意に反する改変を行なったことにより精神的苦痛を受けたことから，

２件で少なくとも 20 万円の精神的損害が発生した。 15 

(ｴ) 合計 

よって，被告による被告作品集の販売により，原告Ａに合計 7,877,88

8 円，原告工房に合計 579,236 円の損害が発生した。 

ウ 被告小冊子の制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 20 

原告は一竹作品を多数掲載した原告作品集（甲 51）を販売しているの

で（甲 29），被告小冊子（甲 11）のような一竹作品を複数掲載した小冊

子をいつでも制作販売することができる。 

前記イ(ｱ)のとおり，原告作品集の限界利益は 2,001 円であり（甲 29，

30），原告作品集の販売価格は 3,500 円であるから（甲 29），原告作品25 

集の限界利益率は 57%（=2,001 円／3,500 円）である。被告小冊子は，
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原告作品集とページ数こそ異なるものの，一竹作品を高画質でかつ多数

掲載した書籍である点で共通する。 

被告は，被告小冊子を，日本語版，英語版①及び英語版②合計で，5,

233 部（=3,027 部＋1,781 部＋425 部）を各 500 円で販売した。 

したがって，原告Ａの逸失利益は，1,491,405 円（=500 円×57%×5,25 

33 部）である。なお，ここでいう 500 円とは，原告作品集の販売価格（3,

500 円）に被告小冊子による寄与率（実質的な作品数の割合）15％を乗

じた金額（下２桁切り捨て）である。 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による権利侵害及び侵害行為を特定し，また本訴にお10 

いて侵害を立証するために，一竹美術館において被告小冊子を購入した。

よって，購入費用 500 円について損害が発生した（甲９）。 

(ｳ) 合計 

よって，被告による被告小冊子の制作販売により，原告Ａに合計 1,49

1,905 円の損害が発生した。 15 

(2) 著作権法 114 条 2 項に基づく損害（被告カレンダー，被告絵葉書，被告一

筆箋，被告クリアファイル，被告ハンカチ，被告わさびチューブ，被告石鹸） 

ア 114 条 2 項の適用があること 

(ｱ) 原告らが自ら販売していないとの主張について 

原告作品集同様，原告らは，原告らと実質的に同一法人である訴外一20 

竹辻が花の名義を利用して，スカーフやハンカチといった商品を販売し

ていたにすぎないのであって，これらの商品の実質的な制作販売主体は

原告らであるから，114 条 2 項は当然に適用される。 

(ｲ) 原告らが販売する製品と，被告カレンダー，被告一筆箋，被告クリア

ファイル，被告わさびチューブ及び被告石鹸の代替性について 25 

原告が販売する商品と被告が販売する商品との間に，代替性は必要な
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く，著作権者が侵害者と同様の方法で著作物を利用して利益を得られる

蓋然性があることが必要であるにとどまる。 

原告らは，ホームページ上において，スカーフ，ハンカチ，袱紗，パ

ーティバッグ，小物入れ，絵葉書，作品集，自伝等を販売する（甲２９）。

被告が販売するカレンダー，一筆箋，クリアファイル，わさびチューブ，5 

石鹸等は，原告らが販売するスカーフ，ハンカチ，袱紗，パーティバッ

グ，小物入れ等と同様に，雑貨，文具に属する。しかも，これらの商品

は，既成製品に単に一竹作品または工房作品をプリントしただけのもの

である。原告らがその意思さえあれば販売できる蓋然性のあることは明

かである。 10 

原告Ａが美術家としての心情として一竹作品を食材や日常消費財とを

一緒にしたくないということは，原告が被告販売商品を販売できる蓋然

性と無関係である。原告Ａが，一竹美術館に対し，布製品について販売

中止を申し入れたことは，原告らが被告の販売する商品を販売できる蓋

然性とは無関係である。 15 

(ｳ) 原告らが販売する商品と，被告ハンカチ及び被告絵葉書の代替性につ

いて 

原被告作品集と同じように，原告商品も被告商品も，一竹作品及び工

房作品の世界観に魅了された全ての者を対象に，何らの制限なく販売さ

れているのだから，販売顧客層は同一である。 20 

被告ハンカチ及び被告絵葉書は，いずれも一竹作品及び工房作品をそ

のまま利用した商品にすぎず，原告らが保有する著作物のデザインをそ

のまま利用したという点において全く同じである。したがって，一竹作

品や工房作品を利用した被告ハンカチや被告絵葉書の販売によって，同

じく一竹作品や工房作品を利用した原告らのハンカチや絵葉書の売上が25 

減少するのは至極当然である。 
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(ｴ) 原告の制作販売能力について 

スカーフ，ハンカチ等の制作に必要なのは，既成商品に利用する一竹

作品や工房作品をうまく切り取るノウハウないし経験であり，製造自体

は，製造業者に委託するだけである。販売に必要なのは，販売人員や店

舗ないしＨＰのような販売媒体である。被告が販売しているようなカレ5 

ンダー，一筆箋，クリアファイル，石鹸等の制作販売に必要なノウハウ

や知識経験，販売媒体についても，原告らが制作販売するスカーフ，ハ

ンカチ，絵葉書等と何ら変わりはないから，原告らはいつでも商品を供

給できる潜在的能力を有している。商品によって異なるのは製造工程だ

けであるが，被告同様，製造は製造業者に委託するから，原告らが製造10 

設備や技術を持っているか否かは，原告らの制作販売能力とは無関係で

ある。 

(ｵ) 限界利益についての被告提出証拠について 

被告は，被告が販売する各商品の限界利益を示す資料として乙２７な

いし乙３４を提出するが，被告提出の証拠をベースとして被告の利益額15 

を算定すると，被告小冊子英語版の利益がマイナスとなり，また，被告

わさびチューブの利益がほぼゼロとなるが，通常そのような利益率で商

売をすることはあり得ない。したがって，被告が限界利益を示す資料と

提出した乙２７ないし乙３４は全体として信用性がない。 

長い期間在庫として抱えることのできる被告小冊子について，あえて20 

大幅に原価割れとなるまで販売価格を引き下げる必要性は全くないから，

被告の主張は信用できない。被告わさびチューブについても，販売開始

当初からほとんど利益の出ない商品を販売することはまずあり得ない。

 被告において，仕入れ価格が大きく，被告が原告主張の通常の限界利

益を出していないのは，被告が，被告の関係会社を製造委託先との間に25 

噛ませて，利益の中抜きをやっているからであり，被告主張の限界利益
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は，被告の内部関係者によって操作された金額であるから，１１４条２

項の適用に当たって，原告が被った損害と推定するのは適当ではない。 

イ 被告カレンダーの制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 

被告カレンダーの販売数量は，A4 版が 1,405 部，卓上版が 228 部，ポ5 

スター版が 118 部である。また，カレンダーの販売価格は，A4 版が 1,7

00 円，卓上版が 1,820 円，ポスター版が 2,500 円である（甲１０）とこ

ろ，限界利益率は少なくとも６割は下回らないから，A4 版の限界利益は

1,020 円，卓上版の限界利益は 1,092 円，ポスター版の限界利益は 1,50

0 円である。 10 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告Ａの逸失利益は，A4 版につい

ては 1,433,100 円，卓上版については 248,976 円，ポスター版について

は 177,000 円，合計 1,859,076 円である。 

そして，被告カレンダーの掲載作品合計数 13 点のうち一竹作品の掲載

数は 11 点，工房作品の掲載数は 2 点であるから，原告Ａ及び原告工房に15 

発生した逸失利益は，それぞれ 1,573,064 円（＝1,859,076÷13×11）及

び 286,011 円（＝1,859,076÷13×2）である。 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立

証するために，一竹美術館において被告カレンダーを購入した（甲１２）。20 

よって，購入費用 1,700 円について，損害が発生した。 

(ｳ) 合計 

よって，被告による被告カレンダーの制作販売により，平成 28 年 4

月までに原告Ａに合計 1,574,764 円，原告工房に合計 286,011 円の損害

が発生した。 25 

ウ 被告絵葉書の制作販売による損害 
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(ｱ) 逸失利益 

被告絵葉書の販売数量は，68,781 枚である。また，絵葉書の販売価格

は 120円であるところ，限界利益率は少なくとも８割は下回らないから，

一枚あたりの限界利益は 96 円である。 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告Ａの逸失利益は，6,602,976 円5 

（＝68,781 部×96 円）である。 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立

証するために，一竹美術館において被告絵葉書１枚を購入した（甲１３）。

よって，購入費用 120 円について，損害が発生した。 10 

(ｳ) 合計 

よって，被告による被告絵葉書の制作販売により，平成 28 年 4 月まで

に原告Ａに合計 6,603,096 円の損害が発生した。 

エ 被告一筆箋の制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 15 

被告一筆箋の販売数量は，7,717 枚である。また，被告一筆箋の販売

価格は 450 円であるところ，限界利益率は少なくとも８割は下回らない

から，一枚あたりの限界利益は 360 円である。 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告Ａの逸失利益は，2,778,120 円

（＝7,717 枚×360 円）である。 20 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立

証するために，一竹美術館において被告一筆箋を購入した（甲１４）。

よって，購入費用 450 円について，損害が発生した。 

(ｳ) 合計 25 

よって，被告の被告一筆箋の制作販売により，平成 28 年 4 月までに原
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告Ａに合計 2,778,570 円の損害が発生した。 

オ 被告クリアファイルの制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 

被告クリアファイルの販売数量は，A4 版が 8,487 部，A5 版が 1,021

部である。また，被告クリアファイルの販売価格は A4 版が 350 円，A55 

版が 320 円であるところ，限界利益率は少なくとも６割は下回らないか

ら，一枚あたりの限界利益は A4 版が 210 円，B5 版が 192 円である。 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告Ａの逸失利益は，A4 版が 1,78

2,270 円（＝8,487 部×210 円），B5 版が 196,032 円（＝1,021 部×192

円），合計 1,978,302 円である。 10 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立

証するために，一竹美術館において被告クリアファイルを購入した（甲

１５）。よって，購入費用 350 円について，損害が発生した。 

(ｳ) 合計 15 

よって，被告による被告クリアファイルの制作販売により，平成 28

年 4 月までに原告Ａに合計 1,978,652 円の損害が発生した。 

カ 被告ハンカチの制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 

被告ハンカチの販売数量は，1,729 枚である。また，被告ハンカチの20 

販売価格は 600 円であるところ，限界利益率は少なくとも６割は下回ら

ないから，一枚あたりの限界利益は 360 円である。 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告Ａの逸失利益は，622,440 円（＝

1,729 枚×360 円）である。 

(ｲ) 権利侵害による支出 25 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立
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証するために，一竹美術館において被告ハンカチを購入した（甲１６）。

よって，購入費用 600 円について，損害が発生した。 

(ｳ) 合計 

よって，被告による被告ハンカチの制作販売により，平成 28 年 4 月ま

でに原告Ａに合計 623,040 円の損害が発生した。 5 

キ 被告わさびチューブの制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 

被告わさびチューブの販売数量は，918 個である。また，わさびチュ

ーブの販売価格は 650 円であるところ，限界利益率は少なくとも６割は

下回らないから，一個あたりの限界利益は 390 円である。 10 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告Ａの逸失利益は，358,020 円（＝

918 個×390 円）である。 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立

証するために，一竹美術館において被告わさびチューブを購入した（甲15 

１７）。よって，購入費用 650 円について，損害が発生した。 

(ｳ) 慰謝料 

原告Ａは，故一竹の遺族・相続人であるだけではなく，故一竹が「一

竹辻が花」として作り出した芸術世界の正当承継人であり（甲４８及び

４９），一竹作品に対し，著作者である故一竹と同様に，深い携わりや20 

愛着を有してきた。しかしながら，被告は，わさびという日常食品のチ

ューブに，一竹作品を縮小し，かつラベルとして貼り付けたことにより，

故一竹の名誉声望のみならず，原告固有の名誉感情を著しく害した（甲

４８）。したがって，原告Ａには，少なくとも 10 万円の精神的損害が発

生した。 25 

(ｴ) 合計 



 92 

よって，被告による被告わさびチューブの制作販売により，平成 28

年 4 月までに原告Ａに合計 458,670 円の損害が発生した。 

ク 被告石鹸の制作販売による損害 

(ｱ) 逸失利益 

被告石鹸の販売数量は，1,539 個である。また，被告石鹸の販売価格5 

は 648円であるところ，限界利益率は少なくとも６割は下回らないから，

一個あたりの限界利益は 388 円である。 

したがって，平成 28 年 4 月までの原告らの逸失利益は，597,132 円（＝

1,539 個×388 円）である。 

そして，被告石鹸の作品利用合計数 18 点のうち一竹作品の掲載数は 110 

6 点，工房作品の掲載数は 2 点であるから，原告Ａ及び原告工房に発生

した逸失利益は，それぞれ 530,784 円（＝597,132÷18×16）及び 66,34

8 円（＝597,132÷18×2）である。 

(ｲ) 権利侵害による支出 

原告Ａは，被告による侵害行為を特定し，また本訴において侵害を立15 

証するために，一竹美術館において被告石鹸１個を購入した（甲１８）。

よって，購入費用 648 円について，損害が発生した。 

(ｳ) 慰謝料 

被告は，石鹸という日常消費財に，一竹作品を縮小し，かつラベルと

して貼り付けたことにより，故一竹の名誉声望のみならず，原告固有の20 

名誉感情を著しく害した（甲４８）。したがって，原告Ａには，少なく

とも 10 万円の精神的損害が発生した。 

また，被告は，工房作品も同様に，これを縮小し，かつラベルとして

石鹸に貼り付けたことにより，工房作品の著作者である原告工房の名誉

感情を著しく害した（甲４８）。したがって，原告工房には，少なくと25 

も 10 万円の精神的損害が発生した。 
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(ｴ) 合計 

よって，被告による被告石鹸の制作販売により，平成 28年 4月までに，

原告Ａに合計 631,432円，原告工房に合計 166,348円の損害が発生した。 

(3) 著作権法 114 条 3 項に基づく損害（被告シール，被告入場券，被告しおり，

被告ポスター，被告パンフレット，被告特別割引券，被告展示案内チラシ，5 

被告イベント案内チラシ，被告 Facebook，被告ＨＰ） 

使用料相当額の算定にあたっては，東京美術倶楽部の使用料規程（甲３１）

（以下，単に「規程」という。）を使用する。被告は，規程を参照する場合

には，同団体の管理委託約款８条１項が定める２０％の管理手数料を控除す

べきであると主張するが，１１４条３項が損害額として法定する金額は，「著10 

作権の行使につき受けるべき金額」，すなわち著作権行使の対価であり，行

使にかかる経費等を考慮した金額ではない。そもそも，原告らは，管理団体

に権利の管理を委託しておらず，管理団体による管理手数料に相当するサー

ビスを受けていないから，管理手数料を被告のために控除する理由が存在せ

ず，管理手数料分は使用料相当額から控除すべきとの被告の主張は誤りであ15 

る。 

ア 被告シールの制作配布による損害 

同規定においてシールは「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポ

チ袋等及びこれに類するもの」であるから，使用料は，「販売価格×制作

部数×5～8%」である（３条８項２号）。ただし，最低保証使用料は 5,00020 

円である。被告シールは，被告ハンカチに貼付して無償配布されるもので

あり，販売価格はないため，上記算式に基づく使用料は 0 円となる。した

がって，工房作品の使用料相当額は，最低保証価格の 5,000 円である。 

よって，被告による被告シールの制作配布により，平成 28年 4月までに，

原告工房に 5,000 円の損害が発生した。 25 

イ 被告入場券の制作配布による損害 



 94 

被告は，平成 28 年 7 月 7 日時点で，被告入場券を 20 万部制作している

（甲１０）。規程によれば，美術の著作物を入場券に使用する場合，3/4

頁以上の面積で，30,000 部までが 8,500 円で，30,000 部を超える場合には

5,000 部毎に 800 円である（３条２(7)①）。したがって，200,000 部発行

する場合，一竹作品の使用料相当額は，35,700 円（＝8,500 円＋800 円×15 

70,000 部÷5,000 部）である。 

よって，被告による被告入場券の制作配布により，平成 28 年 7 月 7 日ま

でに，原告Ａに合計 35,700 円の損害が発生した。 

ウ 被告しおりの制作配布による損害 

被告は，平成 28 年 7 月 7 日時点で，被告しおりを 25,300 部制作してい10 

る。規程において，しおりは「入場券・チラシ・リーフレット・パンフレ

ット等」に類するものであるから，使用料は，3/4 頁以上の面積で，30,00

0 部までが 8,500 円である（３条２(7)①）。したがって，被告しおり 25,

300 部（４種類合計）に対する一竹作品の使用料相当額は，8,500 円である。 

よって，被告による被告しおりの配布により，平成 28年 7月 7日までに，15 

原告Ａに合計 8,500 円の損害が発生した。 

エ 被告ポスターの制作による損害 

被告は，平成 28 年 3 月 4 日の時点（甲２２）で，被告ポスターを少なく

とも１部制作している。規程をもとに，同項の使用料相当額を算定する。

規程によれば，美術の著作物を告知用ポスターに使用する場合，B0 (103020 

mm×1456mm)サイズ以下で，1,000 部未満の発行数の場合，使用料は 37,50

0 円である（３条２（７）②）。したがって，被告ポスターに対する一竹

作品の使用料相当額は，37,500 円である。 

よって，被告による被告ポスターの複製により，平成 28 年 3 月 4 日まで

に，原告Ａに 37,500 円の損害が発生した。 25 

オ 被告パンフレットの制作配布による損害 
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(ｱ) 逸失利益 

a 一竹作品の使用料 

被告は，平成 24 年 6 月から平成 28 年 7 月 7 日までの間に，被告パ

ンフレットを 136,000 部制作した（７ヶ国語合計）（甲１０）。被告

パンフレットは，各 1/2 頁の大きさで，一竹作品ないし工房作品６点5 

のうちいずれか１点を複製している。規程によれば，美術の著作物１

点をパンフレットに使用する場合，1/2 頁以上で，30,000 部までが 5,

100 円で，30,000 部を超える場合には 5,000 部毎に 800 円加算される

（３条２(7)①）。なお，単位部数に満たない場合には，切り上げられ

る。 10 

したがって，被告パンフレット 136,000 部発行に対する使用料相当

額は，22,700 円（＝5,100 円＋800 円×22）である。 

そして，被告パンフレット７種のうち，一竹作品を利用したパンフ

レットは５種，工房作品を利用したパンフレットは２種であるから，

一竹作品及び工房作品の使用料相当額は，それぞれ 16,214 円（＝22,15 

700÷7×5）及び 6,485 円（＝22,700÷7×2）である。 

b 旧ＨＰコンテンツの使用料 

言語の著作物を，展覧会の広報宣伝等に用いる場合の使用料は，「2,

000 円×（総文字数÷200 字）」である（３条３（７））。なお，（総

文字数÷200 字）は，小数点以下が切り上げられる。被告が被告パン20 

フレットに複製をした「辻が花染」及び「久保田一竹と一竹辻が花染」

の文章の総文字数は，906 字であるから，平成 28 年 7 月 7 日までの使

用料相当額は 10,000 円（＝2,000 円×5）である。 

c 逸失利益総額 

よって，平成 28 年 7 月 7 日までの原告Ａの逸失利益は合計 26,21425 

円，原告工房の逸失利益は合計 6,485 円である。 
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(ｲ) 慰謝料 

原告Ａは，被告が旧ＨＰコンテンツについて，原告の意に反する改変

を行なったことにより，精神的苦痛を受けたことから，少なくとも 10

万円の慰謝料損害が発生した。 

(ｳ) 合計 5 

よって，被告による被告パンフレットの制作配布により，平成 28 年 7

月 7 日までに，原告Ａに合計 126,214 円，原告工房に 6,485 円の損害が

発生した。 

カ 被告特別割引券の制作配布による損害 

(ｱ) 逸失利益 10 

a 一竹作品の使用料 

被告は，平成 22 年 12 月から平成 28 年 7 月 7 日までの間に，被告

特別割引券を 34 万部制作した（甲１０）。被告特別割引券は，1 頁程

度の大きさと 1/2 頁程度の大きさで一竹作品を１点ずつ用いている。3

/4 頁以上での使用料は，30,000 部までが 8,500 円で，30,000 部を超15 

える場合には 5,000 部毎に 800 円加算される（３条２(7)①）。また，

1/2 頁以上での使用料，30,000 部までが 5,100 円で，30,000 部を超え

る場合には 5,000 部毎に 800 円加算される。したがって，被告特別割

引券における一竹作品の使用料相当額は，合計 112,800 円（＝（8,50

0 円＋5,100 円）＋（800 円＋800 円）×310,000 部÷5000 部）である。 20 

b 旧ＨＰコンテンツの使用料 

言語の著作物を，展覧会の広報宣伝等に用いる場合の使用料は，「2,

000 円×（総文字数÷200 字）」である（３条３（７））。なお，（総

文字数÷200 字）は，小数点以下が切り上げられる。 

被告が被告特別割引券に複製をした「久保田一竹と一竹辻が花染」25 

の文字数は，737 字であるから，使用料は 8,000 円（＝2,000 円×4）
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である。 

c 逸失利益総額 

よって，原告Ａの逸失利益は，合計 120,800 円である。 

(ｲ) 慰謝料 

原告Ａは，被告が旧ＨＰコンテンツについて，原告Ａの意に反する改5 

変を行なったことにより，精神的苦痛を受けたことから，少なくとも 10

万円の慰謝料損害が発生した。 

(ｳ) 合計 

よって，被告による被告特別割引券の制作配布により，平成 28 年 7

月 7 日までに，原告Ａに合計 220,800 円の損害が発生した。 10 

キ 被告展示案内チラシの制作販売による損害 

被告は，平成 22 年 12 月から平成 28 年 7 月 7 日までの間に，展示案内チ

ラシを 20 万部制作した（甲１０）。美術の著作物１点をチラシに使用する

場合，1/4 頁未満の大きさで，30,000 部までが 3,400 円で，30,000 部を超

える場合には 5,000 部毎に 800 円加算される（３条２(7)①）。したがって，15 

20 万部発行する場合，使用料は一竹作品１点あたり，30,600 円（＝3,400

円＋800 円×170,000 部÷5,000 部）である。展示案内チラシでは，一竹作

品４点が使用されているから，一竹作品の使用料相当額は，122,400 円で

ある。 

よって，被告による展示案内チラシの制作配布により，平成 28 年 7 月 720 

日までに，原告Ａに 122,400 円の損害が発生した。 

ク 被告イベント案内チラシの制作販売による損害 

被告は，平成 22 年 12 月から平成 28 年 7 月 7 日までの間に，イベント案

内チラシを 20 万部制作した（３種類合計）（甲１０）。美術の著作物１点

をチラシに使用する場合，3/4 頁以上の大きさで，30,000 部までが 8,50025 

円で，30,000 部を超える場合には 5,000 部毎に 800 円加算される（３条２
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(7)①）。したがって，200,000 部発行する場合，使用料は一竹作品１点あ

たり，35,700 円（＝8,500 円＋800 円×170,000 部÷5,000 部）である。イ

ベント案内チラシでは，一竹作品が２点，工房作品が１点使用されている

から，一竹作品及び工房作品の使用料相当額は，それぞれ 71,400 円及び 3

5,700 円である。 5 

よって，被告によるイベント案内チラシの制作配布により，平成 28 年 7

月 7 日までに，原告Ａに 71,400 円，原告工房に 35,700 円の損害が発生し

た。 

ケ 被告 Facebook による損害 

(ｱ) 逸失利益 10 

美術の著作物をコンピューター・ネットワークにより利用する場合の

使用料相当額は，１ヶ月目が 7,500 円で，２ヶ月目以降が 3,750 円／月

である（３条２項５号）。 

被告は，一竹作品「春陽」を，平成 27 年 1 月 11 日から平成 28 年 8

月に至るまで 20 ヶ月掲載した（甲２７の１）。したがって，平成 28 年15 

8 月までの使用料相当額は，78,750 円である。 

被告は，一竹作品「頭」を，平成 27 年 3 月 26 日から平成 28 年 8 月に

至るまで 18 ヶ月掲載した（甲２７の２）。したがって，平成 28 年 8 月

までの使用料相当額は，71,250 円である。 

被告は，一竹作品「華鳥」を，平成 27 年 12 月 10 日から平成 28 年 820 

月に至るまで 9 ヶ月掲載した（甲２７の４）。したがって，平成 28 年 8

月までの使用料相当額は，37,500 円である。 

よって，一竹作品の使用料相当額は，合計 187,500 円である。 

また，被告は，工房作品「垂れ桜姫」を，平成 27 年 5 月 3 日から平成

28 年 8 月に至るまで 16 ヶ月掲載した（甲２７の３）。したがって，平25 

成 28 年 8 月までの使用料相当額は，63,750 円である。 
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よって，平成 28 年 8 月末日までの，工房作品の使用料相当額は，63,

750 円である。 

(ｲ) 合計 

よって，被告による被告 Facebookページの公衆送信により，原告Ａに，

平成 28 年 8 月末日までに，合計 187,500 円，原告工房に 63,750 円の損5 

害が発生した。 

コ 被告ＨＰの制作による損害 

(ｱ) 逸失利益 

言語の著作物を，コンピューター・ネットワークにおいて利用する場

合の使用料は，１カ月あたり「2,000 円×（総文字数÷200 字）」であり，10 

２ヶ月目以降は当該使用料の 50%である（３条３項５号）。なお，（総

文字数÷200 字）は，小数点以下が切り上げられる。 

旧ＨＰコンテンツ「辻が花染」，「久保田一竹と一竹辻が花染」，「フ

ランス芸術文化勲章シュヴァリエ章勲章メッセージ（和訳）」及び「ス

ミソニアンよりの感謝状（和訳）」における利用箇所の総文字数は，7815 

8 文字であるから，最初の１カ月の使用料は，8,000 円（＝2,000 円×4），

２ヶ月目以降は 4,000 円である。被告は，被告ＨＰを，平成 24 年 5 月（甲

３２）から平成 28 年 8 月までの 52 カ月間使用しているので，一竹作品

の使用料相当額は，212,000 円（＝8,000 円＋4,000 円×51）である。 

(ｲ) 慰謝料 20 

原告Ａは，被告が旧ＨＰコンテンツについて，原告の意に反する改変

を行なったことにより，精神的苦痛を受けたことから，少なくとも 10

万円の慰謝料損害が発生した。 

(ｳ) 合計 

よって，被告による被告ＨＰの公衆送信により，平成 28 年 8 月末日ま25 

でに，原告Ａに，合計 312,000 円の損害が発生した。 
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(4) 弁護士費用 

原告は，被告に対して，著作権侵害をやめるよう警告した後も（甲３３），

話し合いによる解決の途を探ったが，被告は原告が提示した案に対して何ら

の反応を見せず，誠意ある対応を見せなかったため，やむなく本訴を提起す

るに至った。 5 

上記(1)ないし(3)のうち原告Ａの損害額合計は 25,140,031 円である。原

告Ａに生じた弁護士費用のうち，当該合計額の 10%相当額である 2,514,003

円については，被告の侵害行為との間に相当因果関係がある。 

また，上記(1)ないし(3)のうち原告工房の損害額合計は 1,142,530 円であ

る。原告工房に生じた弁護士費用のうち，当該合計額の 10%相当額である 1110 

4,253 円については，被告の侵害行為との間に相当因果関係がある。 

(5) 元本合計 

  以上より，原告Ａの損害の元本額は 27,654,034 円であり，原告工房の損害

の元本額は 1,256,783 円である。 

２ 予備的主張 15 

予備的に，被告作品集，被告小冊子，被告カレンダー，被告絵葉書，被告一

筆箋，被告クリアファイル，被告ハンカチ，被告わさびチューブ，被告石鹸に

ついて１１４条３項に基づく損害を主張する。使用料相当額の算定にあたって

は，規程を使用する。 

(1) 被告作品集 20 

ア 被告作品集は「書籍」に該当すること 

規程は，「書籍」を ISBN コードや日本図書コードが付された書籍，又は

一般に流通する書籍に限定していない。そもそも，ISBN コードや日本図書

コードは，書籍を書店等の一般的な販売ルートを通して販売する際に，書

籍の特定の便宜のために付されるものであり，自主販売のような通常とは25 

異なるルートで販売される書籍に付されるものではない。したがって，IS
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BN コードや日本図書コードの有無は，単に流通ルートの違いを示すにすぎ

ず，「書籍」該当性の判断要素にはなり得ない。また，被告作品集は，一

竹美術館でのみ販売されているとしても，不特定多数の来館者に対して販

売されており，その流通性は書店等で一般に販売されている書籍と何ら変

わりはない。さらに，規程の「図録」は，「展覧会の広報宣伝等」（３条5 

２（７））での使用を前提したものである。しかし，被告作品集は，もっ

ぱら美術館の「広報宣伝等」を目的とするものではない。むしろ被告作品

集それ自体によって一竹作品及び工房作品を読者に鑑賞させることを主要

な目的としていることが明らかである。したがって，「図録」には該当し

ない。 10 

よって，被告作品集は，規程の「書籍」に該当する。 

イ 逸失利益 

(ｱ) 一竹作品及び工房作品の使用料 

a 被告は，一竹作品５１点及び工房作品４点を，被告作品集の１頁サ

イズで使用して，被告作品集（日本語版）を 6,000 部制作した（甲１15 

０）。規程において，美術の著作物を書籍に使用する場合の使用料は，

サイズが１頁サイズで制作部数が 6,000 部だと，1 点当たり 18,200 円

である（３条２項１号①）。また，表紙に使用する場合は，制作部数

が 6,000 部だと 1 点当たり 36,000 円である（３条２項１号②）。 

一竹作品５１点のうち１点（「極光」）は被告作品集の表紙に用い20 

られ，５０点は表紙以外に用いられているから，一竹作品の使用料は，

946,000 円（＝36,000 円×1 点＋18,200 円×50 点）である。 

また，工房作品４点は表紙以外に用いられているから，工房作品の

使用料は，72,800 円（＝18,200 円×4 点）である。 

したがって，被告作品集（日本語版）の制作販売により，原告Ａに25 

946,000 円，原告工房に 72,800 円の逸失利益が発生した。 
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b 次に，被告は，一竹作品５１点及び工房作品４点を，被告作品集の

１頁サイズで使用して，被告作品集（英語版）を 3,000 部制作した（甲

１０）。規程において，美術の著作物を書籍に使用する場合の使用料

は，サイズが１頁サイズで制作部数が 3,000 部だと，1 点当たり 15,0

00 円である（３条２項１号①）。また，表紙に使用する場合は，制作5 

部数が 3,000 部だと 1 点当たり 30,000 円である（３条２項１号②）。 

一竹作品５１点のうち１点（「極光」）は被告作品集の表紙に用い

られ，５０点は表紙以外に用いられているから，一竹作品の使用料は，

780,000 円（＝30,000 円×1 点＋15,000 円×50 点）である。 

また，工房作品４点は，表紙以外に用いられているから，工房作品10 

の使用料は，60,000 円（＝15,000 円×4 点）である。 

 したがって，被告作品集（英語版）の制作販売により，原告Ａに 78

0,000 円，原告工房に 60,000 円の逸失利益が発生した。 

c 以上より，原告Ａに発生した逸失利益は，日本語版と英語版合計で

1,726,000 円，原告工房に発生した逸失利益は，日本語版と英語版合15 

計で 132,800 円である。 

(ｲ) 制作工程文章の使用料 

被告は，制作工程文章 1,048 文字を被告作品集２頁分に使用し，総頁

数 136 頁の被告作品集（日本語版）を販売価格 3,000 円で 6,000 部発行

した（甲１０）。規程において，言語の著作物を書籍に使用する場合の20 

使用料は，「2,000 円×（総文字数÷200 字（小数点以下切上げ））」か

「販売価格×発行部数×10％×（著作物掲載頁数÷総頁数）」のいずれ

か多い額である（３条３項１号）。 

前者を用いた場合の使用料は，12,000 円（＝2,000 円×（1,048 字÷2

00 字））である。また，後者を用いた場合の使用料は，26,470 円（＝3,25 

000 円×6,000 部×10％×（2 頁÷136 頁））である。したがって，後者
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を適用して，被告作品集（日本語版）の制作販売による逸失利益は，26,

470 円である。 

また，被告は，同様に総頁数 136 頁の被告作品集（英語版）を販売価

格 2,500 円で 3,000 部発行した（甲１０）。 

前者を用いた場合の使用料は，12,000 円（＝2,000 円×（1,048 字÷25 

00 字））である。また，後者を用いた場合の使用料は，11,029 円（＝2

500 円×3,000 部×10％×（2 頁÷136 頁））である。したがって，前者

を適用して，被告作品集（英語版）の制作販売による逸失利益は 12,000

円である。 

よって，原告Ａに発生した逸失利益は，日本語版と英語版合計で 38,410 

70 円である。 

(ｳ) 旧ＨＰコンテンツの使用料 

被告は，旧ＨＰコンテンツ 337 文字を被告作品集１頁分に使用し，総

頁数 136 頁の被告作品集（日本語版）を販売価格 3,000 円で 6,000 部発

行した（甲１０）。言語の著作物を書籍に使用する場合の使用料は，「2,15 

000 円×（総文字数÷200 字（小数点以下切上げ））」か「販売価格×発

行部数×10％×（著作物掲載頁数÷総頁数）」のいずれか多い額である

（３条３項１号）。 

前者を用いた場合の使用料は，4,000 円（＝2,000 円×（337 字÷200

字））である。また，後者を用いた場合の使用料は 13,235 円（＝3,00020 

円×6,000 部×10%×（1 頁÷136 頁））である。したがって，後者を適

用して，被告作品集（日本語版）の制作販売による逸失利益は 13,235

円である。 

また，被告は，同様に総頁数 136 頁の被告作品集（英語版）を販売価

格 2,500 円で 3,000 部発行した。 25 

前者を用いた場合の使用料は，4,000 円（＝2,000 円×（337 字÷200
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字））である。また，後者を用いた場合の使用料は 5,514 円（＝2,500

円×3,000 部×10%×（1 頁÷136 頁））である。したがって，後者を適

用して，被告作品集（英語版）の制作販売による逸失利益は 5,514 円で

ある。 

よって，原告Ａに発生した逸失利益は，日本語版と英語版合計で 18,75 

49 円である。 

(ｴ) 合計 

以上より，被告による被告作品集の制作販売により，原告Ａに発生し

た逸失利益は，1,783,219 円である。また，原告工房に発生した逸失利

益は，132,800 円である。 10 

ウ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用 3,000 円の損害が発生した。 

エ 慰謝料 

原告Ａには少なくとも 20 万円の精神的損害が発生した。 

オ 合計 15 

よって，原告Ａに 1,986,219 円，原告工房に 132,800 円の損害が発生し

た。 

(2) 被告小冊子 

ア 被告小冊子は「書籍」に該当すること 

規程は，「書籍」について ISBN コードや日本図書コードが付された書籍，20 

または一般に流通する書籍に限定していない。また，ISBN コードや日本図

書コードの有無は，単に流通ルートの違いを示すにすぎず，「書籍」該当

性の判断要素にはなり得ない。また，被告小冊子は，美術館でのみ販売さ

れているとしても，不特定多数の来館者に対して販売されており，その流

通性は書店等で一般に販売されている書籍と何ら変わりはない。さらに，25 

規程の「リーフレット・パンフレット等」は，「展覧会の広報宣伝等」（３
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条２（７））での使用を前提したものである。しかし，被告小冊子は，も

っぱら美術館の「広報宣伝等」を目的とするものではない。むしろそれを

超えて被告小冊子それ自体によって一竹作品を読者に鑑賞させるに足るも

のである。したがって，被告小冊子は，「リーフレット・パンフレット等」

には該当しない。 5 

よって，被告小冊子は，規程の「書籍」に該当する。 

イ 逸失利益 

被告は，一竹作品 22 点が無断複製された被告小冊子（日本語版）を，平

成 24 年 6 月に訴外ＩＣＦから少なくとも 5,452 部（＝3,027 部＋2,425 部）

仕入れ，これを販売した。22 点のうち 4 点は小冊子１頁サイズ，1 点は小10 

冊子 2/3 頁程度のサイズ，1 点は小冊子 1/3 頁程度のサイズ，9 点は小冊子

1/5頁程度のサイズ，7点は小冊子 1/7頁程度のサイズにて複製されている。 

規程によると，制作部数（仕入れ数に相当する）が 5,452 部の場合は，

小冊子１頁サイズ 4 点の使用料は 72,800 円（＝18,200 円×4 点），小冊子

2/3 頁程度のサイズ 1 点の使用料は 13,000 円，小冊子 1/3 頁程度のサイズ15 

1 点の使用料は 8,500 円，小冊子 1/5 頁程度のサイズ 9 点の使用料は 41,4

00 円（＝4,600 円×9 点），小冊子 1/7 頁程度のサイズ 7 点の使用料は 32,

200 円（＝4,600 円×7 点）である（３条２項１号①）。よって，被告小冊

子（日本語版）の一竹作品の使用料合計は，167,900 円である。 

また，被告は，被告小冊子（日本語版）と同様に，一竹作品 22 点が無断20 

複製された被告小冊子（英語版１）を，平成 24 年 6 月に訴外ＩＣＦから少

なくとも 1,781 部仕入れ，これを販売した。 

規程によると，制作部数（仕入れ数に相当する）が 1,781 部の場合は，

小冊子１頁サイズ 4 点の使用料は 60,000 円（＝15,000 円×4 点），小冊子

2/3 頁程度のサイズ 1 点の使用料は 10,800 円，小冊子 1/3 頁程度のサイズ25 

1 点の使用料は 7,100 円，小冊子 1/5 頁程度のサイズ 9 点の使用料は 35,1
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00 円（＝3,900 円×9 点），小冊子 1/7 頁程度のサイズ 7 点の使用料は 27,

300 円（＝3,900 円×7 点）である（３条２項１号①）。よって，被告小冊

子（英語版１）の一竹作品の使用料合計は，140,300 円である。 

さらに，被告は，被告小冊子（日本語版）と同様に，一竹作品 22 点を無

断複製した被告小冊子（英語版２）を自ら 4,200 部制作し（甲１０），こ5 

れを販売した。 

規程によると，制作部数が 4,200 部の場合は，小冊子１頁サイズ 4 点の

使用料は 72,800 円（＝18,200 円×4 点），小冊子 2/3 頁程度のサイズ 1

点の使用料は 13,000 円，小冊子 1/3 頁程度のサイズ 1 点の使用料は 8,500

円，小冊子 1/5 頁程度のサイズ 9 点の使用料は 41,400 円（＝4,600 円×910 

点），小冊子 1/7 頁程度のサイズ 7 点の使用料は 32,200 円（＝4,600 円×

7 点）である（３条２項１号①）。よって，被告小冊子（英語版２）の一

竹作品の使用料合計は，167,900 円である。 

以上より，原告Ａの逸失利益は，日本語版，英語版１，英語版２合計で，

476,100 円である。 15 

ウ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用５００円の損害が発生した。 

エ 合計 

よって，被告による被告小冊子の販売により，原告Ａに 476,600 円の損

害が発生した。 20 

(3) 被告カレンダー 

ア 逸失利益 

美術の著作物をカレンダーに使用する場合の使用料は，「販売価格×制

作部数×7～10％×（該当作品数÷全体収録作品数）」である（３条２項８

号③）。「7～10％」という可変数については，中間値の 8.5%をとること25 

とする。 
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被告は，一竹作品 11 点及び工房作品 2 点を利用して，被告カレンダーを

制作し，これを販売した。そのうち，A4 版の制作部数は 1,770 部で（甲１

０），販売価格は 1,700 円である。また，卓上版の制作部数は 800 部であ

り（甲１０），販売価格は 1,820 円である。さらにポスター版の制作部数

は 150 部であり（甲１０），販売価格は 2,500 円である。 5 

したがって，A4 版の使用料相当額は，一竹作品分が 216,416 円（＝1,70

0 円×1,770 部×8.5%×（11÷13）），工房作品分が 39,348 円（＝1700 円

×1,770 部×8.5％×（2÷13））である。また，卓上版の使用料相当額は，

一竹作品分が 104,720 円（＝1,820 円×800 部×8.5%×（11÷13）），工房

作品分が 19,040 円（＝1,820 円×800 部×8.5%×（2÷13））である。さら10 

に，ポスター版の使用料相当額は，一竹作品分が 26,971 円（＝2,500 円×

150 部×8.5%×（11÷13）），工房作品分が 4,903 円（＝2,500 円×150 部

×8.5%×（2÷13））である。 

よって，原告Ａに発生した逸失利益の合計は，348,107 円，原告工房に

発生した逸失利益の合計は，63,291 円である。 15 

イ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用 1,700 円の損害が発生した。 

ウ 合計 

よって，原告Ａに 349,807 円，原告工房に 63,291 円の損害が発生した。 

(4) 被告絵葉書 20 

ア 逸失利益 

美術の著作物を絵葉書に使用する場合の使用料は，「販売価格×制作部

数×8％」である（３条２項８号①）。制作部数は，訴外ＩＣＦからの仕入

れ数に相当する。 

被告は，一竹作品が無断複製された被告絵葉書を，平成 24 年 6 月に訴外25 

ＩＣＦから少なくとも 90,375 枚（＝68,781 枚＋21,594 枚）仕入れ，単価
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120 円で販売した。 

したがって，使用料相当額は，867,600 円（＝120 円×90,375 枚×8%）

である。 

イ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用 120 円の損害が発生した。 5 

ウ 合計 

よって，原告Ａに 867,720 円の損害が発生した。 

(5) 被告一筆箋 

ア 逸失利益 

美術の著作物を一筆箋に使用する場合の使用料は，「販売価格×制作部10 

数×5～8％」である（３条２項８号②）。「5～8％」という可変数につい

ては，中間値の 6.5%をとることとする。制作部数は，訴外ＩＣＦからの仕

入れ数に相当する。 

被告は，一竹作品が無断複製された被告一筆箋を，平成 24 年 6 月に訴外

ＩＣＦから少なくとも 8,623 枚（＝7,717 枚＋906 枚）仕入れ，単価 45015 

円で販売した。 

したがって，使用料相当額は，252,222 円（＝450 円×8,623 枚×6.5%）

である。 

イ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用 450 円の損害が発生した。 20 

ウ 合計 

よって，原告Ａに，252,672 円の損害が発生した。 

(6) 被告クリアファイル 

ア 逸失利益 

美術の著作物をクリアファイルに使用する場合の使用料は，「販売価格25 

×制作部数×5～8％」である（３条２項８号②）。「5～8％」という可変
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数については，中間値の 6.5%をとることとする。制作部数は，訴外ＩＣＦ

が制作した A4 版については，仕入れ数に相当する。 

被告は，一竹作品が無断複製された被告クリアファイル（A4 版）を，平

成 24 年 6 月に訴外ＩＣＦから少なくとも 8,958 部（＝8,487 部＋471 部）

仕入れ，単価 350 円で販売した。また，被告は，一竹作品を無断複製した5 

被告クリアファイル（A5 版）を自ら 2,000 部制作し（甲１０），単価 320

円で販売した。 

したがって，A4 版の使用料相当額は，203,794 円（＝350 円×8,958 部×

6.5%）である。また，A5 版の使用料相当額は 41,600 円（＝320 円×2,000

部×6.5%）である。 10 

よって，原告Ａの逸失利益は，245,394 円である。 

イ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用 350 円の損害が発生した。 

ウ 合計 

よって，原告Ａの損害は，245,744 円である。 15 

(7) 被告ハンカチ 

ア 逸失利益 

ハンカチは「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポチ袋等及びこ

れらに類するもの」であるから，美術の著作物をハンカチに使用する場合

の使用料は，「販売価格×制作部数×5～8％」である（３条２項８号②）。20 

「5～8％」という可変数については，中間値の 6.5%をとることとする。 

被告は，一竹作品を利用し，被告ハンカチ 1,729 部制作し（甲１０），

単価 600 円で販売した。したがって，被告ハンカチの使用料相当額は，67,

431 円（＝600 円×1,729 部×6.5%）である。 

よって，原告Ａの逸失利益は，67,431 円である。 25 

イ 権利侵害による支出 
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原告Ａに購入費用 600 円の損害が発生した。 

ウ 合計 

よって，原告Ａに 68,031 円の損害が発生した。 

(8) 被告わさびチューブ 

ア 逸失利益 5 

わさびチューブは「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポチ袋等

及びこれらに類するもの」であるから，美術の著作物をわさびチューブに

使用する場合の使用料は，「販売価格×制作部数×5～8％」である（３条

２項８号②）。「5～8％」という可変数については，中間値の 6.5%をとる

こととする。 10 

被告は，一竹作品を利用し，被告わさびチューブ 1,250 個を制作し（甲

１０），単価 650 円で販売した。したがって，被告わさびチューブの使用

料相当額は，52,812 円（＝650 円×1,250 個×6.5%）である。 

よって，原告Ａの逸失利益は，52,812 円である。 

イ 権利侵害による支出 15 

原告Ａに購入費用 650 円の損害が発生した。 

ウ 慰謝料 

原告Ａには少なくとも 10 万円の精神的損害が発生した。 

エ 合計 

よって，原告Ａに，153,462 円の損害が発生した。 20 

(9) 被告石鹸 

ア 逸失利益 

石鹸は「クリアファイル・一筆箋・レターセット・ポチ袋等及びこれら

に類するもの」であるから，美術の著作物を石鹸に使用する場合の使用料

は，「販売価格×制作部数×5～8％」である（３条２項８号②）。「5～8％」25 

という可変数については，中間値の 6.5%をとることとする。 
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被告は，一竹作品及び工房作品を利用して，被告石鹸 18 種類を合計 1,8

00 個制作し，単価 648 円で販売した。このうち，一竹作品を利用した石鹸

は 16 種類，工房作品を利用した石鹸は 2 種類である。また，全種類 100

個ずつ制作したと推定されるから，一竹作品を利用した石鹸は 1,600 個，

工房作品を利用した石鹸は 200 個制作したことになる。 5 

したがって，一竹作品の使用料相当額は，67,392 円（＝648 円×1,600

個×6.5%）であり，工房作品の使用料相当額は，8,424 円（＝648 円×200

個×6.5%）である。 

よって，原告Ａの逸失利益は 67,392 円，原告工房の逸失利益は 8,424

円である。 10 

イ 権利侵害による支出 

原告Ａに購入費用 648 円の損害が発生した。 

ウ 慰謝料 

原告Ａには少なくとも 10 万円の精神的損害が，原告工房には少なくとも

10 万円の精神的損害が発生した。 15 

エ 合計 

よって，原告Ａに 168,040 円，原告工房に 108,424 円の損害が発生した。 

３ 原告らの主位的主張及び予備的主張をまとめると，別紙「原告損害一覧表」

のとおり。 

 20 

（被告の主張） 

１ 著作権法１１４条１項の不適用又は推定の排除（被告作品集，被告小冊子） 

(1) 著作権法１１４条１項の不適用 

ア 著作権法１１４条１項の適用要件 

著作権法１１４条１項は，侵害品の販売によって「著作権者等がその侵25 

害行為がなければ販売することができた物」が減少したこと（損害の事実
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の発生）が主張立証されたことを前提に，侵害品の譲渡数量に「著作権者

等がその侵害行為がなければ販売することができた物」の利益額を乗じた

額を損害額として推定する規定である。 

そして，同項が適用される前提となる「著作権者等がその侵害行為がな

ければ販売することができた物」とは，権利者自らが侵害品販売時点にお5 

いて，侵害品と競合する製品を販売していることが必要である。  

イ 被告作品集の制作・販売への不適用 

(ｱ) 原告らが「久保田一竹作品集」を制作・販売していないこと 

a 原告らが「久保田一竹作品集」を制作・販売していないこと 

まず，制作については「久保田一竹作品集」（甲８）の奥付には「制10 

作（株）便利堂」と記載されている。また，「久保田一竹作品集」の

証拠説明書の作成者欄には「（株）一竹辻が花」と記載されている。 

次に，販売については，訴外一竹辻が花のウェブサイト（甲２９）

において，訴外一竹辻が花が「久保田一竹作品集」を販売していると

うかがえる記載があるのみである。 15 

b 原告らの主張への反論 

原告らは，訴外一竹辻が花は，原告Ａの屋号にすぎないと主張する

が，訴外一竹辻が花は別法人として現在も存在している（甲 50 の 1

ないし２）。したがって，原告Ａ又は原告工房が，訴外一竹辻が花と

同一視できるとの主張は，全く事実の裏付けを欠く。 20 

c 小括 

以上から，原告Ａ，原告工房のいずれも「久保田一竹作品集」を制

作・販売していないのであり，そもそも著作権法１１４条１項の前提

を欠く。 

(ｲ) 原告らが「久保田一竹作品集」を制作・販売する能力がないこと（予25 

備的主張） 



 113 

a 原告らが「久保田一竹作品集」を制作・販売する能力がないこと 

上記のとおり，「久保田一竹作品集」を制作したのは「（株）便利

堂」又は訴外一竹辻が花であり，これを販売したのは訴外一竹辻が花

であって，原告Ａでも原告工房でもないのであり，原告Ａ及び原告工

房は，いずれも「久保田一竹作品集」の制作・販売能力を有していな5 

かった。 

b 原告らの主張への反論 

原告らは，販売能力とは，作品の選択眼と編集能力を含む企画制作

能力と製造・販売についての知識経験を指す，と主張するが，これら

は，原告らの独自の見解にすぎない。万一，かかる能力が販売能力の10 

要素を構成していたとしても，原告Ａ又は原告工房がかかる能力を有

していることの具体的裏付けは全くない。さらに，原告らの主張によ

れば，着物や商品の販売は訴外一竹辻が花のみが行うという棲み分け

を行っていたというのである。かかる主張は，むしろ，原告Ａ又は原

告工房に販売能力がないことを裏付けるものである。 15 

c 小括 

以上のとおり，原告らは，「久保田一竹作品集」を制作・販売する

能力を有さない。 

(ｳ) 「久保田一竹作品集」と被告作品集との間に代替性がないこと 

a 内容，利用目的・利用態様及び販売ルートの相違から，代替性が否20 

定されること 

「久保田一竹作品集」と被告作品集とは，内容面について，前者が

故一竹の功績及びその芸術に焦点を充てた内容となっているのに対し，

後者は一竹美術館及び所蔵品を紹介するという内容となっており，重

要な相違がみられる。また，利用目的・利用態様についてみると，「久25 

保田一竹作品集」が訴外一竹辻が花の着物の販売促進の利用目的であ
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るのに対し，被告作品集は，一竹美術館の所蔵品を直接鑑賞する目的

であり，これに即した内容となっていることから，利用目的・態様に

おいて重要な相違がみられる。さらに，販売ルートについてみると「久

保田一竹作品集」が訴外一竹辻が花のウェブサイトのみにおいて販売

されているのに対し，被告作品集は一竹美術館内のミュージアム・シ5 

ョップで のみ販売されている。 

したがって，①内容，②利用目的・態様，③販売ルートのいずれに

おいても「久保田一竹作品集」と被告作品集とは競合しない。 

b 原告らの主張への反論 

原告らは，販売顧客層は同一であると主張するが，販売顧客層を恣10 

意的に抽象化している。具体的に事実に即して見れば，「久保田一竹

作品集」については，訴外一竹辻が花のウェブサイトを訪れた者に対

してインターネット上で販売している一方で，被告作品集については，

一竹美術館を訪れた来館者に対し，ミュージアム・ショップでのみ販

売しており，販売顧客層は明らかに異なっている。 15 

c 小括 

以上から，「久保田一竹作品集」と被告作品集との間には代替性が

ない。 

ウ 被告小冊子の制作・配布への不適用 

(ｱ) 原告らが「久保田一竹作品集」を制作・販売していないこと 20 

 前記イ(ｱ)及び(ｲ)のとおりである。 

(ｲ) 「久保田一竹作品集」と被告小冊子との間に代替性がないこと 

 まず，内容については，「久保田一竹作品集」が故一竹の功績及び

 その芸術に焦点を充てた内容となっているのに対し，被告小冊子は，

一竹美術館とその所蔵品の紹介が主な内容となっている。次に，利用目25 

的・態様については，「久保田一竹作品集」が訴外一竹辻が花の着物の
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販売促進を利用目的とし，これに沿った利用態様であるのに対し，被告

小冊子は，一竹美術館とのその所蔵品の紹介を目的とし，これに沿った

利用態様である。また，販売ルート（被告小冊子については配布ルート）

についても，「久保田一竹作品集」が，訴外一竹辻が花のウェブサイト

を訪れた者に 対し，インターネット上で販売しているのに対し，被告5 

小冊子は一竹美術館の関係者や旅行代理店，ホテル等で無料配布してお

り，全く販売（配布）ルートが異なる。  

(ｳ) 小括 

 以上から，被告小冊子の制作・配布につき，著作権法１１４条１項を

適用する余地は全くない。 10 

(2) 著作権法１１４条１項の推定の排除 

ア 「販売することができないとする事情」があること 

(ｱ) 販売市場の相違  

「久保田一竹作品集」は訴外一竹辻が花のウェブサイトを訪れた者に

対し，インターネット上で販売している。他方で，被告作品集は，一竹15 

美術館の来館者に対して，ミュージアム・ショップ内で販売し，被告小

冊子は一竹美術館の関係者や旅行代理店，ホテル等で無料配布している。 

具体的事実に即してみれば，両者の販売市場は全く異なっているので

あって，「久保田一竹作品集」を被告作品集や被告小冊子の市場で販売

（ないし配布）することはおよそ観念できない。 20 

(ｲ) 侵害者の営業努力 

まず，被告作品集は，一竹美術館の来館者にのみ販売していることか

ら，被告作品集の販売は，一竹美術館の来館者の増加への被告の営業努

力によるものである。また，被告小冊子は，まさに一竹美術館及び所蔵

品を紹介する冊子であることから，配布数の増加は，一竹美術館の来館25 

者の増加への被告の営業努力によるものである。  
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(ｳ) 侵害品固有の顧客吸引力 

まず，被告作品集と被告小冊子はともに「久保田一竹作品集」の表紙

とは異なる装丁を施している。そして，被告作品集は，一竹美術館の来

館者に，被告小冊子は一竹美術館への潜在的来館者を対象として一竹美

術館及び所蔵作品の紹介を行うものであって，それぞれに固有の顧客誘5 

引力を有している。 

イ 小括  

以上から被告作品集と被告小冊子の全数について「販売することができ

ないとする事情」がある。 

(3) まとめ 10 

以上から，被告作品集の販売，被告小冊子の配布には著作権法１１４条１

項の適用はない。また，仮に適用があるとしても，全数について「販売する

ことができないとする事情」があることから，推定は排除される。 

２ 著作権法１１４条２項の不適用又は推定の覆滅（被告カレンダー，被告絵葉

書，被告一筆箋，被告クリアファイル，被告ハンカチ，被告わさびチューブ，15 

被告石鹸） 

(1) 著作権法１１４条２項の不適用 

ア 著作権法１１４条２項の適用要件 

著作権法１１４条２項も同条１項と同様に，損害事実が主張立証された

上で，侵害者が受けている利益額を損害額として推定する規定である。し20 

たがって，①原告自らが販売していること及び②原告ら製品と被告製品と

の間に代替性があることを主張立証することが必要である。 

イ 原告らが，甲２９記載の物品を自ら販売していないこと 

原告らは，甲２９を引用し，原告らがスカーフ，ハンカチ，袱紗，パー

ティバッグ，小物入れ，絵葉書，作品集，自伝等を販売していると主張す25 

る。しかし，前記のとおり，甲２９からは訴外一竹辻が花がこれらの物品
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を販売していることがうかがえるのみであり，原告Ａ又は原告工房が販売

主体であることをうかがわせる記載は一切ない。また，原告らは，訴外一

竹辻が花が原告らと実質的に同一であると主張するが，代表者が共通する

ほかは何ら具体的な事実の主張・立証はない。したがって，甲２９記載の

物品が被告製品と競合するかを判断するまでもなく，著作権法１１４条２5 

項の適用の余地はない。 

ウ 甲２９記載の物品と被告製品との間に代替性がないこと 

万が一，原告らが甲２９記載の物品を販売していると仮定しても，被告

製品との代替性はない。すなわち，被告は，甲２９記載の物品のうち，ス

カーフ，袱紗，パーティバッグ，小物入れと同種の物品は，一切販売して10 

いない。 また，甲２９記載のハンカチ及び絵葉書と被告の販売する被告ハ

ンカチ（甲１６の１）及び被告絵葉書とは，販売ルートが異なる（前者が

インターネットでの販売，後者が一竹美術館のミュージアム・ショップで

の販売）。また，外観も大きく異なる（前者が一竹作品を拡大し接写して

色鮮やかな外観を呈しているのに対し，後者が「辻が花」の柄を単色の着15 

物デザインのワンポイントとして織り込んでいるにすぎない）。さらに，

甲２９記載の絵葉書については，原告Ａによる販売中止申入れ（乙２３）

に含まれていないことから，被告絵葉書との代替性がないことを原告Ａ自

身で認めたものである。 

以上から，甲２９記載のハンカチ及び絵葉書についても，被告ハンカチ20 

及び被告絵葉書との代替性はない。 

(2) 著作権法１１４条２項の推定の覆滅 

ア 原告らに損害が生じなかったこと（推定覆滅事情１・主位的主張） 

前記(1)のとおり，原告らは甲２９記載の物品を販売しておらず，また，

甲２９記載の物品と被告が販売する各製品との間に代替性はない。  25 

 したがって，被告が利益を得ることによって原告らに損害が生じる可能性
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はないのであるから，全数について推定は覆滅される。 

イ 被告が得た利益（推定覆滅事情２・予備的主張） 

さらに，被告が現実に得た利益は後記のとおりであるから，反証により，

これを超える限度の推定は覆滅する。 

(3) まとめ 5 

以上から，被告カレンダー以下の物品の販売には著作権法１１４条２項の

適用はない。また，仮に適用があるとしても，被告が利益を得ることによっ

て原告らに損害が生じる可能性はないのであるから，全数について推定は覆

滅される。さらに万が一，全数について覆滅されないとしても，後記のとお

り，被告が現実に得た利益を超える限度の推定は覆滅する。 10 

３ 著作権法１１４条３項の適用について 

(1) 規程の解釈の誤り 

ア 被告作品集が「書籍」に該当しないこと 

被告作品集は，形式面において ISBN コード・日本図書コードなど書籍の

一般的特徴を欠いており，内容面においても，一竹美術館についての記述15 

を多く含んでいることから，あくまで一竹美術館の所蔵品としての一竹作

品が紹介されている。さらに，「書籍」に関して規定した規程３条２項（１）

の注記の記載を見ると「単行本」「文庫本」「新書版」など一般に流通す

る書籍を前提としていることが明らかである。以上から，被告作品集が，

「書籍」ではなく，「図録」（３条２項７号③）であることは明らかであ20 

る 

この点，原告らは，被告作品集が一般の書籍と流通経路が異なることは

「書籍」であることを否定しないと主張するが，流通経路という根本的な

特徴において，一般的な書籍と相違していることは，被告作品集が書籍で

ないことを裏付ける事実である。 25 

また，原告らは，被告作品集がそれ自体に一竹作品を読者に鑑賞させる
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に足るものであると主張するが，原告らがかかる主張を裏付ける具体的な

事実を何ら摘示していない。また，上記のとおり，一竹作品の掲載は，一

竹美術館の所蔵品の紹介としての位置付けであって，独立の書籍とは到底

いえない。 

イ 被告小冊子が「書籍」に該当しないこと 5 

被告小冊子についても，形式面において ISBN コード・日本図書コードな

ど書籍の一般的特徴を欠いており，内容面においても，所蔵品を展示する

美術館の広報宣伝等の目的で作成されたものであって，「リーフレット・

パンフレット等」（規程３条２項７号①）に当たる。 

ウ まとめ 10 

以上から，仮に，規程の適用があるとしても，被告作品集は「図録」（３

条２項７号③），被告小冊子は「リーフレット・パンフレット等」（３条

２項７号①）の料率に基づいて計算されるべきである。 

(2) 管理団体の手数料を控除すべきであること 

規程は利用料の規定であり，権利者が実際に受けるべき金銭の額は，同団15 

体の手数料を控除した額である。同団体の管理委託約款８条１項によれば，

手数料は利用料の２割の範囲内で定められるとされている（乙３５）。した

がって，仮に同団体の料率を適用するとしても，２０パーセントは控除され

るべきである。 

４ 被告主張の損害額のまとめ 20 

売上の１％を基礎として，全品目を著作権法１１４条３項に基づき，算定し

た額を主位的主張，規程を基礎として著作権法１１４条３項に基づき，全品目

を算定した額を第１順位の予備的主張とし，さらに，原告らが主張する被告小

冊子，被告カレンダー，被告絵葉書，被告一筆箋，被告クリアファイル，被告

ハンカチ，被告わさびチューブ，被告石鹸について，著作権法１１４条２項の25 

適用がある場合に，実利益額に基づいた算定額を第２順位の予備的主張とし，
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以下のとおり主張する。 

(1) 被告作品集 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

(ｱ) 被告作品集（日本語） 

 ２９３０円（価格）×３３５９冊×１％＝９万８４１８．７円 5 

 ９万８４１８．７円×５３／５７≒９万１５１１円（原告Ａ） 

 ９万８４１８．７円×４／５７≒６９０６円（原告工房） 

(ｲ) 制作工程文章（日本語）   

 ０円（原告Ａ） 

(ｳ) 旧ＨＰコンテンツ（日本語） 10 

 ０円（原告Ａ） 

(ｴ) 被告作品集（英語） 

 ２５００円（価格）×５４冊×１％＝１３５０円 

 １３５０円×５３／５７≒１２５５円（原告Ａ） 

 １３５０円×４／５７≒９４円（原告工房） 15 

(ｵ) 制作工程文章（英語） 

０円 

(ｶ) 旧ＨＰコンテンツ（英語） 

 ０円 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 20 

(ｱ) 被告作品集（日本語） 

 制作部数：６０００部 

a 表紙   

１万１５００円＋（１１００円×４）（４０００部超５００部

  毎１１００円加算）＝１万５９００円（一竹作品） 25 

b 表紙以外   
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一竹作品 １万円（４０００部まで）＋（１０００円×４）（４０

００部超５００部毎１０００円加算）＝１万４０００円 

１万４０００円×５０点＝７０万円（一竹作品） 

工房作品 １万４０００円×４点＝５万６０００円（工房作品） 

c 手数料控除後の原告らの使用料相当額 5 

（１万５９００円（表紙）＋７０万円（表紙以外））×０．８＝５

７万２７２０円（原告Ａ）  

５万６０００円（表紙以外）×０．８＝４万４８００円（原告工房） 

(ｲ) 制作工程文章（日本語） 

 ２万６７４０円×０．８＝２万１３９２円（原告Ａ） 10 

(ｳ) 旧ＨＰコンテンツ（日本語） 

１３万３２３５円×０．８＝１０万６５８８円（原告Ａ） 

(ｴ) 被告作品集（英語） 

１万３５００円（原告らの自白に基づく売り上げの１０％） 

１万３５００円×５０／（５０＋４）＝１万２５００円（原告Ａ）  15 

１万３５００円×４／（５０＋４）＝１０００円（原告工房） 

(ｵ) 制作工程文章（英語） 

 １万２０００円×０．８＝９６００円（原告Ａ） 

(ｶ) 旧ＨＰコンテンツ（英語） 

 ５５１４円×０．８＝４４１１円（原告Ａ） 20 

(ｷ) 小計  

a 原告Ａ 

５７万２７２０円（被告作品集（日本語））＋１万２５００円（被

告作品集（英語））＋２万１３９２円（制作工程文章（日本語））＋

９６００円（制作工程文章（英語））＋１０万６５８８円（旧ＨＰコ25 

ンテンツ（日本語））＋４４１１円（旧ＨＰコンテンツ（英語））＝
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７２万７２１１円 

b 原告工房 

４万４８００円（被告作品集（日本語））＋１０００円（被告作品

 集（英語））＝４万５８００円 

(2) 被告小冊子 5 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

(ｱ) 被告小冊子（日本語） 

５００円（価格）×３０２７冊×１％＝１万５１３５円（原告Ａ） 

(ｲ) 被告小冊子（英語１） 

５００円（価格）×１７８１冊×１％＝８９０５円（原告Ａ） 10 

(ｳ) 被告小冊子（英語２） 

４００円（価格）×４２５冊×１％＝１７００円（原告Ａ） 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 

(ｱ) 被告小冊子（日本語） 

a １頁サイズ 15 

５０００円（６０００部まで）×４点＝２万円 

b ２／３頁サイズ 

３０００円（６０００部まで）×１点＝３０００円 

c １／３頁サイズ 

２５００円（６０００部まで）×１点＝２５００円 20 

d １／５頁サイズ 

２０００円（６０００部まで）×９点＝１万８０００円 

e １／７頁サイズ 

２０００円（６０００部まで）×７点＝１万４０００円 

f 小計 25 

２万円＋３０００円＋２５００円＋１万８０００円＋１万４０００
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 円＝５万７５００円 

g 手数料控除 

５万７５００円×０．８＝４万６０００円（原告Ａ） 

h まとめ 

以上から，原告Ａの使用料相当額は４万６０００円となる。 5 

(ｲ) 被告小冊子（英語１） 

a １頁サイズ 

５０００円（６０００部まで）×４点＝２万円 

b ２／３頁サイズ 

３０００円（６０００部まで）×１点＝３０００円 10 

c １／３頁サイズ 

２５００円（６０００部まで）×１点＝２５００円 

d １／５頁サイズ 

２０００円（６０００部まで）×９点＝１万８０００円 

e １／７頁サイズ 15 

２０００円（６０００部まで）×７点＝１万４０００円 

f 小計 

２万円＋３０００円＋２５００円＋１万８０００円＋１万４０００ 

    円＝５万７５００円 

g 手数料控除 20 

５万７５００円×０．８＝４万６０００円（原告Ａ） 

h まとめ 

以上から，原告Ａの使用料相当額は４万６０００円となる。 

(ｳ) 被告小冊子（英語２） 

a １頁サイズ 25 

５０００円（６０００部まで）×４点＝２万円 
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b ２／３頁サイズ 

３０００円（６０００部まで）×１点＝３０００円 

c １／３頁サイズ 

２５００円（６０００部まで）×１点＝２５００円 

d １／５頁サイズ 5 

２０００円（６０００部まで）×９点＝１万８０００円 

e １／７頁サイズ 

２０００円（６０００部まで）×７点＝１万４０００円 

f 小計 

２万円＋３０００円＋２５００円＋１万８０００円＋１万４０００10 

円＝５万７５００円 

g 手数料控除 

５万７５００円×０．８＝４万６０００円（原告Ａ） 

h 売り上げの１０％ 

４００円×４２５部＝１７万円 15 

１７万円×０．１＝１万７０００円 

i まとめ 

以上から，原告Ａの使用料相当額は１万７０００円となる。 

(3) 被告カレンダー 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 20 

(ｱ) 被告カレンダー（Ａ４） 

 １７００円（価格）×１４０５部×１％＝２万３８８５円 

 ２万３８８５円×１１／１３≒２万２１０円（原告Ａ） 

 ２万３８８５円×２／１３≒３６７４円（原告工房） 

(ｲ) 被告カレンダー（卓上） 25 

 １８２０円（価格）×２２８部×１％＝４１４９．６円 
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 ４１４９．６円×１１／１３≒３５１１円（原告Ａ） 

 ４１４９．６円×２／１３≒６３８円（原告工房） 

(ｳ) 被告カレンダー（ポスター） 

 ２５００円（価格）×１１８部×１％＝２９５０円 

 ２９５０円×１１／１３≒２４９６円（原告Ａ） 5 

 ２９５０円×２／１３≒４５３円（原告工房） 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 

(ｱ) 被告カレンダー（Ａ４） 

a 原告Ａ 

１７００円×１４０５部×７％×（１１÷１３）＝１４万１４７２10 

円 

手数料控除 １４万１４７２円×０．８＝１１万３１７７円 

b 原告工房 

１７００円×１４０５部×７％×（２÷１３）＝２万５７２２円 

手数料控除 ２万５７２２円×０．８＝２万５７７円 15 

(ｲ) 被告カレンダー（卓上） 

a 原告Ａ 

１８２０円×２２８部×７％×（１１÷１３）＝２万４５７８円 

手数料控除 ２万４５７８円×０．８＝１万９６６２円 

b 原告工房 20 

１８２０円×２２８部×７％×（２÷１３）＝４４６８円 

手数料控除 ４４６８円×０．８＝３５７４円 

(ｳ) 被告カレンダー（ポスター） 

a 原告Ａ 

２５００円×１１８部×７％×（１１÷１３）＝１万７４７３円 25 

手数料控除 １万７４７３円×０．８＝１万３９７８円 
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b 原告工房 

２５００円×１１８部×７％×（２÷１３）＝３１７６円 

手数料控除 ３１７６円×０．８＝２５４０円 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項に基づく算定額） 

(ｱ) 被告カレンダー（Ａ４） 5 

１７００円（販売額）－１３３７．９７円（仕入額。乙２９）＝３６

２．０３円（１部あたりの利益額） 

３６２．０３円×１４０５部＝５０万８６５２．１５円 

 ５０万８６５２円×１１／１３≒４３万３９７円（原告Ａ） 

 ５０万８６５２円×２／１３≒７万８２５４円（原告工房） 10 

(ｲ) 被告カレンダー（卓上）  

１８２０円（販売額）－１４３５．１９円（仕入額。乙２９）＝３８

４．８１円（１部あたりの利益額） 

３８４．８１円×２２８部＝８万７７３６．６８円 

 ８万７７３６．６８円×１１／１３≒７万４２３８円（原告Ａ） 15 

 ８万７７３６．６８円×２／１３≒１万３４９７円（原告工房） 

(ｳ) 被告カレンダー（ポスター） 

２５００円（販売額）－１９６７．６０円（仕入額。乙２９）＝５３

２．４円（１部あたりの利益額） 

５３２．４円×１１８部＝６万２８２３．２円 20 

 ６万２８２３円×１１／１３≒５万３１５７円（原告Ａ） 

６万２８２３円×２／１３≒９６６５円（原告工房） 

(ｴ) 小計 

原告Ａ：４３万３９７円＋７万４２３８円＋５万３１５７円 

   ＝５５万７７９２円 25 

 原告工房：７万８２５４円＋１万３４９７円＋９６６５円 
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   ＝１０万１４１６円 

(4) 被告絵葉書 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

１２０円（価格）×６８７８１枚×１％≒８万２５３７円 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 5 

１２０円×６万８７８１枚×８％＝６６万２９７円 

６６万２９７円×０．８＝５２万８２３７円（手数料控除） 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項に基づく算定額） 

９６円（一枚あたりの利益額）×６万８７８１枚＝６６０万２９７６円 

(5) 被告一筆箋 10 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

４５０円（価格）×７７１７枚×１％≒３万４７２６円 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 

４５０円×７７１７枚×５％＝１７万３６３２円 

１７万３６３２円×０．８≒１３万８９０５円（手数料控除） 15 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項）  

４５０円（販売額）－２１５．２４円（仕入額。乙３０）＝２３４．７

６円（１部あたりの利益額） 

２３４．７６円×７７１７部≒１８１万１６４２円 

(6) 被告クリアファイル 20 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

(ｱ) 被告クリアファイル（Ａ４） 

 ３５０円（価格）×８４８７個×１％≒２万９７０４円 

(ｲ) 被告クリアファイル（Ａ５） 

 ３２０円（価格）×１０２１個×１％≒３２６７円 25 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 
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(ｱ) 被告クリアファイル（Ａ４） 

 ３５０円×８４８７部×５％＝１４万８５２２円 

 １４万８５２２円×０．８＝１１万８８１７円（手数料控除） 

(ｲ) 被告クリアファイル（Ａ５）  

 ３２０円×２０００部×５％＝３万２０００円 5 

３万２０００円×０．８＝２万５６００円（手数料控除） 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項） 

(ｱ) 被告クリアファイル（Ａ４） 

３５０円（販売額）－１６８．６３円（仕入額。乙３１）＝１８１．

３７円（１部あたりの利益額） 10 

 １８１．３７円×８４８７部≒１５３万９２８７円 

(ｲ) 被告クリアファイル（Ａ５）  

 １９２円（１部あたりの利益額）×１０２１部＝１９万６０３２円 

(7) 被告ハンカチ 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 15 

６００円（価格）×１７２９枚×１％＝１万３７４円 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 

６００円×１７２９部×５％＝５万１８７０円 

５万１８７０円×０．８＝４万１４９６円 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項に基づく算定額） 20 

６００円（販売額）－４７２．２３円（仕入額。乙３２）＝１２７．７

７円（１個あたりの利益額） 

１２７．７７円×１７２９個≒２２万０９１４円 

（なお，被告は，仕入額を４２７．２３円と記載しているが，４７２．

２３円の誤記と認められる。） 25 

(8) 被告わさびチューブ 
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ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

６５０円（価格）×９１８個×１％＝５９６７円 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 

６５０円×１２５０円×５％＝４万６２５円 

４万６２５円×０．８＝３万２５００円（手数料控除） 5 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項に基づく算定額） 

６５０円（販売額）－６４２．８６円（仕入額 。乙３３）＝７．１４円

（１個あたりの利益額） 

７．１４円×９１８個≒６５５４円 

(9) 被告石鹸 10 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

６４８円（価格）×１５３９個×１％＝９９７２．７２円 

原告Ａ：８８６４円（１８分の１６） 

原告工房：１１０８円（１８分の２） 

イ 予備的主張１（規程に基づく算定額） 15 

(ｱ) 原告Ａ 

 ６４８円×１５３９個×（１６÷１８）×５％＝４万４３２３円 

 ４万４３２３円×０．８＝３万５４５８円（手数料控除） 

(ｲ) 原告工房 

 ６４８円×１５３９個×（２÷１８）×５％＝５５４０円 20 

 ５５４０円×０．８＝４４３２円（手数料控除） 

ウ 予備的主張２（著作権法１１４条２項に基づく算定額） 

６４８円－４８１．４９円（乙３４）＝１６６．５１円 

１６６．５１円×１５３９個＝２５万６２５８．８９円 

原告Ａ：２２万７７８５円（１８分の１６） 25 

原告工房：２万８４７３円（１８分の２） 
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(10) 被告シール 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

５０００円（原告主張額）×８０％＝４０００円（原告工房） 5 

(11) 被告入場券 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

３万５７００円（原告主張額）×８０％＝２万８５６０円（原告Ａ） 10 

(12) 被告しおり 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

８５００円（原告主張額）×８０％＝６８００円（原告Ａ） 15 

(13) 被告ポスター 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

２０万６０００円×０．０１＝２０６０円（原告Ａ） 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

３万７５００円（原告主張額）×８０％＝３万円（原告Ａ） 20 

(14) 被告パンフレット 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

原告Ａ ２万６２１４円（原告主張額）×８０％≒２万９７１円 25 

原告工房 ６４８５円（原告主張額）×８０％≒５１８８円 
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(15) 被告特別割引券 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

１２万８００円（原告主張額）×８０％＝９万６６４０円（原告Ａ） 5 

(16) 被告展示案内チラシ 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

１２万２４００円（原告主張額）×８０％＝９万７９２０円（原告Ａ） 10 

(17) 被告イベント案内チラシ 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 

原告Ａ ７万１４００円（原告主張額）×８０％＝５万７１２０円 15 

原告工房 ３万５７００円（原告主張額）×８０％＝２万８５６０円 

(18) 被告 Facebook 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 20 

原告Ａ １８万７５００円（原告主張額）×８０％＝１５万円 

原告工房 ６万３７５０円（原告主張額）×８０％＝５万１０００円 

(19) 被告ＨＰ 

ア 主位的主張（売上の１％に基づく算定額） 

０円 25 

イ 予備的主張（規程に基づく算定額） 
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２１万２０００円（原告主張額）×８０％＝１６万９６００円（原告Ａ） 

(20) まとめ 

以上から，被告の主張に基づく損害額は別紙「被告損害額一覧表」のとお

りとなる。 


